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科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会について 


 


 
 平成 ２ ３ 年 １０ 月 ２８ 日 
内閣府特命担当大臣（科学技術政策）決定  


 


１．目的 


新成長戦略（平成 22 年６月 18 日閣議決定）等において、「科学技術イノベーショ


ン戦略本部（仮称）」の設置による科学技術とイノベーションを一体的に推進する体


制の整備が示されたことに基づき、内閣府特命担当大臣（科学技術政策）の下に、各


界の有識者で構成される「科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会」


（以下「研究会」という。）を開催し、国家戦略として科学技術イノベーション政策


を推進する体制案について検討することとする。 


 


２．審議事項 


審議事項は、次のとおりとする。 


（１）科学技術とイノベーションを一体的に推進する体制の在り方 


 （２）政府部内における科学的助言体制の在り方 


 （３）その他 


  


３．構成員 


研究会の構成員は、次のとおりとする。ただし、構成員のほか、必要に応じ、外部


有識者の出席を求めることができる。 


安西 祐一郎 日本学術振興会理事長 


大西  隆  日本学術会議会長 


岡本 義朗  三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社主席研究員 


城山 英明  東京大学大学院法学政治学研究科教授、政策ビジョン研究センター長 


中鉢 良治  日本経団連産業技術委員会共同委員長、ソニー副会長  


永井 良三  東京大学大学院医学系研究科教授 


中村 道治  科学技術振興機構理事長 


野間口 有  産業技術総合研究所理事長 


橋本 和仁  東京大学大学院工学系研究科教授 


吉川 弘之  東京大学名誉教授 


 


４．会議の公開 


原則として公開する。 


 


５．研究会の庶務 


研究会の庶務は、政策統括官（科学技術政策・イノベ―ション担当）において処理


する。 








平成２３年１１月


政策統括官（科学技術政策・イノベーション担当）


科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会
参考資料


－現行科学技術行政体制、科学技術政策の状況等－


参考資料
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科学技術政策担当大臣、総合科学技術会議の内閣府組織図中の位置


沖縄・北方対策
金融
消費者及び食品安全
経済財政政策
科学技術政策
男女共同参画
行政刷新
地域主権推進
「新しい公共」
少子化対策
原子力損害賠償支援機構


内閣府組織図


１
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内 閣 府


総合科学技術会議
○科学技術政策の企画及び立案並びに総合調整
・内閣総理大臣を補佐する「知恵の場」。
・科学技術の振興を図るための基本的な政策の調査審議を行う。
・予算等資源の配分の方針など、科学技術の振興に関する重要事項の調査審議
等を行う。
等


【構成員】
内閣総理大臣（議長）、科学技術政策担当大臣、その他関係閣僚、有識者議員


基本方針の提示・総合調整


科学技術政策担当大臣


内 閣 総 理 大 臣


※内閣総理大臣の特命を受け、科学技術政策の総合調整を行う


文部科学省
○科学技術･学術に関する具体的な計画の策定、推進


基礎研究及び重要分野の研究開発の推進、評価
科学技術システムの改革に向けた取組


科学技術･
学術審議会


調
整


研究開発法人等
（理化学研究所、宇宙航空研究開発機構、
科学技術振興機構、日本学術振興会 等）


○国家基幹技術の推進
○世界最高水準の研究開発の推進
○創造的な人材育成 等


大学・大学共同利用機関法人等


○研究者の自由な発想に基づく学術
研究の実施
○将来の優秀な人材育成のための
大学・大学院教育


研究開発
法人


経
済
産
業
省


文部科学大臣 大臣


我が国の科学技術行政体制


研究開発
法人


厚
生
労
働
省


大臣


研究開発
法人


農
林
水
産
省


大臣


・・・
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大臣等政務三役・総合科学技術会議
有識者議員会合


○ 総合科学技術会議としての重要な議論、
決定を機動的に行う場として、以下の事
項を検討・整理
・ 総合科学技術会議で調査審議する事項
・ 総合科学技術会議が取扱いを委ねた事項


・ 政務三役が検討・整理を求めた事項







内閣総理大臣が、内閣の重要政策に関して総合調整をするために特に必要がある場合に、内閣総理大臣を助け、
内閣総理大臣の命を受けて内閣府設置法の所掌事務を掌理する特命担当大臣を内閣府に設置。
科学技術政策を担当する特命担当大臣が科学技術政策担当大臣。


１．機能


２．役割


（１）以下の事項に関する企画・立案及び総合調整を実施。
①科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項
②科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項
③その他科学技術の振興に関する事項
（２）権限
ア．担当事務の遂行のために必要がある場合に、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を請求可能。
イ．担当事務の遂行のために特に必要がある場合に、関係行政機関の長に対し勧告が可能。
ウ．勧告した場合、勧告した行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を請求可能。
エ．勧告した事項について特に必要がある場合に、内閣総理大臣に対し、勧告した行政機関の長に対する内閣総
理大臣の指揮監督をするように意見具申することが可能。


科学技術政策担当大臣


３


【参考】内閣府設置法
（所掌事務）
第四条 内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
四 科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項
五 科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項
六 前二号に掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項


第九条 内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて 第四条第一項及び第二項に
規定する事務並びにこれに関連する同条第三項に規定する事務（これらの事務のうち大臣委員会等の所掌に属するものを除く。）を掌理する 職（以下「特命担当大臣」という。）を置くことができる。
２ 特命担当大臣は、国務大臣をもって充てる。


第十二条 特命担当大臣は、その掌理する第四条第一項及び第二項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることが
できる。
２ 特命担当大臣は、その掌理する第四条第一項及び第二項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。
３ 特命担当大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
４ 特命担当大臣は、第二項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申す
ることができる。







内閣総理大臣及び内閣を補佐する「知恵の場」。我が国全体の科学技術を俯瞰し、各省より一段高い立場から、
総合的・基本的な科学技術政策の企画立案及び総合調整を行う。平成13年1月、内閣府設置法に基づき、「重要政策
に関する会議」の一つとして内閣府に設置。


１．機能


２．役割
①内閣総理大臣等の諮問に応じ、次の事項について調査審議。
ア．科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策


イ．科学技術に関する予算、人材等の資源の配分の方針、その他の科学技術の振興に関する重要事項
②科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発を評価。
③①のア．及びイ．に関し、必要な場合には、諮問を待たず内閣総理大臣等に対し意見具申。


総合科学技術会議有識者議員（議員は、両議院の同意を経て内閣総理大臣によって任命される。）


相澤益男議員
（常勤）


前東京工業
大学学長


奥村直樹議員
（常勤）


元新日本製鐵
(株)代表取締役
副社長


本庶佑議員
（常勤）


元京都大学医学
研究科長・医学
部長


内閣総理大臣を議長とし、議員は、①内閣官房長官、②科学技術政策担当大臣、③総理が指定する関係閣僚（総務
大臣、財務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣）、④総理が指定する関係行政機関の長（日本学術会議会長）、⑤有
識者（７名）（任期２年、再任可）の14名で構成。


３．構成


大西隆議員
（非常勤）


日本学術会議
会長


[関係行政機関の長]


今榮東洋子議員
（非常勤）


名古屋大学名誉
教授


青木玲子議員
（非常勤）


一橋大学
経済研究所
教授


中鉢良治議員
（非常勤）


ソニー(株)取
締役代表執行
役副会長


白石隆議員
（非常勤）


政策研究大
学院大学長


総合科学技術会議
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(H23.1.6～H25.1.5)
(初任：H19.1.6)


(H22.1.6～H24.1.5)
(初任：H22.1.6)


(H22.1.6～H24.1.5)
(初任：H18.6.26)


(H22.1.6～H24.1.5)
(初任：H21.3.13)


(H23.1.6～H25.1.5)
（初任：H19.1.6)


(H23.1.6～H25.1.5)
(初任：H21.1.6、
H23.1.5まで常勤）


(H23.1.6～H25.1.5)
(初任：H21.1.6)







５


（所掌事務等）
第二十六条 総合科学技術会議（以下この目において「会議」という。）は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策について調査審議すること。
二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針その他科学技術の振興に関する重要事項
について調査審議すること。
三 科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発について評価を行うこと。
四 第一号に規定する基本的な政策及び第二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。
２ 第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で第四条第一項第四号から第六号までに掲げる事務を掌理するもの（以下「科学技術政策担当大臣」という。）は、その掌理
する事務に係る前項第一号に規定する基本的な政策及び同項第二号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。
３ 前項の諮問に応じて会議が行う答申は、科学技術政策担当大臣に対し行うものとし、科学技術政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。
４ 会議は、科学技術政策担当大臣が掌理する事務に係る第一項第一号に規定する基本的な政策及び同項第二号に規定する重要事項に関し、科学技術政策担当大臣に意見を
述べることができる。
（組織）
第二十七条 会議は、議長及び議員十四人以内をもって組織する。
（議長）
第二十八条 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
（以下略）


（議員）
第二十九条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 内閣官房長官
二 科学技術政策担当大臣
三 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
四 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者
五 前二号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者
六 科学又は技術に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
２ 議長は、必要があると認めるときは、第二十七条及び前項の規定にかかわらず、前項第一号から第四号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議
員として、臨時に会議に参加させることができる。
３ 第一項第六号に掲げる議員の数は、第一項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。
４ 第一項第五号及び第六号に掲げる議員は、非常勤とする。ただし、そのうち四人以内は、常勤とすることができる。
（議員の任命）
第三十条 内閣総理大臣は、前条第一項第六号に掲げる議員を任命しようとするときは、両議院の同意を得なければならない。
２ 前条第一項第六号に掲げる議員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理
大臣は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる議員を任命することができる。


３ 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその
議員を罷免しなければならない。


（議員の任期）
第三十一条 第二十九条第一項第六号に掲げる議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
２ 前項の議員は、再任されることができる。
（資料提出の要求等）
第三十五条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協
力を依頼することができる。


（参考）内閣府設置法（総合科学技術会議関連主要部分）







評価専門調査会
(H13.1.18～)


<調査･検討事項>
・評価のためのルール作り
・重要研究開発の評価


生命倫理専門調査会
(H13.1.18～)


<調査･検討事項>
・ヒトＥＳ細胞の樹立及び使用
に関する指針


・特定胚の取扱いに関する指針
・ヒト胚の取扱いに関する基本
的考え方


知的財産戦略専門調査
会 (H14.1.30～)


<調査･検討事項>
知的財産の保護と活用に
関する総合的な戦略


科学技術イノベーション政策
推進専門調査会 (H23.8.19～)


<調査･検討事項>
・第４期科学技術基本計画の推進
の上で専門的検討が必要とされる
事項


・第４期科学技術基本計画に掲げ
た施策の効果的な推進と、実施状
況についての把握と更なる推進策
の検討


総合科学技術会議


① 科学技術に関する基本的な政策の調査審議


② 予算・人材等の資源配分方針等の調査審議


③ 国家的に重要な研究開発の評価


総合科学技術会議組織図


６







第１期基本計画


（１９９６～２０００年度）


第２期基本計画
（２００１～２００５年度）
第３期基本計画


（２００６～２０１０年度）


第４期


科学技術基本計画
（２０１１～２０１５年度）


科
学
技
術
基
本
法


（
１
９
９
５
年
制
定
）


●政府研究開発投資の拡充


期間内の科学技術関係経費


総額の規模は１ ７兆円
（実績：１ ７.６兆円）


●新たな研究開発システム
の構築


・競争的研究資金の拡充
・ポストドクター１万人計画
・産学官の人的交流の促進
・評価の実施


等


●政府研究開発投資の拡充


期間内の科学技術関係経費


総額の規模は１ ７兆円
（実績：１ ７.６兆円）


●新たな研究開発システム
の構築


・競争的研究資金の拡充
・ポストドクター１万人計画
・産学官の人的交流の促進
・評価の実施


等


●基本理念
・新しい知の創造
・知による活力の創出
・知による豊かな社会の創生


●政策の柱
・戦略的重点化
－基礎研究の推進


－重点分野の設定
・科学技術システム改革
－競争的研究資金倍増
－産学官連携の強化 等


・２期総額規模は２４兆円
（実績：２１.１兆円）
・３期総額規模は２５兆円
（実績：21.7兆円）


●基本理念
・新しい知の創造
・知による活力の創出
・知による豊かな社会の創生


●政策の柱
・戦略的重点化
－基礎研究の推進


－重点分野の設定
・科学技術システム改革
－競争的研究資金倍増
－産学官連携の強化 等


・２期総額規模は２４兆円
（実績：２１.１兆円）
・３期総額規模は２５兆円
（実績：21.7兆円）


●基本方針
・科学技術イノベーションの一体的展開
・人材とそれを支える組織の役割の重視
・社会とともに創り進める政策の実現


●基本方針
・科学技術イノベーションの一体的展開
・人材とそれを支える組織の役割の重視
・社会とともに創り進める政策の実現


・分野別の重点化から課題対応型の
重点化へ
震災からの復興、再生の実現
グリーン、ライフイノベーション等


・基礎研究と人材育成の強化
・PDCAサイクルの確立やアク
ションプラン等の改革の徹底


総額規模は２５兆円


科学技術基本計画と科学技術基本法
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科学技術基本法（科学技術基本計画関連部分）


第二章 科学技術基本計画
第九条 政府は、科学技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、科学技術の振興に関する基本的な計画
（以下「科学技術基本計画」という。）を策定しなければならない。
２ 科学技術基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 研究開発（基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む。以下同じ。）の推進に関する総合的な方針
二 研究施設及び研究設備（以下「研究施設等」という。）の整備、研究開発に係る情報化の促進その他の研究開発の推進のた
めの環境の整備に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
三 その他科学技術の振興に関し必要な事項
３ 政府は、科学技術基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、総合科学技術会議の議を経なければならない。
４ 政府は、科学技術の進展の状況、政府が科学技術の振興に関して講じた施策の効果等を勘案して、適宜、科学技術基本計画
に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
５ 政府は、第一項の規定により科学技術基本計画を策定し、又は前項の規定によりこれを変更したときは、その要旨を公表しな
ければならない。
６ 政府は、科学技術基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す
範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位


論文数


論文被引用度


論文数及び論文被引用度の各国順位


基礎研究の成果事例


基礎研究の推進 科学技術システム改革


○基礎研究で世界に伍していくには、
全体的に研究の質を高め、新たな芽
の創出や、国際的に芽の出た研究
を更に伸ばすための取組が必要。


○国として取り組むべき大きな課題
を設定し、その解決・実現に向け
た戦略を策定する中で研究開発
課題を設定することが必要。


戦略重点科学技術の成果事例


鉄系超伝導物質の発見


政策課題対応型研究開発の推進


ヒトｉＰＳ細胞作製


○諸外国も力を入れる中、質向上が課題。 ○科学技術の発展が課題の解決に必ず
しもつながっていなかった。


○若手研究者が将来展望を描きにくく
なっている。


○基礎的な科学技術力をイノベーショ
ンまで十分つなげられていない。


○若い世代が活き活きと活躍
し、未来を切り拓いていける
ような環境が必要。
○強みを活かしイノベーション
を効率的に生み出す仕組み
の構築が必要。


※2007年実績 ◇競争的資金の拡充
◇制度・運用上の隘路の解消
◇大学等の競争力の強化
・グローバルＣＯＥプログラム
・世界トップレベル研究拠点形成
・先端融合領域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出拠点の形成
◇地域イノベーションシステムの構築
・知的ｸﾗｽﾀｰ、産業ｸﾗｽﾀｰの形成
◇知的財産の創造・保護・活用


◇若手研究者の活躍促進
◇女性研究者の活躍促進


人材の育成、確保、活躍の促進


次世代スーパーコンピュータ次世代スーパーコンピュータ


Ｘ線自由電子レーザーＸ線自由電子レーザー


宇宙輸送システム宇宙輸送システム
海洋地球観測探査システム海洋地球観測探査システム


高速増殖炉サイクル技術高速増殖炉サイクル技術


科学の発展と絶えざるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの創出


地球温暖化対策地球温暖化対策 高度画像高度画像


知能ロボット知能ロボット


創 薬創 薬


希少資源対策希少資源対策


世界トップレベルの革新的技術


食料生産食料生産


産業の国際
競争力強化


健康な
社会構築


日本と世界
の安全保障


国家基幹技術


３次元映像


マグロの養殖等


高効率太陽光発電
水素エネルギー


レアメタル代替
材料・回収


感染症ワクチン


生活支援
ロボット


緊急地震速報の提供開始


月周回衛星「かぐや」 日本実験棟「きぼう」


Ｈ－ⅡＡロケット


・・・等・・・等


これまでの第３期科学技術基本計画の実績と課題
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① 震災からの復興、再生を遂げ、将来にわたる持続的な成長と社会の発展を実現する国
② 安全かつ豊かで質の高い国民生活を実現する国
③ 大規模自然災害など地球規模の問題解決に先導的に取り組む国
④ 国家存立の基盤となる科学技術を保持する国
⑤ 「知」の資産を創出し続け、科学技術を文化として育む国


目指すべき国の姿目指すべき国の姿


○ 「科学技術イノベーション政策」の一体的展開
科学技術とイノベーションの連携強化に向け、分野別による重点化から課題対応型の重点化
に転換
○ 「人材とそれを支える組織の役割」の一層の重視
天然資源に乏しく、人口減少が見込まれる我が国において、若手研究者をはじめとする世界で
活躍する人材の育成と、それを支える大学や公的研究機関等における組織的な支援機能を
強化
○ 「社会とともに創り進める政策」の実現
国民との対話を通して、政策の企画立案への国民参画を得る


基本方針基本方針


第４期科学技術基本計画 概要（１／３）
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科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会の議事運営等について（案） 


 


平 成 2 3 年 1 1 月 1 1 日 


科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会 


 


 科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会（以下「研究会」という）


の議事運営等については以下のとおりとする。 


 


 


１．会議の公開について 


  研究会は原則として公開で行う。 


 


 


２．資料の公表について 


  研究会の配布資料については、支障のない限り原則公開する。 


 


 


３．議事録について 


  会議終了後、可能な限り速やかに議事録を作成し公表する。 


資料２ 








Ⅰ．基本認識


・政策の大目標として、５つの国の姿を掲げるとともに、３つの基本方針を提示


Ⅱ．将来にわたる持続的な成長と社会の実現の発展


・「震災からの復興、再生の実現」、「グリーンイノベーションの推進」、「ライフイノベーションの推進」を
主要な柱と位置づけ、科学技術イノベーション政策を戦略的に展開


・科学技術イノベーション推進に向けたシステム改革を推進
-戦略的な推進体制の強化（「科学技術イノベーション戦略協議会（仮称）」の創設、産学官の「知」のネットワーク強化、
産学官協働のための「場」の構築）
-規制・制度の改革、地域イノベーションシステムの構築、国際標準化戦略の推進 など


Ⅲ．我が国が直面する重要課題への対応


・上記以外の我が国が直面する重要課題を設定し、課題達成に向けた研究開発を重点的に推進。
①安全かつ豊かで質の高い国民生活の実現 ②我が国の産業競争力の強化 ③地球規模の問題解決への貢献


④国家存立の基盤の保持（国家安全保障・基幹技術の強化等）⑤科学技術の共通基盤の充実、強化


・重要課題の達成に向けたシステム改革を推進


-国主導で研究開発を行うプロジェクト（国家安全保障・基幹プロジェクト（仮称））の創設等


・世界と一体化した国際活動の戦略的展開


-アジア共通の問題解決に向けた研究開発の推進（「東アジア・サイエンス＆イノベーション・エリア構想」など）


-科学技術外交の新たな展開 （我が国の強みを活かした国際活動の展開など）


具体的内容具体的内容


第４期科学技術基本計画 概要（２／３）


11







Ⅳ．基礎研究及び人材育成の強化
・基礎研究の抜本的強化
独創的で多様な基礎研究の強化（科研費の一層の拡充 など）
世界トップレベルの基礎研究の強化（研究重点型大学群の形成、世界トップレベルの拠点形成 など）


・科学技術を担う人材の育成
大学院教育の抜本的強化 （産学間の対話の場の創設、大学院教育振興施策要綱の策定等）、研究者のキャリアパス
の整備、女性研究者の活躍促進（女性研究者採用目標３０％）、次代を担う人材の育成 など


・国際水準の研究環境及び基盤の形成
大学の施設及び設備の整備、先端研究施設及び設備の整備、共用促進、知的基盤の整備 など


Ⅴ．社会とともに創り進める政策の展開


・「社会及び公共のための政策」の実現に向け、国民の理解と信頼と支持を得るための取組を展開
-政策の企画立案及び推進への国民参画の促進、リスクコミュニケーションを含めた科学技術コミュニケーションの促進


-政策の企画立案及び推進機能の強化（科学技術イノベーション戦略本部（仮称）等）


-研究資金制度における審査及び配分機能の強化


-研究開発の実施体制の強化（国の研究開発機関に関する新たな制度の創設）


-科学技術イノベーション政策におけるＰＤＣＡサイクルの確立
-官民合わせた研究開発投資の対ＧＤＰ比４％以上、政府研究開発投資の対ＧＤＰ比１％及び総額２５兆円 など


※エネルギー基本計画等政府の他の計画等の検討結果を踏まえ、必要に応じ見直しを行う。


具体的内容具体的内容
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第４期科学技術基本計画 概要（３／３）
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平成23年度科学技術関係予算の構成
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平成23年度科学技術関係予算（各府省別）


（単位：億円）


平成22年度予算額 平成23年度予算額


増減


平成22年度予備費・補正予算額
平成23年度予算額


＋
平成22年度予備費・補正予算額


一般会計
うち


科学技術
振興費


特別会計 計 一般会計
うち


科学技術
振興費


特別会計 計 一般会計
うち


科学技術
振興費


特別会計 計 一般会計
うち


科学技術
振興費


特別会計 計


国会 11 11 0 11 12 11 0 12 0 0 0 0 0 12 11 0 12 


内閣官房 636 0 0 636 670 0 0 670 34 188 0 0 188 858 0 0 858 


内閣府 199 164 0 199 172 144 0 172 △ 27 0 0 0 0 172 144 0 172 


警察庁 24 21 0 24 22 21 0 22 △ 2 0 0 0 0 22 21 0 22 


総務省 596 435 14 610 535 431 0 535 △ 74 24 12 0 24 560 443 0 560 


法務省 64 0 0 64 64 0 0 64 1 0 0 0 0 64 0 0 64 


外務省 118 0 0 118 116 0 0 116 △ 1 0 0 0 0 116 0 0 116 


財務省 14 11 0 14 13 10 0 13 △ 0 0 0 0 0 13 10 0 13 


文部科学省 21,824 8,572 1,412 23,236 23,145 8,929 1,349 24,494 1,259 606 343 0 606 23,752 9,272 1,349 25,100 


厚生労働省 1,512 1,125 29 1,541 1,474 1,090 26 1,501 △ 41 0 0 0 0 1,474 1,090 26 1,501 


農林水産省 1,234 1,141 17 1,251 1,135 1,083 3 1,138 △ 113 0 0 0 0 1,135 1,083 3 1,138 


経済産業省 1,763 1,311 3,625 5,388 1,426 1,087 4,436 5,862 474 914 753 245 1,159 2,340 1,840 4,681 7,021 


国土交通省 546 301 5 551 520 281 5 525 △ 26 0 0 0 0 520 281 5 525 


環境省 279 242 101 380 296 264 96 392 12 1 0 0 1 297 264 96 393 


防衛省 1,714 0 0 1,714 968 0 0 968 △ 745 0 0 0 0 968 0 0 968 


計 30,531 13,334 5,204 35,735 30,570 13,352 5,915 36,485 750 1,733 1,108 245 1,978 32,302 14,460 6,160 38,463 
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科学技術振興費の推移
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科学技術関係予算の推移


（億円）


10,000


0


20,000


30,000


40,000


当初政府予算 補正予算
予備費


地方公共団体分


１３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度
第２期 第３期


45,841 43,581
40,490 40,841 40,404 41,401


35,113


第２期（13～17年度）第１期（8～12年度）
基本計画での投資規模：17兆円
実際の予算額：17.6兆円


基本計画での投資規模：24兆円
実際の予算額：21.1兆円


第３期（18～22年度）
基本計画での投資規模：25兆円
実際の予算額：21.7兆円（H22補正予算を含む）


34,685 35,444 35,974 36,084 35,779 35,743


うち科学技術振興費


科学技術関係予算の総額


（11,208） （11,832） （12,298） （12,841） （13,170） （13,312） （13,477）


２０年度


35,708


40,447


（13,628）


１９年度


科学技術振興費


42,405


（13,777）


35,639


２１年度


4,297
2,400


50,463


10,970


50,000


２２年度


（13,334）


35,890


3,853


41,897


※23年度予算額については、社会資本整備事業特別会計（治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定）等を除いてとりまとめたものである


4,028


36,485


２３年度


（13,352）


1,978


第４期（23～27年度）
基本計画での
投資規模25兆円


第４期


4,160
1,175


4,206
1,451
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平成24年度概算要求・要望における科学技術関係予算【速報値】


注) １．本表は、各府省庁から提出されたデータを基に内閣府が速報値としてとりまとめたものであり、今後の精査により変更する場合がある。
２．社会資本整備事業特別会計（治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定）等については、除いて取りまとめたものである。
３．各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。


平成23年度
予算額


平成24年度概算要求・要望額【Ａ】
（「東日本大震災からの復旧・復興
対策に係る経費」を除く）


「東日本大震災か
らの復旧・復興対
策に係る経費」
【Ｂ】


平成24年度概算
要求・要望額
【Ａ】＋【Ｂ】


対前年
度増額


対前年
度増減
率


うち「日本再生重点
化措置」要望額


科学技術関係予算
計 ①＋②


36,432 37,358 4,128 3,765 41,123 4,690 12.9%


一般会計① 30,517 31,729 3,700 3,745 35,474 4,956 16.2%


うち科学技術
振興費


13,352 13,932 2,035 2,574 16,506 3,154 23.6%


特別会計② 5,915 5,629 428 20 5,649 △ 266 -4.5%


(単位：億円)
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平成24年度概算要求・要望における科学技術関係予算【速報値】（各省別）


注) １．本表は、各府省庁から提出されたデータを基に内閣府が速報値としてとりまとめたものであり、今後の精査により変更する場合がある。
２．社会資本整備特別会計（治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定）等については、除いて取りまとめたものである。
３．各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。


(単位：億円)


平成23年度予算額


平成24年度概算要求・要望額【Ａ】
（「東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費」


を除く）
「東日本大震災からの復旧・復
興対策に係る経費」【Ｂ】


平成24年度概算要求・要望額
【Ａ】＋【Ｂ】


対
前年度
増減率


うち「日本再生重点化措置」要
望額


一般
会計


うち
科学
技術
振興費


特別
会計


計
一般
会計


うち
科学
技術
振興費


特別
会計


計
一般
会計


うち
科学
技術
振興費


特別
会計


計
一般
会計


うち
科学
技術
振興費


特別
会計


計
一般
会計


うち
科学
技術
振興費


特別
会計


計


国会 12 11 0 12 13 11 0 13 3 2 0 3 0 0 0 0 13 11 0 13 13.8%
内閣
官房 670 0 0 670 680 0 0 680 80 0 0 80 0 0 0 0 680 0 0 680 1.6%


内閣府 172 144 0 172 187 160 0 187 40 40 0 40 4 0 0 4 192 160 0 192 11.7%


警察庁 22 21 0 22 20 19 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 19 0 20 -10.2%


総務省 535 431 0 535 628 448 0 628 111 20 0 111 33 0 0 33 661 448 0 661 23.4%


法務省 64 0 0 64 54 0 0 54 1 0 0 1 0 0 0 0 54 0 0 54 -16.0%


外務省 64 0 0 64 64 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 64 0.0%


財務省 13 10 0 13 13 10 0 13 0 0 0 0 1 1 0 1 14 11 0 14 2.0%
文部
科学省 23,145 8,929 1,349 24,494 23,776 9,353 1,374 25,149 2,649 1,580 20 2,669 3,174 2,158 0 3,174 26,950 11,511 1,374 28,323 15.6%
厚生
労働省 1,474 1,090 26 1,501 1,803 1,201 16 1,819 389 147 0 389 43 43 0 43 1,846 1,244 16 1,862 24.1%
農林
水産省 1,135 1,083 3 1,138 1,035 1,001 3 1,038 0 0 0 0 29 16 0 29 1,064 1,017 3 1,067 -6.2%
経済
産業省 1,426 1,087 4,436 5,862 1,452 1,169 4,108 5,559 190 190 408 598 237 237 20 257 1,689 1,407 4,128 5,816 -0.8%
国土
交通省 520 281 5 525 600 275 5 606 121 0 0 121 16 8 0 16 616 283 5 621 18.4%


環境省 296 264 96 393 313 285 124 437 56 56 0 56 178 111 0 178 491 396 124 615 56.6%


防衛省 968 0 0 968 1,090 0 0 1,090 58 0 0 58 30 0 0 30 1,120 0 0 1,120 15.7%


計 30,517 13,352 5,915 36,432 31,729 13,932 5,629 37,358 3,700 2,035 428 4,128 3,745 2,574 20 3,765 35,474 16,506 5,649 41,123 12.9%
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予算編成プロセスの改革


資
源
配
分
方
針


施
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
特
定


政
府
予
算
案
の
決
定


各
府
省
概
算
要
求


アクション・プラン以外に
各府省が特に推進する施策を重点化重点的に取り組むべき事項を提示


◎平成２４年度科学技術予算編成プロセスの効果


○ 政府全体が協力して早期に検討


○ パブリックコメントを実施


○ 課題解決に特に重要な施策を各府省に提示


○ 各府省連携の推進と予算要求の重複排除


重点化


効率化


通年化


予算編成プロセスの


を実現する
新たな取組


新たな取組


透明化


（７月） （９月末） （10月～11月）
（12月）


資
源
配
分
方
針


優
先
度
判
定


政
府
予
算
案
の
決
定


各
府
省
概
算
要
求


（６月頃） （８月末） （９月～10月）
（12月）


政権交代後の編成プロセス


旧政権における編成プロセス


・ ６月に方針を提示
・ 概算要求後に各省の施策に対して優先度判定を実施


概算要求検討の前倒し・通年化が必要


予
算
の
成
立


予
算
の
成
立


（３月）


（３月）


ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン


策
定


最重要施策を政府全体が協力して検討


当
面
の
科
学
技
術
政
策


の
運
営
に
つ
い
て


我が国が取り組むべき課題を提示


（５月） （７月）


新たな取組
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科学技術に関する予算等の資源配分方針の概要


世界トップレベルの科学技術力を強化


東日本大震災を乗り越え、将来にわたる持続的な成長と社会の発展を実現


Ｉ．第４期科学技術基本計画期間における予算等の資源配分方針


ＩＩ．平成２４年度における予算等の資源配分方針


○ＡＰ対象施策への最重点化
①復興・再生並びに災害からの安全性向上
②グリーンイノベーション
③ライフイノベーション
④基礎研究の振興及び人材育成の強化


○２３年度補正予算における機動的かつ迅速な措置


科学技術関係予算（本省研究開発費、運営費交付金等）の全てに関する資源配分について


○科学技術重要施策アクションプラン（ＡＰ）対象施策に資源配分を最重点化
○これまでの優先度判定を見直し、これにとって代わる新たな予算編成プロセスを導入


第４期科学技術基本計画に掲げる政策を着実に実行し、重要課題への対応とともに基礎研究
や人材育成を推進していくため、これを支えるために必要な研究開発投資を拡充
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科学技術重要施策アクションプラン


○ アクションプランのねらいは、最も重要と考えられる施策の方向性を概算要求前に


示すことによって、政府全体の科学技術予算の重点化を誘導することである。


○ 平成23年度予算編成において初めて実施。先行的に、グリーン及びライフの二大
イノベーション、並びに競争的資金の使用ルール等の統一化を対象とした。


○ 平成24年度予算編成においては、アクションプランを最も重要な政策誘導ツールの
一つとして位置づけ、アクションプラン対象施策への科学技術予算の最重点化を図る。


資
源
配
分
方
針


ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン


第
４
期
科
学
技
術


基
本
計
画
案


ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン


対
象
施
策
の
検
討


東日本大震災を
踏まえた見直し


「当面の科学技術政策の運営について」


内容の反映


平
成
24
年
度


予
算
編
成
プ
ロ
セ
ス


重
要
施
策
へ
の


重
点
化


（5月2日科学技術政策担当大臣・有識者議員）








科学技術イノベーション戦略本部（仮称）
に関する検討にあたって


0


平成23年１１月１１日


内閣府政策統括官（科学技術政策・イノベーション担当）


資料３







科学技術イノベーション戦略本部（仮称）を巡る状況について


1


【背 景】
科学技術に基づくイノベーションを国家戦略として推進することの重要性に対する認識の高まり


（新成長戦略）
「政策推進体制の抜本的強化のため、総合科学技術会議を改組し、『科学・技術・イノベーション戦略 本部』（仮称）を創設」


→研究開発自体の推進に加え、以下の点を府省の枠を越えて実施することが急務
・効果的・効率的な技術開発を促進するための制度・規制改革や支援の推進
・「研究開発の成果の社会経済における利活用の促進」を研究開発の段階から一体となって実施


【科学技術イノベーション政策の推進に求められる行政体制】
※科学技術イノベーション：科学的な発見や発明等による新たな知識を基にした知的・文化的価値の創造と、それらの知識を発展させて経済的、社会的・公


共的価値の創造に結び付ける革新（第4期科学技術基本計画）


①科学技術全体を総合的に俯瞰して優先順位を明確にした科学技術イノベーション政策の一元的な立案と確実な
実施を担保する司令塔の確立


②科学技術イノベーション政策の立案段階の責任所在（政策立案のための調査審議主体、政策立案主体）の明確化
③科学技術イノベーション政策の長期的な一貫性の確保


【科学技術イノベーション戦略本部（仮称）に関し、玄葉大臣の下今後の検討のためにとりまとめた案】
《科学技術顧問（仮称）の設置》


・東電福島第一原発事故における科学的助言の状況を踏まえ、科学的助言に基づく的確な政府の施策の実施の
ため、災害発生といった緊急時に内閣総理大臣等に対し、科学技術全体を俯瞰して助言を実施。


・国際的な協力のチャンネルを活用し、英米等の科学技術顧問とも機動的に連携


《総合科学技術会議の改組》
・科学技術とイノベーションを一体的に実施することの重要性を踏まえ、科学技術イノベーション政策の企画立案の


ための調査審議を行う合議制の組織に改組 「科学技術イノベーション戦略会議（仮称）」（戦略会議）
※調査審議結果に基づき、科学技術政策担当大臣が各府省における施策の実施を推進


・戦略会議は、知財戦略本部、ＩＴ戦略本部等科学技術イノベーションとも関係が深い府省横断事務を行う部局と連携







科学技術イノベーション戦略本部（仮称）の検討にあたって考慮すべき事項


１．科学技術とイノベーションの一体化による国の持続的成長を促すための行政機能の強化


第４期科学技術基本計画等において、科学技術とイノベーションを一体的に推進する科学技術イノベーションを
国家戦略として実施することの必要性が指摘されており、産業、教育、外交等の他の重要政策との連携により、
研究開発そのものに加え、研究開発の成果の社会における実利用による新たなイノベーションの創出のための
環境整備を行う行政機能の強化が求められている。


２．緊急時における政府部内の科学的助言体制の強化


今回の東京電力福島第一原子力発電所事故後の我が国の政府部内における科学的助言が、実際の対策に
的確に反映されたとは言い難い状況の中、米英では政府部内の科学的助言が比較的機能したことを踏まえ、
科学技術政策の司令塔機能の強化に加え、政府部内の科学的助言体制（国民への広報機能を含む）の強化
が求められている。


３．国立大学法人、研究開発を行う独立行政法人等の研究開発機関との関係の強化


立案した政策の確実な実施の観点からは、我が国の研究開発の重要な部分を占める国立大学法人、
独立行政法人等との連携の強化が求められている。


2







各国の科学技術行政体制における政策形成のための調査審議に関する考察


3


国別 調査審議機関の
構成員


首相科学顧問・科学ア
カデミー等との関係


調査審議内容、


予算への関与※１等
開催頻度


英
ＣＳＴ


（科学技術会議）


産業界及び学界出身者 政府主席科学顧問が


共同議長


・科学技術政策に関する府省共通


の課題に中長期的観点から提言


・予算編成には基本的に不関与
年４回


米
ＰＣＡＳＴ


（大統領科学技
術諮問会議）


産業界及び学界出身者 科学技術大統領補佐官


兼OSTP局長が


共同議長


・科学、技術及びイノベーションに
関する知見が経済成長に重要な
分野の政策を提言。


・予算編成時の提言はないが、具
体的な施策（Advanced Manufacturing 
Partnership等）の提言により予算に
実質的に関与する場合あり。


年７回


独


科学産業技術
会議


産業界及び学界出身者 ベルリン・ブランデンブル
ク科学アカデミー会長が
メンバー


・ドイツハイテク戦略（連邦政府が
所轄各省の枠を越えて策定したイ
ノベーション国家戦略）に関する提
言を実施。
・予算編成には基本的に不関与


年４回


仏


科学技術高等
評議会


産業界、学界出身者及び
OPECST（フランス議会科学技
術評価局委員）


構成員に科学アカデミー
の関係者はいない


・研究、技術移転、イノベーション
政策に関する国の基本方針に関
する諮問に応えるほか、国として
喫緊に取り組むべき課題等を抽
出し、政府に提案


・予算編成には高等教育研究大
臣の諮問機関（ＣＳＲＴ）が関与


不定期


韓国


国家科学技術
委員会


元大臣、官界ＯＢ及び学界
出身者から構成


大統領府・科学技術担当
の未来戦略企画官が幹
事


・国家科学技術政策の目標・戦略
策定


・主要研究開発事業予算の配分・
調整に関与


本年３月末の設置以
来10月31日までに10
回開催


※１ 組織の所掌事務における予算編成の関与の有無の観点から記述。
※２ 各国の科学技術行政システムの状況は参考（Ｐ９以降）参照


各国の科学技術政策システムから、政策形成のための調査審議体制について以下のような整理を事務局において実施。
大統領、首相及び担当大臣の強いイニシャティブがあるときに、調査審議内容が効果的に各省の施策に反映されている傾向あり。







各国の科学技術行政体制における科学的助言に関する考察


4


各国の科学技術政策システムから、科学的助言について以下のような整理を事務局において実施。


科学的
助言 助言の在り方


（類型）※


行政（政策の執行）
からの中立性の確保


科学的助言に
おける広範な
意見の確保


緊急時における
情報発信


予算編成へ
の関与※１


一
元
的
な
助
言


（科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
等
も
助
言
を
行
う
が
制
度
的
に
一
元
的
な
助
言
体
制
を
整
備
）


政府主席科学顧問が一元
的に科学的助言を実施。
（英国型）


○
政府主席科学顧問は助言
に徹し、政策の執行から
は中立


△
科学技術関係者の
協力を得て助言を
行うが、有識者自
身の見解が中心と
なる懸念


○


迅速かつ一元的な
情報発信が可能


△
予算編成は各省
で対応し、主席
科学顧問は個々
の施策の執行に
ついて助言


大統領補佐官が一元的に
科学的助言を実施（OSTP
局長として行政にも関与）。
（米国型）


△
OSTP局長も兼ねていること


から、科学的助言を行う立
場と行政官としての立場を
兼任


△
科学技術関係者の
協力を得て助言を
行うが、有識者自
身の見解が中心と
なる懸念


○


迅速かつ一元的な
情報発信が可能


○
OMBと連携し各


省に科学技術関
係予算編成の方
針を示す等、予
算編成に関与


多
元
的
な
助
言


行政府の各諮問機関（合
議制）及び科学アカデミー
等が行政府に対して科学
的助言を実施。


○


各諮問機関、科学アカ
デミーは助言に徹し、政
策の執行からは中立


○


幅広い意見を科
学的助言に反映
することが可能


△


情報発信までの意
見の集約に時間を
要する可能性があ
り


△
予算編成は各省で
対応し、科学アカ
デミーは予算編成
自体には関与しな
い


※１ 主に科学的助言を行う者の所掌事務として予算編成に関与することになっているかどうかという観点から記述
※２ 各国の科学技術政策システムの状況は参考（Ｐ９以降）参照







日本の科学技術行政体制の長所・課題


内 閣 府
総合科学技術会議


科学技術政策担当大臣


内 閣 総 理 大 臣


※内閣総理大臣を助け、その命を受け、
科学技術政策の総合調整を行う


諮問/
答申


意見具申


総合調整


行
政
目
的
に
直
接
関
係
す
る
研
究
開
発


審議会


調
整


研究開発法人等大学・大学共同利用
機関法人等


文部科学大臣


・科学技術に関する基本的な政策の企画・立案・推進
・研究開発に関する計画の作成・推進
・関係行政機関の事務の調整
・関係行政機関の経費の見積り方針の調整 等


諮問/
答申


意見具申


・・


研究開
発法人


経
済
産
業
省


大臣


研究開
発法人


厚
生
労
働
省


大臣


研究開
発法人


農
林
水
産
省


大臣


審議会 審議会 審議会


【所掌事務】：以下の事項の企画・立案・総合調整
① 科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項
② 科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項
③ その他、科学技術の振興に関する事項


【現行の科学技術行政体制】


【所掌事務】
(1)内閣府所掌事務①の調査審議
(2)内閣府所掌事務②の調査審議
(3)大規模研究開発の他、国家的に


重要な研究開発の評価
(4) (1)～(2)に関する意見具申


【構成員】
内閣総理大臣（議長）、科技政策
担当大臣、その他閣僚（５名）、
有識者議員（８名）


【現行体制の長所】
○総理を議長とする科学技術政策の諮問機関
○調査審議機関が閣僚と有識者から構成され、決


定事項を速やかに政策に反映（「重要政策会議」）
○科学技術に関する広範な意見を踏まえた政策の


調査審議の実施
○これまでの開催頻度は８回/年で多く開催


（過去2年間で4.3回/年）
○内閣総理大臣を助けて総合調整を行う科学技術


政策担当大臣の存在


【現行体制の課題】
○各府省の施策執行における総合科学技術会議の


示した方針の不徹底
○資源配分の一層の重点化が求められている。
○各省所管の独立行政法人（研究開発法人）、国立


大学法人に対し必要な対応を求めることが困難
○個々の有識者議員のミッションが不明確で、かつ、


施策の執行時に直接内閣総理大臣に科学的助言
を行う体制が構築されていない


○内閣府の科学技術に関する事務と文部科学省の
科学技術に関する府省横断事務との役割分担が
不明確


○調査審議に必要な情報収集・分析の体制が弱い
・科学アカデミーとの意思疎通・連携が不十分
・総合科学技術会議を支える事務局体制が脆弱
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内
閣
補
助
事
務


分
担
管
理
事
務


※内閣補助事務と分担管理事務
○内閣補助事務：内閣の立場から行政各部（各府省）の施策の統一を図る


ために必要となる企画立案・総合調整を行う事務
○分担管理事務：各府省が内閣の統轄の下に行政各部として行う事務
＊内閣府は科学技術については内閣補助事務のみ有している。


※上記の長所・課題は例示として事務局がまとめたもの







科学技術イノベーション戦略本部（仮称）の検討にあたっての論点（案）


１．新しい科学技術イノベーション政策推進組織が強化すべき機能の案


（１）科学技術イノベーション政策の「司令塔」機能


・イノベーション推進のための施策誘導


・メリハリの利いた資源配分の実現


・各省の着実な施策実施の確保


（２）府省間の調整機能


・関係府省が推進する施策（規制緩和、需要開拓、復興・再生、教育、外交等）との連携


（３）科学的助言機能


・行政庁のトップに対する科学的知見に基づく客観的な助言


（４）国民等への一元的な情報発信機能


・（特に緊急時において、）科学的知見を踏まえた、政府としてのワンボイスの情報発信


（５）科学技術イノベーションに関する情報収集・分析機能


・施策立案及び評価への効果的反映
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科学技術イノベーション戦略本部（仮称）の検討にあたっての論点（案）（続き）


２．前記１．の機能強化のためにどのような体制とすべきか


（１）「司令塔」をどのような組織とするか。


・所掌する事務の範囲と権限をどのように考えるか。


－イノベーションの創出と科学技術振興との関係


－宇宙・海洋・ＩＴ・知財といった各施策推進のための会議体・組織との関係


－予算編成時における役割


－ＰＤＣＡサイクルの強化


・構成員をどのようにすべきか。


・どのような運営を行うべきか。


・事務局体制をどのようにすべきか。


・研究開発を実施する独立行政法人との関係


（２）科学顧問を置くべきか。置く場合どのような役割を担うか。


・具体的にどのような仕事を担うか。


・国民に対する科学技術のスポークスマンとしての役割を担うべきか。


・各府省の政策形成及び実施にどのように関与するか。


・どのような組織で、どのように位置づけられるか。何人必要か。


・どのような指揮命令系統となるか。


・科学顧問のサポート体制は。


・どのような人物像を想定すべきか。どのように人選するか。


・会議体との関係は。 7







参 考 資 料
各国の科学技術行政システム


（英国、米国、ドイツ、フランス、韓国）







英国の科学技術政策システム
• ビジネス・イノベーション・技能省（BIS）： 科学技術政策システムの中枢を担う政府省


• 政府主席科学顧問（GCSA）： 首相及び内閣に対して科学技術全般に関する助言を行うアドバイザー（現在は、
ベディントン・元インペリアルカレッジ教授[応用集団生物学]）。政府科学庁長官とCST共同議長を兼務し、各省の
主席科学顧問から構成される主席科学顧問会議を主宰する。


• 主席科学顧問（CSA）：各省庁の業務に関連する科学技術に関して助言を行う。現在19省がCSAを任命。


• 政府科学庁（GO‐Science）： CSTの事務局としての役割を担う。長官であるGCSAもサポートする。人員は約65名。


• 科学技術会議（CST）： 政府最高レベルの諮問機関で、学術界と産業界からのメンバーで構成。GCSAともう１名
が共同議長を担う（現在の共同議長は、フィンチ・マンチェスター大学教授[社会科学]）。


科学技術会議が科学技術政策に関する府省共通の課題について中長期的観点からの助言を行うのに対し、政


府主席科学顧問は、個々の政策の執行における助言を実施。


共同議長


長官


議長


科学技術会議
(CST)


ビジネス・イノベーション・技能省
(BIS)


政府主席科学顧問
(GCSA)


政府科学庁
(GO‐Science)


首相


内閣


各省


主席科学顧問
(CSA)


主席科学顧問
(CSAs)


主席科学顧問会議
(CSAC)


9


主宰


助言


助言


助言


助言


助言


出典：独立行政法人 科学技術振興機構 研究開発戦略センターの資料を基に事務局作成







１．政府内の役割
○首相と内閣が重要な課題に関する最も良い科学的な助言を得ることの担保
○政府部内で科学のマネージメントや利用が効果的に行われることの担保


２．所掌事務
○首相と閣僚（閣内大臣）に対するマンツーマンでの科学、工学及び技術に関する政策面での助言
※助言にあたっては関連分野の科学者、政府の各省の主席科学顧問と相談


○政府の政策立案における科学的なデータや科学に関する助言の質の向上と利用の確保・改善
○科学技術面での他国や国際組織との連携の窓口
○科学コミュニティーと政策立案者の間の連携強化


３．政府内の組織上の地位
○政府科学庁の長として、政府科学庁のスタッフの支援を受ける。
○首相、内閣官房長官（事務方）及び国内行政府の長に報告する
○政府主席科学顧問は特に科学担当大臣と密接に連携して機能するが、関連する事項については政府のす
べての大臣と直接連携する。


○科学に関する助言が重要である事項に対応している内閣の各種会議及び各委員会への出席を求められる。
○以下の者と密接に連携
・ビジネス・イノベーション・技術省の科学研究担当局長
・各省の主席科学顧問のネットワーク
・政府内の他の政策分析を行う機関の長


４．科学技術会議（The Council for Science and Technology）との関係
科学技術会議が科学技術政策に関する府省共通の課題について中長期的観点からの助言を行うのに対し、
政府主席科学顧問は、個々の政策の執行における助言を実施。


【科学技術会議の概要】
○1993年設立。科学技術に関する首相の独立の諮問機関。
○所掌事務：科学技術政策上の府省共通の戦略的な課題（研究、科学と社会、教育、科学と政府、技術


イノベーション）に関し、中長期的な観点から首相及び関係行政機関の長に助言。


英国政府主席科学顧問について
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大統領府


大統領


科学技術政策局
OSTP


国家科学技術会議
NSTC


連邦議会


上 院


下 院


各 省 庁


大統領科学技術諮問会議 PCAST


科学技術担当補佐官
APST


• 大統領府科学技術政策局（OSTP）： 政策立案と政府部内の調整を担当し、科学技術政策の推進役を担う。人員
は約85名。OSTP局長は、科学技術担当大統領補佐官（APST）が兼務（ジョン・ホルドレン前ハーバード大教授 [環
境政策]。PCAST共同議長も兼務 ）。


• 大統領科学技術諮問会議（PCAST）： 科学界と産業界の代表的な意見を吸い上げる大統領への助言機関。 APST
ともう１名が共同議長を担う（現在の共同議長は、エリック・ランダーMIT教授[生物学]）。21名で構成。


• 国家科学技術会議（NSTC）： 大統領府と各省庁間の政策調整機関。大統領、副大統領、各省の長官などから構
成される閣僚級会議。NSTC下の委員会は、省庁横断イニシアティブの取りまとめも担当。


OSTP局長では対応が困難なハイレベルの各省間連携の調整をNSTCが担当。


• 予算案作成については、OSTPと行政管理予算局（OMB）が共同で各省庁に散らばる研究開発関連予算要求に
指針を与え、OMBが大統領の予算教書としてとりまとめる。予算作成権は連邦議会が有しており、上下両院の委
員会での審議を通じて歳出法として法案化される。OMBの人員は約490名（2009年）。


米国の科学技術政策システム


行政管理予算局
OMB


商務科学運輸
委員会


科学技術委員会
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出典：独立行政法人 科学技術振興機構 研究開発戦略センターの資料を基に事務局作成


参考


共同議長


政策提言


予算案
提出


歳出法審議・法案化


連携
調整


予算要求
の指針指示







 大統領補佐官一般について
 アメリカ連邦憲法第2条第1節第1項は、「行政権（Executive power）はアメリカ大統領に属する」と、大統領の独任制を定めてお


り、行政権は大統領個人に帰属。


 アメリカ連邦憲法には内閣に関する規定はなく、日本の内閣法に相当する法令も存在しない。このため、内閣の構成、地位、権
限、閣議等については大統領の裁量に委ねられている。


 科学技術担当大統領補佐官は1957年、スプートニク・ショックを受けて設置。


 大統領科学技術諮問会議（PCAST）について
 1933年にフランクリン・ルーズベルト大統領が科学者、技術者及び保健専門家から構成される諮問委員会を設置したのが始ま


り。
 PCAST では民間人から選出する議長と科学技術担当大統領補佐官を議長とする共同議長制を採用している。これによって


PCASTの考えをAPST を通じて大統領の政策形成に直接的に反映している。


 科学技術政策局長（OSTP Director）について
 OSTPは、1976年フォード政権時代に法律（National Science and Technology Policy, Organization, and Priorities Act of


1976 (P.L. 94-282)）により設置。OSTPと局長の役割を規定。
 OSTP局長は内閣の一員ではないが、局長と4人の局次長の任命には上院の承認が必要。また局長は議会で証言を求められ


る。
 OSTP局長は大統領科学顧問（Science Adviser to the President）を兼任するが、政権によっては大統領科学技術担当補佐官


（APST: Assistant to the President for Science and Technology ）、もしくは大統領特別顧問（Special Assistant to the
President）の地位が与えられる。科学顧問の呼称や権限、任務は、大統領との親しさや政権の課題などによりさまざま。


 国家科学技術会議（NSTC）について
 大統領令(Executive Order 12881)に基づき1993年設置
 大統領又は大統領の指示に基づき科学技術担当大統領補佐官（OSTP局長）が招集。
 議長は大統領。大統領不在時は副大統領。副大統領不在時は科学技術担当大統領補佐官（OSTP局長）。


 すべての連邦官庁は、ＮＳＴＣへの参加の有無にかかわらず、ＮＳＴＣを通じて科学技術政策を調整し、ＮＳＴＣと研究開発概算
要求の情報を共有。ＮＳＴＣは、OMB局長に対し、国家目標を反映した研究開発予算に関する勧告を提出し、さらに、同局長に
対し、各省の研究開発予算要求に関する助言を行う。


米国の科学技術助言体制について
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• 科学技術政策は連邦教育研究省（BMBF）が様々な諮問・助言機関と共同で策定


• BMBFはハイテク戦略2020や各分野別の戦略を発表、研究予算の大枠を提示


• 分野（航空、輸送など）によっては連邦経済技術省（BMWi）が分担


• 教育に関しては分権が進んでいるため州政府が大きな権限をもつ


• 多くの諮問・助言機関があり、中でも科学産業研究会議（スタッフ25名）はBMBF大臣により2006年に設立され、
重要な研究協会の会長が責任者となり、大臣直属の諮問機関となっている


• それらの諮問・助言機関の委員は研究協会や大学の研究者などが多い


ドイツの科学技術政策システム


連邦政府


諮問・助言機関


連邦首相連邦首相府


学術審議会
（WR）


研究イノベーション審議会（EFI）


連邦経済技術省（BMWi）


ドイツ科学工学アカデミー（acatech）


プロジェクトエージェンシー


連邦議会


科学産業研究会議


フラウンホーファー
システム・イノベーション
研究所 (ISI)科学政策財団（SWP）


合同科学会議


ドイツ研究振興協会（DFG）


州政府
16州


連邦教育研究省（BMBF）


出典：独立行政法人 科学技術振興機構 研究開発戦略センターの資料を基に事務局作成
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連邦政府と州政府から出資に
基づき、研究助成を行うととも
に、政府に対し助言を実施


教育政策と研究機関の助成
に関する連邦・州共同の政策
を討議・提唱


政策分析
の報告助言







フランスの科学技術政策システム


諮問組織 行政組織 議会


研究技術高等会議
(CSRT)


科学アカデミー


大統領
科学技術高等評議会


(HCST)


高等教育研究大臣


技術アカデミー


首相


内閣


上
院
（元
老
院
）


下
院
（国
民
議
会


）


議
会


議会科学技術評価局
（OPECST）


アドホックな委員会


首相直属の諮問機関
産学の有識者２０名で構成
事務局は高等教育研究省


高等教育研究大臣の諮問機関


２００６年設立


１６６６年設立


高等教育研究省


大臣官房※


所管法案及
び「研究・高
等教育」予
算案に対す
る議会対応


• 科学技術に関する意思決定にあたり、議
会に選択肢を提示


• 両院からの１６名の議員で構成


• 専門家１５名で構成される科学委員会が
活動を支援


※大臣によるポリティカル・アポ
イントのスタッフにて構成。


諮問・答申


• フランスの科学技術政策は、主に高等教育研究省が政府内外の諮問機関、または特定課題対応のためのアドホックな委
員会からの助言を得て決定
ＨＣＳＴ（首相の諮問機関）：研究、技術移転、イノベーション政策に関する国の基本方針に関して、首相及び閣僚の諮問に応えるほか、国として喫緊に取り組む


べき課題等を抽出し、政府に提案する。
ＣＳＲＴ（高等教育研究大臣の諮問機関）：民政研究開発予算の配分、議会に提出される研究・技術開発年次報告、科学・技術の見通しと分析の報告、研究組


織に関する改革プロジェクト等について諮問を受ける。科学技術高等評議会（ＨCST）と密に連絡しあい、協力することになっている。


• 高等教育研究省が、「研究・高等教育(MIRES)」予算案を策定（優先順位付、政府内調整、議会対応を実施）


• フランスの予算制度は、2006年から本格導入された「予算法に関する組織法律（LOLF）」に基づく。
– LOLFの導入により、省庁縦割りだった国の予算をミッション、プログラム、アクションの三層構造に分類し、プログラム毎に政策達成目標を明示（数値目


標等の設置）することにより、予算の事前チェックから事後チェックへと運営を転換。


– 34の国のミッションの一つが「研究・高等教育」であり、複数省庁にまたがるミッション（MIRES）として、12のプログラム（学際的科学技術研究、宇宙研究、
高等教育及び大学研究、エネルギー研究など）を関係省庁によって推進。


出典：独立行政法人 科学技術振興機構 研究開発戦略センターを


基に事務局作成
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諮問・答申


諮問・答申


諮問・答申
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韓国の科学技術政策システム


• 国家科学技術委員会（NSTC）：科学技術政策の司令塔機能を担う組織。科学技術政策の立案・予算配分・評価
を実施。2011年3月に改組され、常設委員会の設置、120名体制の事務局の設置、国家R&Dプロジェクト（国防・
人文科学を除く）の予算配分権の獲得等、体制・権限が大幅に強化された。NSTCは、2012年の政府R&D予算の
2/3（2012年予算は16兆Won）の配分を行った。


• 国家教育科学技術諮問会議（PACEST）：科学技術政策の諮問機関。予算権限等はない。


• 教育科学技術部：教育および科学技術（主に基礎科学、ビッグサイエンス等）を所管。日本の文部科学省に相
当する組織。


• 知識経済部：産業技術研究開発を所管。 2008年に旧産業資源部が情報通信部等と統合し発足。日本の経済
産業省に相当する組織。


• 未来戦略企画官：科学技術分野及び未来の成長動力分野（情報通信、緑色成長等）への支援・調整を担当。
NSTCの幹事を務める。


大統領


知識経済部


国務総理


教育科学技術部


国家科学技術委員会（NSTC）


国家教育科学技術諮問会議（PACEST）


人文社会科学系のシンクタンク
科学技術政策研究院(STEPI)
韓国対外経済政策研究院(KIEP) 他


緑色成長委員会


＜2011.3 NSTC改組の内容＞


改組前 2011.3改組後


委員長 大統領 長官級


常任委員 なし 常任委員を新設


委員会形態 非常設諮問委員会 大統領直属の行政委員会


独自の予算・人事 不可能 可能


事務局・人員 教育科学技術部政策
調整企画官室（30人）


教育科学技術部から分離し
120人体制の事務局を設置


科学技術特別補佐官（非常設）
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青瓦台（大統領府）


出典：独立行政法人 科学技術振興機構 研究開発戦略センター


韓国科学技術企画評価院
（KISTEP）


科学技術秘書官


放送情報通信秘書官


未来戦略企画官







科学技術基本法改正後の韓国・国家科学技術委員会の主な予算関連事務


○国家科学技術開発事業の予算の配分（科学技術基本法第１２条の２）
国家科学技術委員会は、国家研究開発事業（＝政府が推進する研究開発事業）の予算の配分方向及び大統領令で


定める主要な国家研究開発事業予算の配分・調整内訳を検討・審議して企画財政部長官に通知することとし、同長官は、政府財政規模
調整等の特別な場合を除き、同委員会の検討・審議結果を反映して年次予算を編成しなければならない。


○国家研究開発事業評価（第１２条）
国家科学技術委員会が国家研究開発事業の評価に関する事務を企画財政部長官に委任できる根拠規定を削除し、同委員会が国家研
究開発事業の評価に関する事務を直接実施。


○予備妥当性調査の対象事業の選定のための国家研究開発事業に対する技術性評価（第１２条の３）
中央行政機関の長が予備妥当性調査の対象事業の選定を申請した国家研究開発事業（注：国家研究開発事業として実施するためのＦＳ
調査の対象として申請した事業）に対し、企画財政部長官が予備妥当性調査の対象事業として選定する前に、国家科学技術委員会が
当該国家研究開発事業に対する技術性評価を実施し、適合の有無に関する意見を企画財政部長官に提出することができるものとし、同
長官が同委員会が適合と意見を提出した国家研究開発事業のうちから予備妥当性調査の対象事業を選定。
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従来、国家科学技術委員会が国家研究開発事業（＝政府が推進する研究開発事業）の予算の配分の方向等を審議
したが、同予算の配分調整等を審議・議決してその機能を強化


出典：事務局作成
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４つの重点対象を設定


復興・再生並びに
災害からの安全性向上


グリーンイノベーション


ライフイノベーション


基礎研究の振興及び
人材育成の強化


東日本大震災を
踏まえた新たな
柱として設定


我が国の現状を
踏まえて内容を
見直し


新たに追加


東日本大震災からの復興・再生を遂げ、地域住民
がより安全に暮らせる社会の実現を目指す。


東北地域の復興・再生をモデルとして、より安全、
かつ豊かで質の高い国民生活を実現する国を
目指す。


自然と共生し持続可能な環境・エネルギー先進国
の実現を目指す。


心身ともに健康で活力ある社会の実現を目指す。


高齢者・障がい者が自立できる社会の実現を目指
す。


世界共通の課題を克服し、豊かな国民生活を実現
し、科学技術を文化として育み、多様な人材を育成
確保する社会の実現を目指す。


平成２４年度アクションプランの内容







重点施策パッケージの特定について


今年度から、優先度判定に代わり


【これまでの優先度判定】
アクションプランの対象を含む一定予算規模以上の個別施策毎に、優先度(SABC等)を判定


昨年度まで


施策パッケージとは
・ 第４期科学技術基本計画に従い、各府省が成果検証可能な具体的目標を
掲げ、その達成に必要な複数の施策をまとめた施策群をいう
・ 各府省が特に推進しようする施策パッケージを提案
・ 科学技術政策担当大臣・有識者議員は、各府省が提案した施策パッケージから
重点化すべきものを特定し、総合科学技術会議に報告


何故、施策パッケージなのか
第４期計画は、課題解決型に転換。このため、個別施策ではなく、課題解決までの
一連の流れを構成する施策群を捉えることが必要


■ アクションプランの対象の施策については、概算要求前に、対象施策を特定し
(AP対象施策)、資源配分を最重点化


■ アクションプランの対象として特定された施策以外の施策については、
概算要求後に、重点施策パッケージを特定し、資源配分を重点化
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【重点施策パッケージの評価方針】


資源配分方針において、新たな予算編成プロセス導入の際の留意事項として、「研究開発等の目的、達成
目標、達成時期が明確であること等に加えて、イノベーションを着実に推進する上で、施策を担う組織が適切に
機能を発揮することが極めて重要であることから、施策を推進する組織の実績やマネジメント体制が優れている
ことを重要な視点の1つとする。」とされていることを踏まえた評価を実施


重点施策パッケージの特定基準について


【重点施策パッケージの特定基準】


○ 目的・目標等について
• 成果検証が可能となる明確な目標とその達成時期が設定されていること。
• 目的・目標が、社会情勢、国際的な水準からみて妥当なものであり、かつ第４期計画の目標、重要課題の達
成に大きく貢献すると判断されるものであること。


○ 目標達成に向けたアプローチについて
• 目標達成に必要な取組（社会実装に向けた取組、制度の改善など）が明確であること。


○ 実施体制について
・ 適切なマネジメントが期待できるものであること
－ 施策パッケージ責任組織が過去に実施した同程度規模の取組において、どのような目標設定を
行い、その目標達成に向けてどのようなマネジメントを行ってきたのか。また、どのような成果を
挙げてきたのか。その経験を踏まえ、今回どのようにマネジメントを行うのか。


－ 施策パッケージ責任組織と施策実行組織の役割分担は明確となっているか（施策実行組織の
責任と権限は文書等に基づき明確にされているかなど）
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○大綱的指針（平成20年10月31日改定）の概要


研究開発課題


評価の意義


評価結果を次の段階
の研究開発に連続し
てつなげる（PDCAサ


イクル）


基本的考え方


対象別評価の実施


公正な評価によ
る競争的で開か
れた研究開発環
境の創出


支援的な評価によ
る研究開発の質や
研究者の意欲の向


上等


評価結果の公表によ
る国費投入に関する
国民への説明責任を


果たす


評価結果の予
算、人材等の資
源配分に反映


研究開発成果の国民・社会への還元 より良い政策・施策の形成 研究開発の効果的・効率的推進


効果的・効率的な評価の実施 評価実施体制の確立 評価の国際的水準の向上評価関係者の責務


研究開発施策 研究開発機関等 研究者等の業績


評価の
実施主体


評価者の選任


評価の
実施時期


評価方法


評価結果
の取扱い


課題、制度、施策を実施する府省又は研究開発
法人等


研究開発機関の長


外部評価を原則、十分な評価能力を有する専門家等を選任、利害関係者
を含めず


開始前の評価、終了時の評価、中間評価、追
跡評価


一定期間ごとに評
価


機関の長がルー
ルを整備


評価手法、評価項目・基準等を明確に設定、
自己点検結果を評価に活用


研究開発の実施・推進と
機関運営の両面からの


評価


研究実績の他、企
画・管理、標準化寄
与等も評価


企画立案、機関運営、資源配分等を通じて次の段階につなげる、
評価情報を国民へ積極的に発信する


処遇や研究費の配
分等に反映（インセン


ティブ）


国の研究開発評価のルールづくりを行う観点から、ガイドラインとなる「国の研究開発評価に関する大綱的指針」の内容をとりまとめ、内閣総理大臣名で
各府省に通知。これを踏まえ、各府省及び各研究開発機関等は研究開発評価の指針やルールを作成し、評価を実施。


総合科学技術会議における研究開発評価の取組み
１ 評価のためのルールづくり


各府省の
研究開発評価指針等


研究機関等の評価ルール


科学技術基本計画
(平成18年3月28日決定)


国の研究開発評価に
関する大綱的指針


（平成20年10月31日改定）


評価の実施


総合科学技術
会議での審議
を踏まえ政府
が決定


各府省


研究開発機関等


各府省
研究開発機関等


○国における研究開発評価の流れ
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5 7


17


5
2


10


3


3


10


①目標


②研究開発内容


③推進・実施体制


④事業費


⑤研究・事業期間⑥広報・情報公開


⑦知的財産権


⑧人材育成


⑨その他


２ 国家的に重要な研究開発の評価の実施


国の科学技術政策を総合的かつ計画的に推進する観点から、各府省が実施する国費総額約300億円以上の大規模研究開発等の国家的に重要な研究
開発を対象に評価を実施（平成23年度までに17件の事前評価、2件の事後評価を実施。また、平成24年度予算要求に関して4件の事前評価を実施中）。


基礎研究
2


基盤研究
2


ライフサイエン


ス
7 分野横断


3


情報通信
1環境


1


エネルギー
1


政策課題


対応型


研究開発
13


・再生医療の実現化プロジェクト ・イネゲノム機能解析研究 ・準天頂衛星システム
・ゲノムネットワーク研究 ・南極地域観測事業 ・アルマ計画
・先端計測分析技術・機器開発事業
・第3次対がん10か年総合戦略に基づく研究開発
・最先端・高性能汎用スーパーコンピュータの開発利用
・Ｘ線自由電子レーザーの開発・共用 ・戦略的基盤技術高度化支援事業
・太陽エネルギーシステムフィールドテスト事業 ・ターゲットタンパク研究プログラム
・地域イノベーション協創プログラム ・イノベーション創出基礎的研究推進事業
・新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業
・気候変動問題対策二酸化炭素削減技術実証


これまでに実施した事前評価対象一覧（17件）


事前評価対象（17件）の
研究開発性格及び分野 分野横断：


複数分野に
またがるもの、
１つの分野の
限定されない
もの


事前評価（17件）における指摘事項


・目標が不明確・抽象的
・目標の絞り込み不足等


・計画の見直しが必要
・内容が不明確


・推進・実施体制の整
備が不十分
・評価体制が未整備
等


・研究費配分見直し
・研究費配分枠を固
定化せず弾力的な
運用が必要等


・事業期間の短縮
・事業期間の延長


・国民への説明責任
・国民の理解増進に
向けた取組強化等


・成果の
活用・実用化等


・知的財産権の確保に
向けた戦略的取組
・知的財産の専門人材
育成


・次世代研究者の
育成


・日本海溝海底地震津波観測網の整備及び緊急津波速報（仮称）に係るシステム開発
・超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発
・高効率ガスタービン技術実証事業費補助金 ・石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業費補助金


現在実施中（平成24年度予算要求分）の事前評価対象一覧（4件）
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生命倫理に関する調査・検討


生命倫理専門調査会の設置


これまでの主な検討内容


ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方を総合科学技術会議で決定。
【基本理念】
○ ヒト胚は「ヒトの生命の萌芽」
○ ヒト胚を損なう取扱いは原則禁止
○ ヒト胚の作成・利用は科学的合理性、人への安全性確保及び社会的妥当性がある場合のみ容認
【基本理念を受けた決定】
○ ヒト受精胚については、生殖補助医療研究目的での作成・利用は容認
○ ヒトクローン胚については、難病等に関する基礎研究に限って容認
○ ヒト胚の取扱いに関する国のガイドラインを整備


生命科学の急速な発展に対応して、生命倫理に関する調査・検討を行うため、総合科学技術会議の下に
生命倫理専門調査会を設置。


生命科学研究の進展に伴う新たな生命倫理上の課題について
調査・検討を実施
○ ES細胞、iPS細胞を用いたヒト受精胚作成の是非
→ 現在、ヒトiPS細胞等からの生殖細胞（精子・卵子）の作
成は認められているが、これらを受精させてヒト胚を作成
することは禁止されている。
最近の研究状況等を踏まえ、ヒトiPS細胞等からの生殖
細胞を用いたヒト胚作成の是非が今後の検討課題。


今後の検討課題


27







最先端研究開発支援プログラム


○研究者を最優先した従来にない研究者支援のための制度の創設
○ 我が国の中長期的な国際競争力、底力の強化
○ 研究成果の国民及び社会への成果還元


○ ３～５年で世界のトップを目指した先端的研究
○基礎から応用まで、さまざまな分野が対象
⇒ 30課題を選定（H21.9.4）、各課題の研究費・
研究支援担当機関等を決定（H22.3.9）


○ 潜在的可能性を持った次世代の若手・女性研究者支援
○若手の年齢は原則45歳を上限
○女性の割合や地域性を考慮
○研究対象は ｸﾞﾘｰﾝ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ又は ﾗｲﾌ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
⇒329課題及び研究費配分額を決定（H23.2.10）


○ ｸﾞﾘｰﾝ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝやﾗｲﾌ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを中心に、国内外の若手
研究者を惹きつける最先端の研究設備の整備・運用の支援
⇒ 23年度は前年度に決定した事業計画に基づき、継続13
事業を実施（22年度に14事業を支援）


○海外への若手研究者派遣を行う大学等研究機関を支援


⇒22年度に68件を支援


最先端研究開発支援について


○国際シンポジウム等プログラム全般及び30課題の
研究内容を広く公開する活動
⇒公募により選定して実施（22年度は17機関を支援（３億円））


○ 最先端研究開発支援プログラムに採択された30課題
の研究開発を一層加速・強化
⇒ 22年度に26課題を支援（97億円）


最先端研究（30課題） 1,000億円 若手・女性の研究活動を支援 500億円


最先端研究（30課題） 若手等が活躍する
研究基盤等の強化


（先端研究助成基金 1,500億円）


最先端研究開発戦略的強化費補助金 23年度予算 175億円 (22年度 400億円）


23年度 2 億円
(22年度100億円)


23年度 173億円
(22年度300億円)


○ 将来における我が国の経済社会の基盤となる先端的な研究開発の推進
○ 潜在的可能性を持った研究者に対する支援体制の強化


加速・強化 相互 補完
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最先端研究開発支援プログラム30課題一覧
（単位：億円）


中心研究者 研究課題 研究支援担当機関 基金配分額
加速・強化
補助金配分額


合原 一幸 東京大学生産技術研究所／教授
複雑系数理モデル学の基礎理論構築とその分野横断的科学技
術応用


科学技術振興機構 （JST) 19.36 ―


審良 静男
大阪大学免疫学フロンティア研究
センター／拠点長


免疫ダイナミズムの統合的理解と免疫制御法の確立 大阪大学 25.20 1.95


安達 千波矢
九州大学未来化学創造センター／
教授


スーパー有機ＥＬデバイスとその革新的材料への挑戦 九州大学 32.40 1.95


荒川 泰彦 東京大学生産技術研究所／教授 フォトニクス・エレクトロニクス融合システム基盤技術開発
技術研究組合光電子融合
基盤技術研究所


38.99 5.95


江刺 正喜
東北大学原子分子材料科学高等
研究機構／教授


マイクロシステム融合研究開発 東北大学 30.87 1.95


大野 英男 東北大学電気通信研究所／教授 省エネルギー・スピントロニクス論理集積回路の研究開発 東北大学 32.00 1.95


岡野 光夫
東京女子医科大学先端生命医科
学研究所／所長


再生医療産業化に向けたシステムインテグレーション－臓器ファ
クトリーの創生－


科学技術振興機構 （JST) 33.84 1.95


岡野 栄之 慶應義塾大学医学部／教授 心を生み出す神経基盤の遺伝学的解析の戦略的展開 理化学研究所 30.68 1.95


片岡一則
東京大学大学院工学系研究科、
医学系研究科／教授


ナノバイオテクノロジーが先導する診断・治療イノベーション 科学技術振興機構 （JST) 34.15 1.95


川合 知二 大阪大学産業科学研究所／教授
１分子解析技術を基盤とした革新ナノバイオデバイスの開発研
究―超高速単分子DNA シークエンシング、超低濃度ウイルス
検知、極限生体分子モニタニングの実現―


大阪大学 28.77 1.95


喜連川 優 東京大学生産技術研究所／教授
超巨大データベース時代に向けた最高速データベースエンジン
の開発と当該エンジンを核とする戦略的社会サービスの実証・
評価


東京大学 39.48 1.95


木本 恒暢
京都大学大学院工学研究科／教
授


低炭素社会創成へ向けた炭化珪素（SiC）革新パワーエレクトロ
ニクスの研究開発


産業技術総合研究所 34.80 1.95


栗原 優
東レ株式会社水処理・環境事業本
部／顧問


Mega-ton Water System 新エネルギー・産業技術総
合開発機構（NEDO) 29.24 5.15


小池 康博 慶應義塾大学理工学部／教授
世界最速プラスチック光ファイバーと高精細・大画面ディスプレイ
のためのフォトニクスポリマーが築くFace-to-Faceコミュニケー
ション産業の創出


慶應義塾大学 40.26 1.95
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児玉 龍彦
東京大学先端科学技術研究セン
ター／教授


がんの再発・転移を治療する多機能な分子設計抗体の実用化
分子動力学抗体創薬技術
研究組合


28.76 1.95


山海 嘉之
筑波大学大学院システム情報工学
研究科／教授


健康長寿社会を支える最先端人支援技術研究プログラム 筑波大学 23.36 ―


白土 博樹
北海道大学大学院医学研究科／
教授


持続的発展を見据えた「分子追跡放射線治療装置」の開発 北海道大学 36.00 11.95


瀬川 浩司
東京大学先端科学技術研究セン
ター／教授


低炭素社会に資する有機系太陽電池の開発～複数の産業群
の連携による次世代太陽電池技術開発と新産業創成～


新エネルギー・産業技術総
合開発機構（NEDO) 30.67 1.95


田中 耕一
株式会社島津製作所田中耕一記
念質量分析研究所／所長


次世代質量分析システム開発と創薬・診断への貢献 科学技術振興機構 （JST) 34.00 6.55


十倉好紀
東京大学大学院工学系研究科／
教授


強相関量子科学 理化学研究所 30.99 1.95


外村 彰 株式会社日立製作所／フェロー 原子分解能・ホログラフィー電子顕微鏡の開発とその応用 科学技術振興機構 （JST) 50.00 11.95


永井 良三
東京大学大学院医学系研究科／
教授


未解決のがんと心臓病を撲滅する最適医療開発 東京大学 34.64 1.95


中須賀 真一
東京大学大学院工学系研究科／
教授


日本発の「ほどよし信頼性工学」を導入した超小型衛星による新
しい宇宙開発・利用パラダイムの構築


東京大学 41.05 3.45


細野 秀雄
東京工業大学フロンティア研究セン
ター／教授


新超電導および関連機能物質の探索と産業用超電導線材の応
用


東京工業大学 32.40 4.95


水野 哲孝
東京大学大学院工学系研究科／
教授


高性能蓄電デバイス創製に向けた革新的基盤研究 東京大学 28.43 1.95


村山 斉
東京大学数物連携宇宙研究機構
／機構長


宇宙の起源と未来を解き明かす−−超広視野イメージングと分光
によるダークマター・ダークエネルギーの正体の究明−− 東京大学 32.08 1.95


柳沢 正史
テキサス大学サウスウェスタン医
学センター／教授


高次精神活動の分子基盤解明とその制御法の開発 筑波大学 18.00 ―


山中 伸弥
京都大学物質‐細胞統合システム
拠点iPS細胞研究センター／セン
ター長


iPS 細胞再生医療応用プロジェクト 京都大学 50.00 11.81


山本 喜久
国立情報学研究所、スタンフォード
大学／教授


量子情報処理プロジェクト 国立情報学研究所 32.50 ―


横山 直樹 株式会社富士通研究所／フェロー グリーン・ナノエレクトロニクスのコア技術開発 産業技術総合研究所 45.83 1.95
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・活用対象を、総合科学技術会議が各府省等を牽引し、各府省が参画して実施する施策や機動的に各府省施策を充
実させる施策に重点化。
・運用においても、関係府省と連携推進体制を整備し、実質的に主導。


・競争的資金としないことで、総合科学技術会議自らが課題の内容を決定するなど、より主体的に課題設定することが
可能となり、政策誘導をより効果的に増進。
・ＰＤＣＡサイクルを主体的に回し、施策の質を向上。


⇒総合科学技術会議の科学技術政策の「司令塔」機能の強化に資する取組の１つとする。


科学技術戦略推進費（２３年度分）


科学技術戦略推進費（以下「推進費」という。）は、平成２３年度が第４期科学技術基本計画の初年度であることを
踏まえ、総合科学技術会議が発展的に改組される科学・技術・イノベーション戦略本部（以下「本部」という。）の機能を
前倒しし、総合科学技術会議が各府省等を牽引して科学技術政策を戦略的に推進する新たな資金（競争的資金とは
せず、平成２３年度は文部科学省に予算計上（８０億円））。


概
要


実
施
体
制
等


特
徴


プログラムの実施


① 活用のスキーム


総合科学技術会議（大臣・有識者会合）


実施ＷＧ
（内閣府＋関係府省＋学識
経験者）


⇒プログラムの進捗状況の把
握等


② 実施体制


助言 報告


推進費に関する基本方針


平成２３年度推進費実施方針


推進費の実施方法・運営体制等を記載


方針の提示 検討結果報告


推進費の活用の基本方針の策定 等


推進費企画検討委員会
（有識者議員＋内閣府＋関係各府省）


⇒総合科学技術会議（大臣・有識者会
合）で決定するための予備的な検討
（プログラム等）
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総合科学技術会議が中心となり、関係府省庁の融合・官民連携の下


異分野融合した技術開発とシステム改革を一体化して進め


実証実験（H24年度までに開始）を通して成果の社会還元を加速


従来の問題点：
要素技術としては確立しつつあるものの、それらを統合し


もう一歩進めた形での成果を国民が享受できていない。


社 会還元加速プ ロ ジ ェ ク ト に つ い て （H20年度～H24年度）


社会還元加速プロジェクトとは社会還元加速プロジェクトとは


プロジェクトリーダー（常勤有識者議員）


サブリーダー


○
○
省
責
任
者


△
△
省
責
任
者


外
部
専
門
家
１


外
部
専
門
家
２


・・・ ・・・


（課長級以上）


プロジェクトリーダー（常勤有識者議員） 、サブリーダー（産学から任命される専門委
員）、外部専門家、および各府省庁責任者（課長級以上）から構成し、有識者議員で
あるプロジェクトリーダーの強力なリーダーシップにより運営。


タスクフォースで行う事項
・各府省庁施策の調整と指示
・技術開発とシステム改革のロードマップを作成し、各府省庁の施策を推進
・実施状況についてフォローアップを行い、必要に応じてロードマップを見直し


プロジェクト
リーダー


サブリーダー 関係府省庁


失われた人体機能を再生する医療の実現 本庶議員 浅野茂隆 （早大院特任教授） 文科、厚労、経産


きめ細かい災害情報を国民一人ひとりに届けるとともに災害
対応に役立つ情報通信システムの構築


奥村議員 福和伸夫 （名大院教授） 内閣府、総務、文科、経産、国交


情報通信を用いた安全で効率的な道路交通システムの実現 奥村議員 渡邉浩之 （トヨタ自動車技監） 警察、総務、経産、国交、内閣官房


高齢者・有病者・障害者への先進的な在宅医療・介護の実現 相澤議員
伊藤利之 （横浜市総合リハビ
リテーションセンター顧問）


厚労、経産、総務


環境・エネルギー問題等の解決に貢献するバイオマス資源
の総合利活用


本庶議員 横山伸也 （鳥取環境大教授） 農水、経産、環境、総務、国交


言語の壁を乗り越える音声コミュニケーション技術の実現 奥村議員 清水愼一 （立教大特任教授） 総務、経産、観光


現在進行中の6プロジェクト現在進行中の6プロジェクト


推進体制: タスクフォース推進体制: タスクフォース
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○大綱的指針（平成20年10月31日改定）の概要


研究開発課題


評価の意義


評価結果を次の段階
の研究開発に連続し
てつなげる（PDCAサ


イクル）


基本的考え方


対象別評価の実施


公正な評価によ
る競争的で開か
れた研究開発環
境の創出


支援的な評価によ
る研究開発の質や
研究者の意欲の向


上等


評価結果の公表によ
る国費投入に関する
国民への説明責任を


果たす


評価結果の予
算、人材等の資
源配分に反映


研究開発成果の国民・社会への還元 より良い政策・施策の形成 研究開発の効果的・効率的推進


効果的・効率的な評価の実施 評価実施体制の確立 評価の国際的水準の向上評価関係者の責務


研究開発施策 研究開発機関等 研究者等の業績


評価の
実施主体


評価者の選任


評価の
実施時期


評価方法


評価結果
の取扱い


課題、制度、施策を実施する府省又は研究開発
法人等


研究開発機関の長


外部評価を原則、十分な評価能力を有する専門家等を選任、利害関係者
を含めず


開始前の評価、終了時の評価、中間評価、追
跡評価


一定期間ごとに評
価


機関の長がルー
ルを整備


評価手法、評価項目・基準等を明確に設定、
自己点検結果を評価に活用


研究開発の実施・推進と
機関運営の両面からの


評価


研究実績の他、企
画・管理、標準化寄
与等も評価


企画立案、機関運営、資源配分等を通じて次の段階につなげる、
評価情報を国民へ積極的に発信する


処遇や研究費の配
分等に反映（インセン


ティブ）


国の研究開発評価のルールづくりを行う観点から、ガイドラインとなる「国の研究開発評価に関する大綱的指針」の内容をとりまとめ、内閣総理大臣名で
各府省に通知。これを踏まえ、各府省及び各研究開発機関等は研究開発評価の指針やルールを作成し、評価を実施。


総合科学技術会議における研究開発評価の取組み
１ 評価のためのルールづくり


各府省の
研究開発評価指針等


研究機関等の評価ルール


科学技術基本計画
(平成18年3月28日決定)


国の研究開発評価に
関する大綱的指針


（平成20年10月31日改定）


評価の実施


総合科学技術
会議での審議
を踏まえ政府
が決定


各府省


研究開発機関等


各府省
研究開発機関等


○国における研究開発評価の流れ
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5 7


17


5
2


10


3


3


10


①目標


②研究開発内容


③推進・実施体制


④事業費


⑤研究・事業期間⑥広報・情報公開


⑦知的財産権


⑧人材育成


⑨その他


２ 国家的に重要な研究開発の評価の実施


国の科学技術政策を総合的かつ計画的に推進する観点から、各府省が実施する国費総額約300億円以上の大規模研究開発等の国家的に重要な研究
開発を対象に評価を実施（平成23年度までに17件の事前評価、2件の事後評価を実施。また、平成24年度予算要求に関して4件の事前評価を実施中）。


基礎研究
2


基盤研究
2


ライフサイエン


ス
7 分野横断


3


情報通信
1環境


1


エネルギー
1


政策課題


対応型


研究開発
13


・再生医療の実現化プロジェクト ・イネゲノム機能解析研究 ・準天頂衛星システム
・ゲノムネットワーク研究 ・南極地域観測事業 ・アルマ計画
・先端計測分析技術・機器開発事業
・第3次対がん10か年総合戦略に基づく研究開発
・最先端・高性能汎用スーパーコンピュータの開発利用
・Ｘ線自由電子レーザーの開発・共用 ・戦略的基盤技術高度化支援事業
・太陽エネルギーシステムフィールドテスト事業 ・ターゲットタンパク研究プログラム
・地域イノベーション協創プログラム ・イノベーション創出基礎的研究推進事業
・新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業
・気候変動問題対策二酸化炭素削減技術実証


これまでに実施した事前評価対象一覧（17件）


事前評価対象（17件）の
研究開発性格及び分野 分野横断：


複数分野に
またがるもの、
１つの分野の
限定されない
もの


事前評価（17件）における指摘事項


・目標が不明確・抽象的
・目標の絞り込み不足等


・計画の見直しが必要
・内容が不明確


・推進・実施体制の整
備が不十分
・評価体制が未整備
等


・研究費配分見直し
・研究費配分枠を固
定化せず弾力的な
運用が必要等


・事業期間の短縮
・事業期間の延長


・国民への説明責任
・国民の理解増進に
向けた取組強化等


・成果の
活用・実用化等


・知的財産権の確保に
向けた戦略的取組
・知的財産の専門人材
育成


・次世代研究者の
育成


・日本海溝海底地震津波観測網の整備及び緊急津波速報（仮称）に係るシステム開発
・超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発
・高効率ガスタービン技術実証事業費補助金 ・石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業費補助金


現在実施中（平成24年度予算要求分）の事前評価対象一覧（4件）
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生命倫理に関する調査・検討


生命倫理専門調査会の設置


これまでの主な検討内容


ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方を総合科学技術会議で決定。
【基本理念】
○ ヒト胚は「ヒトの生命の萌芽」
○ ヒト胚を損なう取扱いは原則禁止
○ ヒト胚の作成・利用は科学的合理性、人への安全性確保及び社会的妥当性がある場合のみ容認
【基本理念を受けた決定】
○ ヒト受精胚については、生殖補助医療研究目的での作成・利用は容認
○ ヒトクローン胚については、難病等に関する基礎研究に限って容認
○ ヒト胚の取扱いに関する国のガイドラインを整備


生命科学の急速な発展に対応して、生命倫理に関する調査・検討を行うため、総合科学技術会議の下に
生命倫理専門調査会を設置。


生命科学研究の進展に伴う新たな生命倫理上の課題について
調査・検討を実施
○ ES細胞、iPS細胞を用いたヒト受精胚作成の是非
→ 現在、ヒトiPS細胞等からの生殖細胞（精子・卵子）の作
成は認められているが、これらを受精させてヒト胚を作成
することは禁止されている。
最近の研究状況等を踏まえ、ヒトiPS細胞等からの生殖
細胞を用いたヒト胚作成の是非が今後の検討課題。


今後の検討課題
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最先端研究開発支援プログラム


○研究者を最優先した従来にない研究者支援のための制度の創設
○ 我が国の中長期的な国際競争力、底力の強化
○ 研究成果の国民及び社会への成果還元


○ ３～５年で世界のトップを目指した先端的研究
○基礎から応用まで、さまざまな分野が対象
⇒ 30課題を選定（H21.9.4）、各課題の研究費・
研究支援担当機関等を決定（H22.3.9）


○ 潜在的可能性を持った次世代の若手・女性研究者支援
○若手の年齢は原則45歳を上限
○女性の割合や地域性を考慮
○研究対象は ｸﾞﾘｰﾝ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ又は ﾗｲﾌ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
⇒329課題及び研究費配分額を決定（H23.2.10）


○ ｸﾞﾘｰﾝ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝやﾗｲﾌ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを中心に、国内外の若手
研究者を惹きつける最先端の研究設備の整備・運用の支援
⇒ 23年度は前年度に決定した事業計画に基づき、継続13
事業を実施（22年度に14事業を支援）


○海外への若手研究者派遣を行う大学等研究機関を支援


⇒22年度に68件を支援


最先端研究開発支援について


○国際シンポジウム等プログラム全般及び30課題の
研究内容を広く公開する活動
⇒公募により選定して実施（22年度は17機関を支援（３億円））


○ 最先端研究開発支援プログラムに採択された30課題
の研究開発を一層加速・強化
⇒ 22年度に26課題を支援（97億円）


最先端研究（30課題） 1,000億円 若手・女性の研究活動を支援 500億円


最先端研究（30課題） 若手等が活躍する
研究基盤等の強化


（先端研究助成基金 1,500億円）


最先端研究開発戦略的強化費補助金 23年度予算 175億円 (22年度 400億円）


23年度 2 億円
(22年度100億円)


23年度 173億円
(22年度300億円)


○ 将来における我が国の経済社会の基盤となる先端的な研究開発の推進
○ 潜在的可能性を持った研究者に対する支援体制の強化


加速・強化 相互 補完
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最先端研究開発支援プログラム30課題一覧
（単位：億円）


中心研究者 研究課題 研究支援担当機関 基金配分額
加速・強化
補助金配分額


合原 一幸 東京大学生産技術研究所／教授
複雑系数理モデル学の基礎理論構築とその分野横断的科学技
術応用


科学技術振興機構 （JST) 19.36 ―


審良 静男
大阪大学免疫学フロンティア研究
センター／拠点長


免疫ダイナミズムの統合的理解と免疫制御法の確立 大阪大学 25.20 1.95


安達 千波矢
九州大学未来化学創造センター／
教授


スーパー有機ＥＬデバイスとその革新的材料への挑戦 九州大学 32.40 1.95


荒川 泰彦 東京大学生産技術研究所／教授 フォトニクス・エレクトロニクス融合システム基盤技術開発
技術研究組合光電子融合
基盤技術研究所


38.99 5.95


江刺 正喜
東北大学原子分子材料科学高等
研究機構／教授


マイクロシステム融合研究開発 東北大学 30.87 1.95


大野 英男 東北大学電気通信研究所／教授 省エネルギー・スピントロニクス論理集積回路の研究開発 東北大学 32.00 1.95


岡野 光夫
東京女子医科大学先端生命医科
学研究所／所長


再生医療産業化に向けたシステムインテグレーション－臓器ファ
クトリーの創生－


科学技術振興機構 （JST) 33.84 1.95


岡野 栄之 慶應義塾大学医学部／教授 心を生み出す神経基盤の遺伝学的解析の戦略的展開 理化学研究所 30.68 1.95


片岡一則
東京大学大学院工学系研究科、
医学系研究科／教授


ナノバイオテクノロジーが先導する診断・治療イノベーション 科学技術振興機構 （JST) 34.15 1.95


川合 知二 大阪大学産業科学研究所／教授
１分子解析技術を基盤とした革新ナノバイオデバイスの開発研
究―超高速単分子DNA シークエンシング、超低濃度ウイルス
検知、極限生体分子モニタニングの実現―


大阪大学 28.77 1.95


喜連川 優 東京大学生産技術研究所／教授
超巨大データベース時代に向けた最高速データベースエンジン
の開発と当該エンジンを核とする戦略的社会サービスの実証・
評価


東京大学 39.48 1.95


木本 恒暢
京都大学大学院工学研究科／教
授


低炭素社会創成へ向けた炭化珪素（SiC）革新パワーエレクトロ
ニクスの研究開発


産業技術総合研究所 34.80 1.95


栗原 優
東レ株式会社水処理・環境事業本
部／顧問


Mega-ton Water System 新エネルギー・産業技術総
合開発機構（NEDO) 29.24 5.15


小池 康博 慶應義塾大学理工学部／教授
世界最速プラスチック光ファイバーと高精細・大画面ディスプレイ
のためのフォトニクスポリマーが築くFace-to-Faceコミュニケー
ション産業の創出


慶應義塾大学 40.26 1.95
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児玉 龍彦
東京大学先端科学技術研究セン
ター／教授


がんの再発・転移を治療する多機能な分子設計抗体の実用化
分子動力学抗体創薬技術
研究組合


28.76 1.95


山海 嘉之
筑波大学大学院システム情報工学
研究科／教授


健康長寿社会を支える最先端人支援技術研究プログラム 筑波大学 23.36 ―


白土 博樹
北海道大学大学院医学研究科／
教授


持続的発展を見据えた「分子追跡放射線治療装置」の開発 北海道大学 36.00 11.95


瀬川 浩司
東京大学先端科学技術研究セン
ター／教授


低炭素社会に資する有機系太陽電池の開発～複数の産業群
の連携による次世代太陽電池技術開発と新産業創成～


新エネルギー・産業技術総
合開発機構（NEDO) 30.67 1.95


田中 耕一
株式会社島津製作所田中耕一記
念質量分析研究所／所長


次世代質量分析システム開発と創薬・診断への貢献 科学技術振興機構 （JST) 34.00 6.55


十倉好紀
東京大学大学院工学系研究科／
教授


強相関量子科学 理化学研究所 30.99 1.95


外村 彰 株式会社日立製作所／フェロー 原子分解能・ホログラフィー電子顕微鏡の開発とその応用 科学技術振興機構 （JST) 50.00 11.95


永井 良三
東京大学大学院医学系研究科／
教授


未解決のがんと心臓病を撲滅する最適医療開発 東京大学 34.64 1.95


中須賀 真一
東京大学大学院工学系研究科／
教授


日本発の「ほどよし信頼性工学」を導入した超小型衛星による新
しい宇宙開発・利用パラダイムの構築


東京大学 41.05 3.45


細野 秀雄
東京工業大学フロンティア研究セン
ター／教授


新超電導および関連機能物質の探索と産業用超電導線材の応
用


東京工業大学 32.40 4.95


水野 哲孝
東京大学大学院工学系研究科／
教授


高性能蓄電デバイス創製に向けた革新的基盤研究 東京大学 28.43 1.95


村山 斉
東京大学数物連携宇宙研究機構
／機構長


宇宙の起源と未来を解き明かす−−超広視野イメージングと分光
によるダークマター・ダークエネルギーの正体の究明−− 東京大学 32.08 1.95


柳沢 正史
テキサス大学サウスウェスタン医
学センター／教授


高次精神活動の分子基盤解明とその制御法の開発 筑波大学 18.00 ―


山中 伸弥
京都大学物質‐細胞統合システム
拠点iPS細胞研究センター／セン
ター長


iPS 細胞再生医療応用プロジェクト 京都大学 50.00 11.81


山本 喜久
国立情報学研究所、スタンフォード
大学／教授


量子情報処理プロジェクト 国立情報学研究所 32.50 ―


横山 直樹 株式会社富士通研究所／フェロー グリーン・ナノエレクトロニクスのコア技術開発 産業技術総合研究所 45.83 1.95
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・活用対象を、総合科学技術会議が各府省等を牽引し、各府省が参画して実施する施策や機動的に各府省施策を充
実させる施策に重点化。
・運用においても、関係府省と連携推進体制を整備し、実質的に主導。


・競争的資金としないことで、総合科学技術会議自らが課題の内容を決定するなど、より主体的に課題設定することが
可能となり、政策誘導をより効果的に増進。
・ＰＤＣＡサイクルを主体的に回し、施策の質を向上。


⇒総合科学技術会議の科学技術政策の「司令塔」機能の強化に資する取組の１つとする。


科学技術戦略推進費（２３年度分）


科学技術戦略推進費（以下「推進費」という。）は、平成２３年度が第４期科学技術基本計画の初年度であることを
踏まえ、総合科学技術会議が発展的に改組される科学・技術・イノベーション戦略本部（以下「本部」という。）の機能を
前倒しし、総合科学技術会議が各府省等を牽引して科学技術政策を戦略的に推進する新たな資金（競争的資金とは
せず、平成２３年度は文部科学省に予算計上（８０億円））。


概
要


実
施
体
制
等


特
徴


プログラムの実施


① 活用のスキーム


総合科学技術会議（大臣・有識者会合）


実施ＷＧ
（内閣府＋関係府省＋学識
経験者）


⇒プログラムの進捗状況の把
握等


② 実施体制


助言 報告


推進費に関する基本方針


平成２３年度推進費実施方針


推進費の実施方法・運営体制等を記載


方針の提示 検討結果報告


推進費の活用の基本方針の策定 等


推進費企画検討委員会
（有識者議員＋内閣府＋関係各府省）


⇒総合科学技術会議（大臣・有識者会
合）で決定するための予備的な検討
（プログラム等）
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総合科学技術会議が中心となり、関係府省庁の融合・官民連携の下


異分野融合した技術開発とシステム改革を一体化して進め


実証実験（H24年度までに開始）を通して成果の社会還元を加速


従来の問題点：
要素技術としては確立しつつあるものの、それらを統合し


もう一歩進めた形での成果を国民が享受できていない。


社 会還元加速プ ロ ジ ェ ク ト に つ い て （H20年度～H24年度）


社会還元加速プロジェクトとは社会還元加速プロジェクトとは


プロジェクトリーダー（常勤有識者議員）


サブリーダー


○
○
省
責
任
者


△
△
省
責
任
者


外
部
専
門
家
１


外
部
専
門
家
２


・・・ ・・・


（課長級以上）


プロジェクトリーダー（常勤有識者議員） 、サブリーダー（産学から任命される専門委
員）、外部専門家、および各府省庁責任者（課長級以上）から構成し、有識者議員で
あるプロジェクトリーダーの強力なリーダーシップにより運営。


タスクフォースで行う事項
・各府省庁施策の調整と指示
・技術開発とシステム改革のロードマップを作成し、各府省庁の施策を推進
・実施状況についてフォローアップを行い、必要に応じてロードマップを見直し


プロジェクト
リーダー


サブリーダー 関係府省庁


失われた人体機能を再生する医療の実現 本庶議員 浅野茂隆 （早大院特任教授） 文科、厚労、経産


きめ細かい災害情報を国民一人ひとりに届けるとともに災害
対応に役立つ情報通信システムの構築


奥村議員 福和伸夫 （名大院教授） 内閣府、総務、文科、経産、国交


情報通信を用いた安全で効率的な道路交通システムの実現 奥村議員 渡邉浩之 （トヨタ自動車技監） 警察、総務、経産、国交、内閣官房


高齢者・有病者・障害者への先進的な在宅医療・介護の実現 相澤議員
伊藤利之 （横浜市総合リハビ
リテーションセンター顧問）


厚労、経産、総務


環境・エネルギー問題等の解決に貢献するバイオマス資源
の総合利活用


本庶議員 横山伸也 （鳥取環境大教授） 農水、経産、環境、総務、国交


言語の壁を乗り越える音声コミュニケーション技術の実現 奥村議員 清水愼一 （立教大特任教授） 総務、経産、観光


現在進行中の6プロジェクト現在進行中の6プロジェクト


推進体制: タスクフォース推進体制: タスクフォース
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科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会 


今後のスケジュール 


（案） 


 


 


 


第１回 平成 23 年 11 月 11 日（金） 10:00～12:00 


   ・科学技術イノベーション政策推進に関するこれまでの検討について 


・外部有識者からのヒアリングについて 


 


 


第２回 平成 23 年 11 月 16 日（水） 16:00～18:00 


   ・外部有識者からのヒアリング及び意見交換 


 


 


第３回 平成 23 年 11 月 29 日（火） 18:00～20:00 


      ・論点整理 


   ・とりまとめに向けた検討 


 


 


第４回 平成 23 年 12 月５日（月）  16:00～18:00 


    ・中間とりまとめ 


 


 


第５回 平成 23 年 12 月 19 日（月） 16:00～18:00 


    ・最終とりまとめ 


 


 


予備  平成 23 年 12 月 26 日（月） 13:00～15:00     


資料５ 
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科学技術イノベーション戦略本部は何をするところか 


―制度・組織を論じるための前提 － 


 


2011 年 11 月 11 日 吉川弘之 


 


科学技術イノベーション戦略の司令塔は、国家戦略決定の場での機能と、現実の研究主体


に対する機能との両面を持たなければならない。 


 


I.科学技術イノベーション政策への視点 


 


科学技術イノベーション戦略本部が司令塔として作動すべき対象は、すべての科学分野に


わたり広範なものであるが、政策という点で考えれば大型の国策的科学技術分野（高エネ


ルギー物理、エネルギー、宇宙、海洋、自然災害、人口など）と、一般的科学技術分野（人


文科学、社会科学、自然科学に含まれる多様な領域における基礎、応用、開発研究）とに


分けられるであろう。学問的にいえば両者は深く関係しあい、二分されるものではない。 


 


前者の国策的研究分野においてそれぞれの課題は固有の科学的課題を持つが、それだけで


なく、固有の社会的、政治的な面を持ち、また国際協力における国際的な状況の影響を受


ける。このように国家存立上の重要課題として国民が大きな関心を持つものであり、国家


戦略の重要な柱である。一方後者の一般的科学技術分野は、教育、産業、公共サービスな


ど、国民生活に密着した要因を決める重要な因子であり、国民が大きな関心を持つ課題で


あり、これも国家戦略の重要な柱である。このように、両社は政策的に異なる面を持つが、


いずれも国民の最大関心事の一つであり、国民の合意に立脚した政策決定を行う必要があ


る。このように、国策的科学技術分野、一般的科学技術分野は両者とも国民の関心の大き


い対象であり、これらをまとめて科学技術政策とし、それを国家戦略における最重要課題


の一つと位置付けることが極めて重要である。これに失敗すれば我が国は生き残れない（別


紙参照）。したがって科学技術は、経済、外交、国家安全、財政、産業政策、農業政策、厚


生政策、などの、国家運営上の重要課題と並んで国家戦略の骨格をなす重要課題であるこ


とを認識したうえで科学技術イノベーション戦略を考えるという基本的立場を本研究会の


議論の前提とする。 


 


科学技術が国家戦略の最重要課題の一つであると考える時、それが現行の行政構造に多様


な形で関係することも認識しておく必要がある。すなわち、科学技術は国家の重要課題の


多くに関係し、それを総合的に把握したうえで戦略を決める必要があるということである。


したがって科学技術イノベーション戦略本部は、国家戦略の多くの重要項目と関係しなが


ら、しかも統一的な戦略を立てるという特徴を持つものである。 
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II.科学技術イノベーションへの推進主体への視点 


 


科学技術イノベーションを推進する主体は、研究者と行動者である。科学技術イノベーシ


ョン戦略を考える時、この両者の現実的な特徴（性格）、状況の把握なしに行うとすればそ


れは机上の空論であり、どんな制度、組織、さらに研究資金を持ってきても、うまくいか


ない。むしろ議論は、現在の制度、組織、研究費のもとで、何ができ、何ができないかを


見極めたうえで（それは前述の性格と状況に依存する）、次の制度を考えるという順序をと


るのが有効であると思われる。そこでまず現実を考えてみる。 


 


科学技術イノベーションが成功する最重要な条件は、優れた基礎研究の成果があることで


ある。基礎研究は科学者の自律的な研究が主体であり、研究課題の設定、研究場所の選定、


研究方法の選択、成果の発表、など、研究の本質的部分が研究者自身によって行われる。


この自律性のみが、科学研究が人類すべてに平等に役立つものであり続けることを可能に


した根拠であり、これを失っては科学研究は消滅する。 


 


一方、さまざまな困難に直面している現代の人類は、その多くの解決を科学に求めている。


我が国においても、地球温暖化を含む環境問題への対応、自然災害対応、少子化対応、金


融安定化、産業競争力強化など、多くの分野で研究成果の応用が求められている。このこ


とは、第四次科学技術基本計画に、科学研究の重心を課題達成型イノベーションに移すと


いう政策に現れている。 


 


研究者が守るべき自律的研究と、科学に向けられた社会的期待にこたえる研究とが、どの


ように調和するか、それは現代の科学に課された深刻な課題であり、科学技術イノベーシ


ョン戦略本部から発せられる政策の中に、両者を両立し調和する可能性が含まれているこ


とが重要な条件である。（これは国際的に魅力ある政策になるための条件である） 


 


科学技術イノベーション（STI）戦略本部においては、STI 推進の機能を最大化するための


制度、組織を検討することになるが、制度等を議論する前に、現在我が国において推進を


妨げていると考えられている要因のうち、STI 戦略本部の設置によってどの要因を除去し、


またどのような状況の出現を期待するのかを明確にする。一口にいえば、それは社会と科


学との間の調和的関係の確立であり、その中に上記の科学者の自律と社会的期待との調和


問題も含まれる。特にここでは、基礎研究からイノベーションへの過程の可視化が調和を


もたらす最重要な要因であると考える。その個々の要因あるいは状況の詳細を議論する前


に、基盤的問題を整理する必要がある。基盤的問題として、ここでは我が国において研究


者全体が作る構造、その動態、研究者群と社会との関係などの視点から考察を加える。 
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STI 戦略の基本として、第一に STI の社会による受容の問題がある。現在、受容については


科学の側、すなわち政策立案者と科学者の責任の問題がある。1996 年に始まる科学技術基


本計画により我が国の基礎研究の水準は向上しつつある状況にあり、今後ますます向上さ


せなければならないが、そのためには受容という観点からの課題がある。 


 


調和の問題を STI の社会的受容という側面から考えれば、基礎研究が主として公的資金に


よって行われている以上、その研究成果が国民全般の期待にこたえるべく社会に還元され


なければならないという点が喫緊の課題であることが分かる。しかし今、その還元は十分


でなく、還元効率も国際的に低いといわれる。研究者の意識も低い。個々の研究者の水準


が高いとすれば、その原因は、研究者間の関係に求めるべきであり、関係を活性化する方


策が必要となる。そのために、「研究者群が作る全国的構造」が問題となる。 


 


次にこの研究者群の時間的推移が問題である。一般的には研究者の流動の問題があるが、


特に研究の重要な担い手としての若手研究者の社会的位置づけが不確定・不安定であるこ


とに起因する諸問題がある。若手研究者は上記の活性化を可能にする基礎であり、多くの


科学技術イノベーションにかかわる諸問題の解決のためにその安定化が必須である。 


 


そしてこのような研究者群に対する社会的認識と、認識の基礎となる研究者の使命感の問


題がある。現代においては科学技術の影響が社会に広く影響を与えており、これらの科学


技術イノベーション政策にかかわる諸問題に加えて、その成果の社会還元における諸政策


に関して、研究者は自己の分野における研究成果を挙げることに加えて、その専門的能力


に基づく助言者としての責任が大きくなりつつある。 


 


これらの、科学と社会の相互理解、科学者が作る構造、研究の担い手、科学者の責任など


の、現代における科学と社会の調和問題に関して解決しなければならない課題が、我が国


には多くある。今考えている制度改革は、新しくできる制度の適用が、科学と社会との関


係として背後に存在する基盤的課題の解決を随伴し、両者の調和を促進する改革であるこ


とが強く求められている。 


 


科学技術イノベーションを推進するための「基盤問題」を以下に列挙する。 


 


１．基礎研究の推進と研究結果を効率的に社会還元する社会的な研究構造の確立 


２．研究構造を有効に作動させるための、政策立案者、研究者、産業の役割意識 


３．研究を実施する人材を安定的に存在させるための研究関連人材の社会的流動 


４．科学者の社会的責任と政策助言（科学アカデミーの意義の再確認） 
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５．科学技術イノベーション政策に不可欠な中立的知識を提供する公的シンクタンク 


（これらの詳細は、別紙に記載する。） 


 


これらの問題は、従来から指摘されたものであり、さまざまな制度、組織、予算などでそ


の解決の努力がされてきたにもかかわらず、好ましい成果が得られていない課題である。


（たとえば組織を越えた研究組織ができない、産学連携は言葉ばかり、研究者の流動なし、


若手研究者希望の激減、政府と科学コミュニティ間の信頼感なし、助言の非有効性、科学


の健全性低い、科学者の政策的無知、忙しすぎて研究ができないなど） 


 


上述の基盤問題を解決できる司令塔でなければ作っても何も動かない。科学者の自治的集


団である日本学術会議との関係を通じて、これらの問題を調和的に解決する司令塔とはな


にか。 
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科学技術イノベーション政策推進のための有識者研究会の開催にあたって 


平成２３年１１月１１日 


 


委員の皆様におかれては、ご多忙のところ、この研究会に御参加いただき感 


謝いたします。 


 


新しい基本計画においては、これまでの科学技術の重点分野に主眼を置いた


アプローチから、新たな価値を創造し、社会への成果の還元につながるイノベ


ーションを重視する方向に大きく舵を切りました。今後は、研究者側からの視


点のみならず、企業あるいは受益者としての社会からの視点を含めた一体的な


取組をより重視します。 


 


これらの課題に対応するため、科学技術イノベーション政策推進のための司


令塔の機能をより発展させる必要があります。 


司令塔の在り方については、これまでも民主党の政策インデックス 2009 や新


成長戦略にもそのビジョンが示されておりますが、これらを踏まえた具体的な


体制を早急に整備したいと考えております。 


 


特に、今後は、成長戦略を実現するためのエンジンとなる科学技術イノベー


ションを強力に推進するため、資源配分だけでなく、規制改革や需要創出とい


った、成果を発展・活用するための方策についても総合的に推進することが重


要であり、そのための戦略の企画立案機能、各省の取組の調整機能、政策助言


機能についても強化する必要があります。 
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また、震災・原子力事故を踏まえた危機対応の強化、具体的には、緊急時に


おける、様々な対策への科学的知見の活用や国民への一元的な情報発信という


観点からの体制強化も重要な論点です。 


 


各委員におかれては、上述の観点を踏まえ、科学技術イノベーション政策推


進のための体制強化について忌憚のない意見交換をお願いいたします。今後、


本件研究会の提言を踏まえ、関連法案の提出など必要な措置を講じてまいりま


す。 


 


科学技術政策担当大臣 


                            古川 元久 
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  平成２３年８月１９日 


閣 議 決 定 







科学技術基本計画について 


 


平成２３年８月１９日 


閣 議 決 定 


 


政府は、科学技術基本法（平成７年法律第１３０号）第９条第１項


の規定に基づき、平成２３年度から５か年の科学技術基本計画を別紙


のとおり定める。 







（別紙） 
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（３）研究開発の実施体制の強化                      ４５ 


（４） 科学技術イノベーション政策におけるＰＤＣＡサイクルの確立      ４６ 


４．研究開発投資の拡充                         ４８ 
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はじめに 


 


２１世紀に入って１０年を経た現在、人類社会は環境、エネルギー、食料、感染症など、


地球規模の様々な問題に直面している。さらに、平成２３年３月１１日に発生した東日本


大震災は、広範な地域、そして長期にわたって甚大な被害をもたらし、自然災害に対する


脅威を新たにするとともに、原子力の安全性向上やエネルギー政策の在り方について世界


的な再考を迫っている。このような過去に例を見ない世界規模の多様な問題に対峙しなけ


ればならない中、人類社会は危機を克服し、次なる繁栄を導くための新たな秩序の形成に


向けた挑戦を続けなければならない。 


現下の世界を取り巻く状況において、いかなる国も一国のみでこれらの問題を解決する


ことはできない。大規模な自然災害や地球温暖化、エネルギー、食料、水資源等にまつわ


る問題は、世界各国が協調、協力して取り組まなければならない人類的課題である。多様


な価値観や利益が国境を越えて交錯するグローバル社会において、こうした課題への挑戦


は、世界を共生に導く価値観の形成につながるものであり、これは科学技術（「科学及び技


術」をいう。以下同じ。）の使命でもある。我が国は、科学技術の先進国として、これらの


問題に世界に先駆けて対峙するとともに、その経験と成果を世界と共有することを目指し


ていくべきである。 


 


平成７年、「我が国における科学技術の水準の向上を図り、もって我が国の経済社会の


発展と国民の福祉の向上に寄与するとともに世界の科学技術の進歩と人類社会の持続的な


発展に貢献することを目的とする」という高い理念の下に、科学技術基本法が制定された。


同法に基づき、３期１５年間にわたって科学技術基本計画（以下「基本計画」という。）を


策定し、その実行によって、厳しい財政事情の中にあっても研究開発投資の拡充が図られ、


世界をリードする研究成果や数々の実績を上げてきた。一方、この間、我が国の国内総生


産は伸び悩み、環境や医療等でも課題が山積するなど、科学技術の成果を新産業や雇用の


創出、国民の福祉向上、さらには今回の震災をはじめとする自然災害対応など、社会的な


問題の解決に必ずしも有効に活かすことができなかった面も否めない。 


平成２３年度からの５か年を対象とする第４期基本計画の策定に当たっては、科学技術


政策の役割を、科学技術の一層の振興を図ることはもとより、人類社会が抱える様々な課


題への対応を図るためのものとして捉える。さらに、科学技術政策を国家戦略の根幹と位


置付け、他の重要政策とも密接に連携しつつ、科学技術によるイノベーションの実現に向


けた政策展開を目指していく。すなわち、第４期基本計画は、第３期基本計画までの成果


と課題を踏まえて政策を更に発展させ、科学技術とイノベーションを一体的に推進するこ


とにより、様々な価値創造をもたらすための新たな戦略と仕組みを構築するものである。 


 


今、改めて科学技術基本法に込められた精神に立ち返り、科学技術政策が社会及び公共


のための主要な政策の一つとして、その役割を高めつつ使命を果たすとともに、我が国が


世界に貢献し、また世界と共生していくとの視点に立ち、政府全体で実行していく新たな


科学技術政策を、ここに「第４期科学技術基本計画」として定める。 
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Ⅰ．基本認識 


 


１．日本における未曾有の危機と世界の変化 


平成２３年３月１１日、東日本大震災が起こった。これにより、多くの人々が亡くな


り、あるいは行方不明となり、我が国は人的、物的に甚大な被害を被った。震災の社会


的、経済的影響は極めて深刻であり、これは我が国の国としての在り方にも再考を迫っ


ている。東京電力株式会社福島第一原子力発電所（以下「東京電力福島第一原子力発電


所」という。）の事故も含め、世界の国々と人々がこの震災を世界的課題と捉え、我が


国の対応を注視する中、国は、あらゆる政策手段を動員して震災対応に取り組まなけれ


ばならない。 


我が国と世界は、また、政治、社会、経済的に激動の只中にあり、多くの国々は、こ


うした激動に迅速に対処すべく、あらゆる政策手段を総動員している。 


そうした中、科学技術に関する政策に期待される役割も大きく変化しており、これま


での実績と課題、可能性と限界、リスク等を検証した上で、我が国の復興と再生、さら


には持続的な成長と社会の発展、安全で豊かな国民生活の実現等に積極的な役割を果た


すことが求められている。また、震災の発生に伴い喫緊の課題が追加されたことも踏ま


え、これまで以上に重点化を図りながら施策を効果的、効率的に推進する必要がある。 


以下、近年の科学技術に関連する情勢の変化のうち、主なものを挙げる。 


 


＜日本における未曾有の危機＞ 


東日本大震災では約２万人の人々が死亡、あるいは行方不明となっている。また、東


北地方の太平洋沿岸域は地震や津波によって壊滅的状況となった。この震災により、我


が国は、直接的被害に加え、サプライチェーンの寸断等、間接的被害も含め、経済社会


的に深刻かつ甚大な影響を受けた。 


東京電力福島第一原子力発電所の事故は、大量の放射性物質を広範な地域に拡散し、


周辺住民が避難を余儀なくされるなど、深刻な事態をもたらしている。この事故は、電


力不足やエネルギー政策の見直しを我が国の喫緊の課題とするとともに、エネルギー安


定確保の問題等を改めて世界的課題として提起することとなった。また、この事故によ


って、我が国のリスクマネジメントと危機管理に不備があったことが明らかとなり、こ


れが我が国の原子力技術に対する不安、不信を生むとともに、科学技術の可能性と潜在


的リスク、マネジメント等について国民の理解と信頼と支持をいかに求めるかを極めて


重要な政策課題とすることとなった。さらに、地震、津波等によって多くの研究施設と


設備が損壊し、また震災を理由として、海外からの研究者等が帰国あるいは来日延期し、


これらも我が国の研究開発活動の再興における大きな課題となっている。震災とそこか


らの復興、再生を世界的経験として共有するためにも、我が国としては、震災、特に東


京電力福島第一原子力発電所の事故について科学的な検証等を行うとともに、これまで


の科学技術政策の問題点等について真摯に再検討し、その結果を丁寧に、かつ率直に、


国内外に情報発信していく必要がある。 


我が国はまた、少子高齢化や人口減少など、将来の社会的、経済的活力の減退につな


がる問題に直面している。我が国の国内総生産（ＧＤＰ）は、近年、ほぼ横ばいで推移
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しており、国民一人当たりＧＤＰの国際的な順位も低下している。少子高齢化と人口減


少の趨勢を考えれば、長期的に労働力の減少と国内市場の縮小も避けられない。天然資


源に乏しい我が国にとって、科学技術と人材こそ資源であるが、若者の理工系離れが進


む一方、我が国の優秀な研究者や技術者が退職年齢を迎えつつあり、科学技術において


も将来的に我が国の存在感の低下が懸念される。さらに、日本企業のイノベーションシ


ステムの変化への対応はなお道半ばであり、それも一因となって、我が国の産業競争力


は長期低落傾向から抜け出していない。その意味で、我が国のイノベーションシステム


の国際競争力強化は最も大きな課題の一つである。 


 


＜世界の変化＞ 


環境問題をはじめ、世界の国々が協調、協力して取り組むべき地球規模の問題はます


ますその深刻さを増している。一方、資源、エネルギー、食料などの国際的な獲得競争


が激化し、これが中長期的に世界の経済成長にひずみをもたらすとともに、世界経済と


政治の不安定化をもたらすことも懸念される。また、中国、インドをはじめ、潜在的に


大きな市場を擁する新興国の経済的台頭とともに、世界的にも地域的にも富と力の分布


が急速に変容しつつある。 


さらに、経済におけるグローバル化の一層の進展、新興国市場における競争の激化、


消費者ニーズの多様化等に伴い、イノベーションの迅速な実現が一層重要となり、イノ


ベーションシステムがオープン、グローバル、フラットなものに大きく構造変化すると


ともに、科学技術に関する研究開発の市場化も進展している。また、世界的に頭脳循環


（ブレインサーキュレーション）が進み、科学技術及びイノベーションの鍵となる優れ


た人材の国際的な獲得競争がますます熾烈となっている。 


 


 


２．科学技術基本計画の位置付け 


我が国は、平成７年に制定された科学技術基本法に基づき、３期１５年間にわたって


基本計画を策定し、科学技術の着実な振興を図ってきた。しかしながら、科学技術政策


はこれまで、経済や教育、防災、外交、安全保障、国際協力等の重要政策との有機的連


携が希薄なまま、主として科学技術の振興政策として推進されてきた面が否めない。一


方、諸外国では、科学技術政策を国家戦略の根幹に位置付け、産業、経済、外交政策等


との有機的、統合的連携の下、積極的な展開を図っている。こうした中、我が国におい


ても、平成２０年に制定された「研究開発力強化法」1で「イノベーションの創出」が初


めて法的に位置付けられるなど、科学技術政策とイノベーション政策とを一体的に捉え、


産業政策や経済政策、教育政策、外交政策等の重要政策と密接に連携させつつ、国の総


力を挙げて強力かつ戦略的に推進していく必要性が高まっている。 


このため、第４期基本計画は、これからの１０年を見通した今後５年間の科学技術に


関する国家戦略として、平成２２年６月に策定された「新成長戦略～『元気な日本』復


活のシナリオ～」（以下「新成長戦略」という。）を科学技術、さらにはイノベーション


の観点から幅広く捉え、この新成長戦略に示された方針をより深化し、具体化するもの


と位置付ける。さらに、経済政策や産業政策等に加えて、今回の震災からの復興、再生、


                                                 
1 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律


（平成２０年法律第６３号） 
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災害対応の強化等に関わる政策を幅広く含め、他の重要政策との一層の連携を図りつつ、


我が国の科学技術政策を総合的かつ体系的に推進するための基本的な方針を提示する


ものとする。 


なお、東日本大震災を受け、新成長戦略をはじめとする他の計画等も見直しが検討さ


れており、それを踏まえ、第４期基本計画についても、必要に応じて見直しを行う。 


 


 


３．第３期科学技術基本計画の実績及び課題 


我が国では、第１期基本計画以降、政府研究開発投資の増加、研究開発基盤の整備、


科学技術システムの改革等によって、数多くの研究成果や実績があがっている。その一


方、様々な課題への対応に向けた科学技術の貢献、人材育成、研究環境整備等において、


課題もある。ここでは第３期基本計画期間における主な実績と課題を挙げる。 


 


＜研究開発投資及び戦略的重点化＞ 


第３期基本計画では、重点推進４分野、推進４分野と指定された８分野2において、重


点的な研究開発が推進され、多くの革新的技術が創出されている。しかし、個々の成果


が社会的な課題の達成に必ずしも結びついていないとの指摘もあり、国として取り組む


べき重要課題を明確に設定した上で、その対応に向けた戦略を策定し、実効性のある研


究開発の推進が必要である。 


また、我が国の基礎研究は、論文被引用数で世界トップの研究者を輩出するなど着実


に成果をあげているが、国全体で見ると論文の占有率は漸減傾向にあり、論文被引用度


の国際的な順位も先進諸国と比較して低い水準にある。我が国の科学技術の発展の基盤


を構築するため、新しい概念を創出し人類の知の資産を生み出す独創性、多様性に富ん


だ基礎研究の抜本的強化が必要である。 


さらに、第３期基本計画の期間中、財政状況が厳しいこともあり、政府の研究開発投


資はほぼ横ばい、もしくは微増にとどまり、目標に掲げた約２５兆円の達成は難しい状


況にある。このままでは将来的に我が国の科学技術の弱体化が懸念されるため、研究開


発投資の一層の拡充が必要である。 


 


＜科学技術システム改革＞ 


第３期基本計画においては、基本理念の一つとして「モノから人へ」を掲げ、人への


投資、人材の流動性向上、競争促進に向けた改革を重視している。しかし、大学院重点


化で大学院学生が急激に増加する一方、研究者のキャリアパスの確立が遅れていること


もあり、若手研究者は将来展望を描きにくく、また近年では若手研究者が海外での研鑽


に消極的となっていると指摘されている。科学技術、イノベーションの担い手は人であ


り、女性、外国人を含めた人材の積極的な育成と確保、活躍の促進、派遣、招へい、さ


らには環境整備の一層の推進が必要である。 


我が国ではこれまで、基礎的、基盤的な研究に根ざしたブレークスルーから多くの優


れた技術が生み出された。その一方、産業の仕組みが急速に変化し、オープンイノベー


ションが大きな潮流となる中、基礎的な研究段階においても研究者のコミュニティーと


                                                 
2 「重点推進４分野」：ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料、「推進４分野」：エネ


ルギー、ものづくり技術、社会基盤、フロンティア 







 


 
5 


外部との連携による「知」のネットワークがイノベーションを生み出す鍵となるなど、


新しい開かれた科学技術とイノベーションのシステムの構築が急務となっている。 


また、大学（大学共同利用機関を含む。以下同じ。）と研究開発法人は、我が国の科


学技術の推進において、民間部門とともに極めて重要な役割を担っている。しかし、こ


れらの機関に対する運営費交付金等は減少しており、研究活動、教育活動、保有する施


設及び設備の維持管理、運用等で支障が生じている。 


 


＜国民に支持される科学技術＞ 


国民は、科学技術が我が国の国際競争力の向上や社会的な課題の達成に重要な役割を


果たすことに大きな期待を持っている。その一方、科学技術への投資は「未来への投資」


であるとの考え方は、必ずしも国民の理解を得られていないとの指摘もある。科学技術


が国民の期待により一層応えていくため、研究開発で着実に実績をあげることは当然で


あるが、それと併せて社会の要請を的確に把握する取組を進めるとともに、国民の科学


技術に対する理解と信頼と支持を得ることができるよう、科学技術コミュニケーション


活動等の取組を促進していく必要がある。 


 


 


４．第４期科学技術基本計画の理念 


 


（１）目指すべき国の姿 


科学技術は、我が国の豊かさや人々の安全な暮らしの実現、経済をはじめとする国力


の基盤の構築に資するとともに、知のフロンティアを切り拓き、我々人類の直面する課


題の克服に貢献するための手段となるものである。その意味で、科学技術政策は、科学


技術の振興のみを目的とするものではなく、社会及び公共のための主要な政策の一つと


して、経済や教育、防災、外交、安全保障等の重要政策と有機的に連携しつつ、我が国


がどのような国として存立するか、更に世界とどのように共生していくかという我が国


の将来の姿、あるいはアイデンティティの実現につながるものである。 


こうした観点から、国として、国民の科学技術に対する期待、要望に応えていくため


にも、これからの科学技術政策で中長期的に目指すべき国の姿を明確に提示していく必


要がある。このため、第４期基本計画では、以下の五つの国の姿を我が国が中長期的に


目指すべき大きな目標として掲げ、政策を推進することとする。 


 


① 震災から復興、再生を遂げ、将来にわたる持続的な成長と社会の発展を実現する国 


東日本大震災による未曾有の被害を克服し、復興、再生を遂げていくことは、我が国


の将来的な成長、発展の大前提となる。その上で、我が国が抱える資源、エネルギーの


制約、これらの安定確保、高齢化等の問題は、中長期的には我が国のみならず世界的に


深刻かつ重大な課題となることが予想される。このため、震災から復興、再生を遂げる


とともに、世界の共通課題を世界に先駆けて克服して、新たな産業の創成や雇用の創出


につなげ、将来にわたる持続的な成長と社会の発展を実現する国となる。 
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② 安全かつ豊かで質の高い国民生活を実現する国 


地震や津波等による自然災害や重大事故等から国民の生命及び財産を守るとともに、


人々に物質的、精神的な豊かさを実現していくことは、国がその責務として取り組むべ


き重要な課題である。このため、国民生活の基盤をなす社会経済インフラ等が複雑化、


多様化する中、将来にわたって安全かつ豊かで質の高い国民生活を実現し、国民がこれ


を誇りとする国となる。 


 


③ 大規模自然災害など地球規模の問題解決に先導的に取り組む国 


地球温暖化や大規模な自然災害、新興・再興感染症など、地球規模で発生する深刻か


つ重大な問題に対し、国際協調と協力の下、これまでの我が国の経験や実績、さらには


我が国独自の知的資産と創造性をもって積極的に取り組み、貢献していくことで、その


解決を先導する国となる。 


 


④ 国家存立の基盤となる科学技術を保持する国 


我が国の存立の基盤となる基幹的な科学技術を保持し、その一層の発展を図ることで、


国及び国民の安全を確保するとともに、未知・未踏の新たな知のフロンティアを開拓す


る国となる。 


 


⑤ 「知」の資産を創出し続け、科学技術を文化として育む国 


多様で独創的な最先端の「知」の資産を創出し続けるとともに、そうした研究活動、


それに携わる人々、研究機関、さらには研究基盤や研究環境など、我が国の科学技術そ


れ自体を文化として育む国となる。 


 


（２）今後の科学技術政策の基本方針 


（１）に掲げた五つの国の姿を実現するためには、世界最高水準の優れた知的資産を


継続的に生み出すとともに、我が国が取り組むべき課題を明確に設定し、イノベーショ


ンの促進に向けて、科学技術政策を総合的かつ体系的に推進していく必要がある。ま 


た、これらの政策を着実に推進していく上で、優れた人材の役割が極めて重要であるこ


とは言うまでもない。さらに、「社会及び公共のための政策」の実現には、政策に対す


る国民の関わりを一層深めていく必要がある。 


第４期基本計画では、こうした観点から、第３期基本計画の実績と課題も踏まえ、以


下の三つを今後の科学技術政策の基本方針とする。 


 


① 「科学技術イノベーション政策」の一体的展開 


イノベーションの重要性は第３期基本計画でも掲げられた。しかし、科学技術の成果


を、イノベーションを通じ、新たな価値創造に結びつける取組は、なお途上にある。我


が国としては、新たな価値の創造に向けて、我が国や世界が直面する課題を特定した上


で、課題達成のために科学技術を戦略的に活用し、その成果の社会への還元を一層促進


するとともに、イノベーションの源泉となる科学技術を着実に振興していく必要がある。


そのためには、自然科学のみならず、人文科学や社会科学の視点も取り入れ、科学技術







 


 
7 


政策に加えて、関連するイノベーション政策も幅広く対象に含めて、その一体的な推進


を図っていくことが不可欠である。このため、第４期基本計画では、これを「科学技術


イノベーション3政策」と位置付け、強力に展開する。 


科学技術イノベーション政策の推進においては、我が国が取り組むべき課題を予め設


定し、その達成に向けて、研究開発の推進から、その成果の利用、活用に至るまで関連


する科学技術を一体的、総合的に推進する方法と、独創的な研究成果を生み出し、それ


を発展させて新たな価値創造に繋げるという方法の二つがある。第４期基本計画では、


前者に該当するものとして、我が国が喫緊の課題として取り組むべき震災からの復興、


再生、環境・エネルギー、医療・介護・健康への対応をⅡ．に、我が国が直面する多様


な重要課題への対応をⅢ．に、また、後者に該当するものとして、基礎研究の強化をⅣ．


に整理し、それぞれ具体的取組を掲げる。さらに、これらの課題対応に向けた取組を実


効性をもって推進するための具体的取組をⅤ．に掲げる。 


 


② 「人材とそれを支える組織の役割」の一層の重視 


天然資源に乏しく、また今後も人口減少が見込まれる我が国において、科学技術イノ


ベーション政策を強力に推進していくためには、これを担う優れた人材を絶え間なく育


成、確保していくことが不可欠であり、このような人材に係る取組こそ、国として特に


重点的かつ横断的に取り組むべきものである。このため、「人材とそれを支える組織の


役割」を一層重視し、国内外のあらゆる場で活躍できる人材、世界をリードする人材、


次代を担う人材の育成と確保、キャリアパスの充実を積極的に進め、我が国の将来を担


う人々が、夢と希望を抱いて科学技術イノベーションの世界に積極的に飛び込むことが


できるよう、取組を強化する。また、このような人材が能力を十分に発揮して活躍でき


るよう、大学や公的研究機関等において人材を支える組織的な支援機能の充実、研究者


間や組織間のネットワーク形成等を強化する。 


 


③ 「社会とともに創り進める政策」の実現 


１９９９年７月にハンガリーのブダペストで開催された世界科学会議で「科学と科学


的知識の利用に関する世界宣言」が採択され、「社会における科学と社会のための科学」


という考え方が示された。それから既に１０年余、科学技術と社会の関係はますます緊


密なものとなり、科学技術イノベーションに対する国民の期待も高まっている。一方、


東日本大震災を受けて、科学技術の可能性と潜在的リスクに関する情報共有の在り方な


ど、科学技術と社会との関わりについて再構築していくことが社会的に要請されている。


国としては、こうした国民の期待や社会的要請を的確に把握し、政策の企画立案及び推


進に適切に活かすとともに、政策の成果や効果を広く国民に明らかにし、社会に還元し


ていくことがますます重要となっている。このため、国は、「社会とともに創り進める


政策」の実現に向けて、社会と科学技術イノベーションとの関わりを深めるための取組


を進めるとともに、政策の実施主体、達成目標、成果などをより明確にし、国民との対


話や情報提供を更に進めることにより、国民の理解と信頼と支持を得るよう努める。


                                                 
3 「科学技術イノベーション」とは、「科学的な発見や発明等による新たな知識を基にした知的・文化的価値


の創造と、それらの知識を発展させて経済的、社会的・公共的価値の創造に結びつける革新」と定義する。 
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Ⅱ．将来にわたる持続的な成長と社会の発展の実現 


 


１．基本方針 


我が国が、東日本大震災で受けた未曾有の被害を克服し、安全で豊かな国民生活を実


現するとともに、世界の中で枢要な地位を維持していくためには、国として、今回の震


災から力強く復興、再生を遂げ、将来にわたり、持続的な経済成長と社会の発展を実現


していくことが極めて重要であり、これが科学技術イノベーション政策に最も期待され


る役割の一つである。その意味で、Ⅰ．で掲げた五つの国の姿のうち、最も重要なもの


は、「① 震災から復興、再生を遂げ、将来にわたる持続的な成長と社会の発展を実現


する国」である。 


この目標達成のために、我が国としてまず取り組むべき喫緊の課題は、東日本大震災


からの復興、再生に向けた取組である。今回の震災は、我が国の経済社会に深刻な影響


を及ぼしており、これは今後、しばらくの間、続くものと予想される。我が国の経済成


長、発展の大前提として、世界の成長センターとしてのアジア、さらにはアジア太平洋


のダイナミズムを十分に取り込むことを念頭に置きつつ、被災地域の産業再生や人々の


安全な生活の実現等に向けて、科学技術イノベーション政策を積極的に推進していく必


要がある。特に、我が国の復興、再生の実現のためには、新たな産業の創成が不可欠で


あり、それに向けて、国は、既存技術の発展のみならず、新たな原理や機構により、経


済社会システムの変革を目指す非連続な革新的技術の研究開発の推進や環境整備等に


積極的な役割を果たす必要がある。 


また、我が国は、震災前から既に長期にわたって経済的に停滞している。こうした閉


塞状況から脱却し、将来にわたる持続的な成長と社会の発展を実現していくためには、


エネルギーの安定確保と両立した低炭素社会の実現と気候変動への対応、そして高齢化


の問題への対応が極めて重要である。特に、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴


い、深刻な電力不足等の需給逼迫が予想される。我が国として、低炭素社会の実現を目


指しつつ、エネルギーを安定的に供給、確保していくため、革新的な再生可能エネルギ


ーの開発と普及の拡大、分散エネルギーシステムの構築、強靭な社会インフラの整備等


を速やかに進めなければならない。これらの取組は、我が国の直面する問題の解決に資


するのみならず、世界的にも新市場の開拓につながり、我が国の資源、エネルギー制約


の克服と、新たな産業の創成、雇用の創出をもたらすものである。また、高齢者の増加


と人口減少は、社会保障費の急激な増大をもたらすとともに、労働力人口の減少につな


がり、我が国の将来の成長にとって大きな制約要因となる。しかし、その一方、高齢社


会の進展は、医療・介護・健康サービスの需要拡大をもたらし、こうした社会的制約を


克服する取組は、中長期的に新たな成長を生み出す原動力ともなり得る。 


こうした観点から、「震災からの復興、再生の実現」、環境・エネルギーを対象とする


「グリーンイノベーションの推進」、医療・介護・健康を対象とする「ライフイノベー


ションの推進」を、我が国の将来にわたる成長と社会の発展を実現するための主要な柱


として位置付け、科学技術イノベーション政策を戦略的に展開する。また、Ⅱ．で掲げ


る課題以外にも、我が国が直面する深刻かつ多様な課題は山積しており、これらの課題


への対応に向けた取組については、Ⅲ．において明確な方針を示すこととする。 
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さらに、科学技術の高度化、複雑化、市場の急速なグローバル化に伴い、国として、


産学官の連鎖や社会との連携を飛躍的に高めたイノベーションシステムを構築してい


く必要がある。このため、産学官の各主体の多様性や独自性等を十分に尊重しつつ、科


学技術によるイノベーションを促進するため、新たな体制の構築をはじめとするシステ


ム改革を推進する。 


 


 


２．震災からの復興、再生の実現 


 


（１）目指すべき復興、再生の姿 


我が国は、東日本大震災によって、自然災害としては戦後最悪となる未曾有の被害を


受けた。この震災による深刻かつ広範な影響を早期に軽減、緩和し、地域の特色と強み


を活かして、できるだけ速やかに、力強く復興、再生を実現していくため、国として、


科学技術イノベーションを強力に推進する。これにより、被災地における産業の再生と


その一層の発展を実現するとともに、強靭な社会インフラの再構築によって、人々の生


活の安定や利便性の向上、被災地に住む人々の安全な生活を実現する。 


 


（２）重要課題達成のための施策の推進 


（１）で述べた震災からの復興、再生の目標実現に向けて、具体的には以下に掲げる


重要課題を設定する。国として、大学、公的研究機関、産業界との連携、協力の下、こ


れに対応した研究開発等の関連施策を重点的に推進する。 


 


ⅰ）被災地の産業の復興、再生 


東日本大震災により、東北及び関東地方の沿岸域を中心として、広範囲にわたり、


地場産業である農林水産業等の第一次産業が甚大な被害を受けた。これを踏まえ、こ


れら産業の復興、再生、さらには成長の実現に向けて、汚染された土壌や水質等の調


査及び改善改良、海洋生態系の回復、生産性の向上、農林水産物の安全性の向上等に


関する研究開発を推進するとともに、その成果の利用、活用を促進する。 


また、被害地域は、先端材料や部品等の生産と研究開発の拠点として、我が国のみ


ならず、世界的なサプライチェーンの中で重要な役割を担っており、その被害を踏ま


え、サプライチェーンの再建が、国内的にも国際的にも急速に進みつつある。これに


鑑み、先端材料、部品等の拠点の再構築に向けて、その高品質化、生産設備、機器等


の再生と高度化、安定的な供給体制の構築に資する研究開発等の取組を推進する。 


さらに、新しい産業の創成と雇用の創出に向けて、被災地域を中心に、再生可能エ


ネルギーや医療・介護、情報通信技術等の領域における研究開発等の取組を促進する。 


 


ⅱ）社会インフラの復旧、再生 


被災地域では、地震と津波、さらには液状化等によって、多くの建築構造物等が倒


壊あるいは流失し、社会インフラが寸断され、甚大な被害が発生した。これを踏まえ、


家屋やビル等の修繕や修復、堤防等の防災インフラ、港湾、空港、鉄道、橋梁、道路
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等の交通インフラ、さらに電気、ガス、上下水道、情報通信等の生活インフラの復旧、


再生とその機能性、利便性、安全性の向上等に資する研究開発等の取組を進める。 


また、公共施設等の防災機能の強化、民間も含めたネットワークの強化に向けた研


究開発等の取組を進める。 


 


ⅲ）被災地における安全な生活の実現 


東日本では、東北地方太平洋沖地震の後も、余震活動が継続している。また、こう


した大地震は他の地域でも起こり得る。これに鑑み、地震、津波等の調査観測等を充


実、強化するとともに、二次災害防止のため、地方公共団体と連携しつつ、被災地に


おける防災、減災対策に関する取組を強化する。 


また、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、周辺地域及び全国における放


射線モニタリングを強化するとともに、こうした情報を国内外に正確かつ迅速に発信


する。さらに、国際社会からの協力も得て、汚染された土壌、水等の除染、放射性廃


棄物4の処理、処分等に関する取組を推進する。また、復旧作業時を含め、労働災害防


止に関する研究を推進する。 


被災地域における感染症の拡大、地震や津波の恐怖、長期間の避難生活等による心


身の疲労や心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）、東京電力福島第一原子力発電所の事


故に関連した懸念など、人々の健康不安を解消し、精神的な安定を確保するため、被


災地の人々を対象とする長期間の健康調査と分析、心理学や精神医学等に基づく診断、


治療、研究等を強化する。 


 


（３）震災からの復興、再生に関わるシステム改革 


  震災からの復興、再生においては、（２）で掲げた重要課題達成のための施策の推進と


併せ、被災地の産業再生や地域復興等を、それぞれの地域の特色を活かしつつ、迅速か


つ効果的に実現していくための取組を進めなければならない。国は、こうした観点から、


被災地を中心に、特区制度も活用し、産学官協働を加速するための取組、人材育成、研


究開発、国際頭脳循環推進の取組など、復興、再生に関わるシステム改革を促進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、被災した地域を中心に、地方公共団体、大学、公的研究機関、産業界等が連


携して、特区制度も活用し、再生可能エネルギーや医療・介護、情報通信、先端材料、


環境技術など、研究のいかなるフェーズでも、世界的に競争力のある領域において、


官民の関連研究機関が集積した新たな研究開発イノベーションの国際的拠点等の形


成に向けた検討を行う。さらに、国は、これらの拠点を復興、再生のモデルとして、


国内外に積極的に情報発信していく。 


・ 国は、被災した地域において、大学、公的研究機関、産業界、金融機関等の関係者


が結集し、大学等の知を活用した新たな先端産業の創成に向けて、研究開発、事業化


構想等を一体的に推進するための「場」を形成する。 


・ 国は、大学、公的研究機関、産業界等と連携、協力して、被災地の産業の復興と再


生、新たな産業創出に向けた研究開発等の担い手となる人材の育成と確保に向けた取


組を促進する。 


                                                 
4 放射性物質に汚染されたあるいは汚染されたおそれがある廃棄物 
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３．グリーンイノベーションの推進 


 


（１）目指すべき成長の姿 


エネルギーの安定確保と気候変動問題への対応は、我が国にとっても、世界にとって


も、喫緊の課題であり、この二つの課題に対応するため、国として、グリーンイノベー


ションを強力に推進する。これにより、我が国が強みをもつ環境・エネルギー技術の一


層の革新を促すとともに、エネルギー供給源の多様化と分散化、エネルギー利用の革新


に向けた社会システムや制度の改革、長期的に安定的なエネルギー需給構造の構築と世


界最先端の低炭素社会の実現を目指す。また、世界各国が将来の成長の鍵として、脱化


石燃料に向けた熾烈な競争を展開する中、これらの技術やシステムの国内外への普及、


展開を強力に推進し、我が国の持続的な成長を実現する。さらに、これらの取組により、


世界に先駆けた環境・エネルギー先進国の実現を目指すとともに、持続可能な自然共生


社会や循環型社会の実現、豊かな国民生活の実現を目指す。 


 


（２）重要課題達成のための施策の推進 


（１）で述べたグリーンイノベーションの目標実現に向けて、具体的には以下に掲げ


る重要課題を設定する。国として、大学、公的研究機関、産業界との連携、協力の下、


これに対応した研究開発等の関連施策を重点的に推進する。 


特に、短期的には、既存技術の改良、導入を積極的に推進するとともに、中長期的観


点から、新たな革新的技術の創出に向けた研究開発等の取組を重点的に推進する。 


 


ⅰ）安定的なエネルギー供給と低炭素化の実現 


我が国全体のエネルギー供給の安定性、経済性、持続可能性と整合をとった形で、


再生可能エネルギーの普及の大幅な拡大に向けた革新技術の研究開発、分散エネルギ


ーシステムの革新を目指した研究開発等の取組を促進する。 


太陽光発電、バイオマス利用、風力発電、小水力発電、地熱発電、潮力・波力発電


等の再生可能エネルギー技術の研究開発については、これまでの技術を飛躍的に向上


させるとともに、例えば、宇宙太陽光発電、藻類バイオマスなど新たなブレークスル


ーとなり得る革新的技術の獲得を目指し、戦略的に必要な取組や検討を進める。さら


に、これらの技術の温室効果ガス排出削減ポテンシャルを最大限に活かし、それぞれ


の技術の特徴や地域の特性に応じた海外展開を図る。 


また、分散エネルギーシステムの革新を目指し、燃料電池や蓄電池等のエネルギー


の創出、蓄積システム、製造・輸送・貯蔵にわたる水素供給システム、超電導送電の


研究開発、さらに基幹エネルギーと分散エネルギーの両供給システム及びエネルギー


需要システムを総合的に最適制御するスマートグリッド等のエネルギーマネジメント


に関する研究開発及び自律分散エネルギーシステムの研究開発を促進し、これらの海


外展開を図る。 


さらに、基幹エネルギー供給源の効率化と低炭素化に向けて、火力発電の高効率化、


高効率石油精製に加え、石炭ガス化複合発電等と二酸化炭素の回収及び貯留を組み合


わせたゼロエミッション火力発電の実現に向けた研究開発等の取組を推進する。原子







 


 
12 


力に関する研究開発等については、東京電力福島第一原子力発電所の事故の検証を踏


まえるとともに、今後の我が国のエネルギー政策や原子力政策の方向性を見据えつつ


実施する。ただし、原子力に係る安全及び防災研究、放射線モニタリング、放射性廃


棄物や汚染水の除染や処理、処分等に関する研究開発等の取組は、これを強化する。 


 


ⅱ）エネルギー利用の高効率化及びスマート化 


製造部門における化石資源の一層の効率的利用を図るため、製鉄等における革新的


な製造プロセスや、ここで用いられる材料の高機能化、グリーンサステイナブルケミ


ストリー、バイオリファイナリー、革新的触媒技術に関する研究開発を推進する。 


我が国の最終エネルギー消費の約半分を占める民生（家庭、業務）及び運輸部門の


一層の低炭素化、省エネルギー化に向けて、住宅及び建築物の高断熱化、家電及び照


明の高効率化、高効率給湯器（コジェネレーション、次世代型ヒートポンプシステム）、


定置用燃料電池、パワー半導体、ナノカーボン材料等の技術に関する研究開発、普及


を推進する。また、次世代自動車に用いられる蓄電池、燃料電池、パワーエレクトロ


ニクスによる電力制御等のエネルギー利用の革新を目指した研究開発、普及に関する


取組を推進する。さらに、高効率輸送機器（次世代自動車、鉄道、船舶、航空機）や


モーダルシフト等の物流を効率化するための手法に関する研究開発、導入を推進する。 


また、情報通信技術は、エネルギーの供給、利用や社会インフラの革新を進める上


で不可欠な基盤的技術であり、次世代の情報通信ネットワークに関する研究開発、情


報通信機器やシステム構成機器の一層の省エネルギー化、ネットワークシステム全体


の最適制御に関する技術開発を進める。 


 


ⅲ）社会インフラのグリーン化 


環境先進都市の構築に向けて、高効率な交通及び輸送システムの構築に向けた研究


開発を推進する。また、これまで人が通信主体であったネットワークに生活の中の全


ての電力で作動する人工物が通信主体として接続し、電力、ガス、水道、交通等の社


会インフラと一体となった巨大ネットワークシステムに関する研究開発を推進する。


さらに、高度水処理技術を含む総合水資源管理システムの構築に向けた研究開発等を、


実証実験も含めて推進する。同時に、これらの普及、拡大に向けて、統合システムと


しての海外展開を推進する。 


また、資源再生技術の革新、レアメタル、レアアース等の代替材料の創出に向けた


取組を推進する。 


さらに、地球観測、予測、統合解析により得られる情報は、グリーンイノベーショ


ンを推進する上で重要な社会的・公共的インフラであり、これらに関する技術を飛躍


的に強化するとともに、地球観測等から得られる情報の多様な領域における活用を促


進する。これらも含め、気候変動や大規模自然災害に対応した、都市や地域の形成、


自然環境や生物多様性の保全、森林等における自然循環の維持、自然災害の軽減、持


続可能な循環型食料生産の実現等に向けた取組を進める。 


 


（３）グリーンイノベーション推進のためのシステム改革 
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グリーンイノベーションの推進においては、（２）で掲げた重要課題達成のための施


策の推進と併せて、イノベーションを促進し、産業や雇用の創出等による我が国の持続


的な成長や地球規模の問題解決に迅速かつ効果的につなげていくための取組を進める


必要がある。こうした観点から、イノベーションを加速するための規制・制度改革、技


術をはじめとする成果の海外への展開促進など、システム改革を積極的に推進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、例えば、バイオ燃料に関する温室効果ガス排出削減基準等の持続可能性基準


の設定や自動車燃費基準の改定など、企業におけるイノベーションに向けた研究開発


等の取組を促進するため、国際競争力も勘案しつつ、技術的、経済的合理性に立脚し


た新たな規制や制度の在り方を検討する。 


・ 国は、次世代自動車、水素ステーション等の供給インフラ設備、再生可能エネルギ


ー設備等の実用化、普及を促進するため、これを妨げるおそれのある関連法の点検、


改革を推進する。 


・ 国は、地方公共団体や大学、公的研究機関、産業界と協働し、それぞれの地域の特


色を活かしつつ、スマートコミュニティ等の新しい社会システムの構築に向けて、研


究開発から技術実証、普及、展開までを一体的に行う取組を支援する。 


・ 国は、エネルギー、水、交通、輸送システム等の社会インフラの整備に関連して、


官民が有する先進技術、管理運営ノウハウ、人材育成等をパッケージ化した総合シス


テムとしてその海外展開を促進する。 


・ 国は、我が国のもつ優れた技術を活かした途上国等への支援促進のため、気候変動


対応に関する技術移転とシステム改革を、貧困対策や農業、水資源の開発、防災等の


政策と連動させて総合的に推進し、これらの国々の自立的な対応力を強化する。 


 


 


４．ライフイノベーションの推進 


 


（１）目指すべき成長の姿 


我が国では世界で最も急速に高齢化が進行しており、今後、ますます深刻となる医療、


介護の問題について、個人の人生観や死生観を尊重しつつ、その解決の方策を見出すこ


とが喫緊の課題となっている。このため、国として、国民が心身ともに健康で、豊かさ


や、生きていることの充実感を享受できる社会の実現に向けて、ライフイノベーション


を強力に推進する。これにより、医療・介護・健康サービス等の産業を創成し、活性化


することで、我が国の持続的な成長と社会の発展を実現する。さらに、先進諸国がこれ


から直面する高齢社会への対応や発展途上国に蔓延する疾病に対し、医薬品、医療機器


の開発等を通じて、国際貢献を目指す。 


 


（２）重要課題達成のための施策の推進 


（１）で述べたライフイノベーションの目標実現に向けて、具体的には以下に掲げる


重要課題を設定する。国として、大学、公的研究機関、産業界との連携、協力の下、こ


れらに対応した研究開発等の関連施策を重点的に推進する。 
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ⅰ）革新的な予防法の開発 


国民の健康状態を長期間追跡し、食などの生活習慣や生活環境の影響を調査すると


ともに、臨床データ、メタボローム、ゲノム配列の解析等のコホート研究を推進し、


生活習慣病等の発症と進行の仕組みを解明することで、客観的根拠（エビデンス）に


基づいた予防法の開発を進める。さらに、疾患の予兆を発見し、先制介入治療（先制


医療）による予防法の確立を目指す。東日本大震災を受けて、被災地の人々を中心に


長期間の健康調査を行い、疾病等の予防法開発に活用する。また、大規模疫学研究の


推進のために、医療情報の電子化、標準化、データベース化等の基盤整備を推進する


とともに、個人情報保護に配慮しつつ、これらの情報の有効利用、活用を促進する。 


社会的影響の大きい感染症や、自然災害の発生時に急速に影響が拡大する感染症等


を対象として、予防効果の高いワクチンの研究開発を推進するとともに、これらの国


内外への普及、展開を促進する。 


さらに、認知症等による社会的、経済的な損失や負担の大きさを踏まえ、積極介入


研究を推進することにより、認知症等の発症防止や、早期診断、進行の遅延技術等の


研究開発を推進する。 


 


ⅱ）新しい早期診断法の開発 


国民の健康を守るためには、疾患の早期発見につながる診断手法の開発が重要であ


ることから、早期診断に資する微量物質の同定技術等の新たな検出法と検出機器の開


発、新たなマーカーの探索や同定など、精度の高い早期診断技術の開発を推進する。 


また、より小型で侵襲が少ない高性能の内視鏡等の肉眼視技術・機器の開発、３次


元映像法などの早期診断に資する新たなイメージング技術の開発を推進する。 


さらに、これらを有機的に統合し、早期診断の新技術開発を促進する。 


 


ⅲ）安全で有効性の高い治療の実現 


新薬の開発においては、動物疾患モデルやｉＰＳ細胞による疾患細胞等を駆使して


疾患や治療のメカニズムを解明し、新規創薬ターゲットの探索を行う必要があり、そ


のために生命科学の基礎的な研究を充実、強化する。 


また、核酸医薬、ドラッグデリバリーシステム等の革新的な治療方法の確立を目指


した研究開発を推進する。治療の質と安全性と有効性の向上に向けて、疾患の層別化、


階層化等に基づく創薬を推進し、国民の遺伝背景に基づいた副作用の少ない医薬品の


投与法の開発を進める。 


放射線治療機器、ロボット手術機器等の新しい治療機器の開発、内視鏡と治療薬の


融合など診断と治療を融合させる薬剤や機器の開発、更に遠隔診断、遠隔治療技術の


開発、それを支援する画像情報処理技術の開発を進める。 


疾患の治療や失われた機能の補助、再生につながる再生医療に関しては、ｉＰＳ細


胞、ＥＳ細胞、体性幹細胞等の体内及び体外での細胞増殖・分化技術を開発するとと


もに、その標準化と利用技術の開発、安全性評価技術に関する研究開発を推進する。


また、生命動態システム科学研究を推進する。 
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ⅳ）高齢者、障害者、患者の生活の質（ＱＯＬ）の向上 


高齢者や障害者のＱＯＬの向上や介護者の負担軽減を図るため、生活支援ロボット


やブレインマシンインターフェース（ＢＭＩ）機器、高齢者用のパーソナルモビリテ


ィなど、高齢者や障害者の身体機能を代償する技術、自立支援や生活支援を行う技術、


高度なコミュニケーション支援に関する技術、さらには介護者を支援する技術に関し


て、安全性評価手法の確立も含めた研究開発を推進する。 


また、がん患者や高齢者の終末期における精神的、肉体的苦痛を取り除く緩和医療


に関する研究を推進する。 


 


（３）ライフイノベーション推進のためのシステム改革 


ライフイノベーションの推進においては、（２）で掲げた重要課題達成のための施策の


推進と併せて、これらの成果を医薬品や医療機器として迅速に実用化に結び付けるため


の仕組みを整備する必要がある。特に、我が国では、医薬品等に関する研究成果を臨床


研究、治験、さらには製品化につなげていく際、国際比較で著しく開発時間を要すると


いう問題が指摘されており、これらの問題を解決し、ライフイノベーションを促進する


観点から、承認審査に係る規制・制度改革や研究開発環境の整備を推進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、レギュラトリーサイエンス5を充実、強化し、医薬品、医療機器の安全性、有


効性、品質評価をはじめ、科学的合理性と社会的正当性に関する根拠に基づいた審査


指針や基準の策定等につなげる。 


・ 国は、医薬品及び医療機器の承認審査を迅速かつ効率的に行うため、審査機関の体


制を大幅に整備、強化するとともに、当該審査機関におけるレギュラトリーサイエン


スの研究機能の充実、これらに精通した人材の養成及び確保を推進する。 


・ 国は、大学、公的研究機関、産業界との連携の下、新たな創薬や医療機器開発につ


ながるシーズを生み出し、その実用化を加速するため、官民を挙げた創薬・医療技術


支援基盤の整備を推進する。特に、「橋渡し」研究拠点を充実、強化するとともに、


研究提案を公募し、全国の大学や企業等に開かれた医療機関ネットワークを構築する。 


・ 国は、医薬品及び医療機器の臨床研究と治験を一体化した制度に関して、海外の類


似した制度（例えば、米国におけるＩＮＤ（Investigational New Drug）、ＩＤＥ


（Investigational Device Exemption）等）を調査研究し、その導入について検討す


るとともに、大学等に対して、国際標準に基づく臨床研究の実施を求める。 


・ 国は、臨床研究の成果を円滑、効率的に創薬や医療機器開発に結びつけるため、研


究開発の早期の段階から規制当局による相談や助言を受けられる体制を整備すると


ともに、臨床研究から治験、承認申請、さらには承認後の市販後安全対策までを一体


的に進めることができるよう、相談や届出の窓口、承認審査及び安全対策の体制を充


実、強化する。 


・ 国は、革新的な医薬品及び医療機器の開発につながる新たなシーズの創出に向けて、


バイオベンチャーを長期的視点から支援するための取組を進める。 


                                                 
5 科学技術の成果を人と社会に役立てることを目的に、根拠に基づく的確な予測、評価、判断を行い、科学技


術の成果を人と社会との調和の上で最も望ましい姿に調整するための科学 
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５．科学技術イノベーションの推進に向けたシステム改革 


 


（１）科学技術イノベーションの戦略的な推進体制の強化 


 


① 「科学技術イノベーション戦略協議会（仮称）」の創設 


グリーンイノベーション、ライフイノベーションをはじめ、国として取り組むべき重


要課題への対応に向けて、科学技術イノベーションを推進していくためには、産学官を


はじめ、多様で幅広い関係者の主体的な参画を得て、将来ビジョンを共有し、総力を挙


げて協働できる体制を構築する必要がある。これにより、各参加主体は全体を俯瞰した


上で、それぞれの役割を理解し、密接に連携、協力しつつ、取組を推進していくことが


可能となる。国は、こうした観点から、重要課題に関する戦略の検討から推進までを担


うプラットフォームを構築する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、総合科学技術会議（若しくは、これを改組した「科学技術イノベーション戦


略本部（仮称）」。以下同じ。）の調整の下で、「科学技術イノベーション戦略協議会（仮


称）」（以下「戦略協議会」という。）を創設する。戦略協議会は、科学技術イノベー


ションの一体的な推進に向けて、重要課題ごとに設置することとし、関係府省や資金


配分機関、大学、公的研究機関、産業界、ＮＰＯ法人等の多様で幅広い関係者の参加


により、緊密な連携、協力を行う場とする。 


・ 国は、幅広い関係者や関係機関の主体的な参画を促すとともに、関係機関間の連携


や調整を担う者（「戦略マネージャー（仮称）」）を指名するなど支援体制を整備する。 


・ 戦略協議会は、重要課題の将来ビジョンを明確にするとともに、その実現に向けた


戦略策定に資するため、基礎から応用、開発、更に事業化、実用化の各段階に至るま


で、各フェーズにおいて推進すべき具体的な研究開発、規制・制度改革、達成目標、


推進体制、資金配分の在り方等について、幅広い観点から検討する。総合科学技術会


議は、戦略協議会における検討を踏まえ、重要課題達成のための戦略を策定する。 


・ 戦略協議会は、本戦略の実効性を確保するため、戦略の推進に係る全体マネジメン


トを担う。大学、公的研究機関、資金配分機関、産業界等の参画機関及び関係者は、


「戦略マネージャー（仮称）」の全体調整の下、連携、協力しつつ、取組を推進する。 


 


② 産学官の「知」のネットワーク強化 


科学技術の複雑化、研究開発活動の大規模化、経済社会のグローバル化の進展に伴い、


これまでの垂直統合型の研究開発モデルの問題が顕在化し、これを反映する形でオープ


ンイノベーションの取組が急速に進んでいる。こうした中、大学や公的研究機関の優れ


た研究成果を、迅速かつ効果的にイノベーションにつなげる仕組みの必要性が高まって


いるが、その一方、国内外の産学連携活動の現状を見ると、大学の外国企業との共同研


究は低い割合にとどまり、技術移転機関（ＴＬＯ）の関与した技術移転件数も減少傾向


にある。このため、科学技術によるイノベーションを促進するための「知」のネットワ


ークの強化に向けて、産学官の連携を一層拡大するための取組を進める。 
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＜推進方策＞ 


・ 国は、大学間連携の強化や金融機関をはじめとした関係機関との連携を視野に入れ


た産学官のネットワーク構築を推進する。 


・ 国は、大学及び公的研究機関が、優れた研究成果の提供、そのための権利調整を迅


速に行う体制の整備など、産業界との連携を円滑に行うための機能を強化することを


求める。また、大学が、広域的な機能を持つＴＬＯの編成、産学官連携本部とＴＬＯ


の統合、連携強化など、産学官連携機能の最適化を図ることを期待する。 


・ 国は、大学による国内外の特許取得の支援を強化するとともに、特定領域における


重要な技術であって海外で特許侵害されるなど国益を損なうおそれがあるものにつ


いて支援を行う。また、国は、大学及び公的研究機関に対し、海外の大学や企業との


共同研究や受託研究の拡大に向けて、知的財産保護等に関する連携ルールの整備、専


門人材の育成、確保など、研究マネジメント体制の整備を求める。 


・ 国は、大学及び公的研究機関が、取得特許の管理や活用、博士課程学生等が参画す


る場合の知的財産の取扱いや秘密保持の原則に関する考え方の明確化を図るととも


に、企業内研究室や企業の大学内研究室の設置など、柔軟な産学官連携体制を整備す


ることを期待する。 


・ 国は、大学や公的研究機関における有望なシーズの発掘から事業化に至るまで、切


れ目無い支援を強化する。その際、関係投資機関とも連携しつつ、マッチングファン


ド等により、民間資金の活用も促進する。また、公的研究機関は、大学が持つシーズ


を社会に結びつける役割も期待されるため、産学官連携に係る機能を充実、強化する。 


・ 国は、産学官連携の成果を総合的に検証するため、特許実施件数や関連収入などの


量的評価を推進するとともに、市場への貢献、研究成果の普及状況、雇用の確保など


質的評価を充実する。また、これらの評価に必要な体制を整備する。 


 


③ 産学官協働のための「場」の構築 


科学技術によるイノベーションを効率的かつ迅速に進めていくためには、産学官の多


様な知識や研究開発能力を結集し、組織的、戦略的に研究開発を行う連鎖の「場」を構


築する必要がある。東日本大震災は、特に東北及び関東地方において、研究施設、設備


等に直接的な被害をもたらし、研究開発システムにも深刻な影響を及ぼした。我が国と


して、震災からの復興、再生を早期に実現するためにも、領域横断的な連携など産学官


の多様な研究者の連携を強化し、知を結集するための取組を強化していく必要がある。


これまで我が国では、筑波研究学園都市や関西文化学術研究都市をはじめ、国際的な研


究開発拠点の整備を進めてきたが、すでに集積の進んだ拠点の一層の発展に向けて、機


能強化を図る必要がある。諸外国では、産学官の総合力を発揮する体制や機関の役割が


ますます重視されるようになっており、これも参考に、イノベーションの促進に向けて、


産学官の多様な研究開発能力を結集した中核的な研究開発拠点を形成する。また、国の


総力を結集して革新的技術の研究開発に関する推進の仕組みや制度の整備を行う。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、基礎から応用、開発の段階に至るまで、産学官の多様な研究開発機関が結集


し、非競争領域や前競争領域における共通基盤技術の研究開発を中核として、「競争」
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と「協調」によって研究開発を推進するオープンイノベーション拠点を形成する。特


に、大学や公的研究機関が集積する拠点において、相乗効果を発揮し、イノベーショ


ンを促進するため、機関の垣根を越えた施設、設備の利用、研究成果の一体的な共有


や発信を推進する。 


・ 国は、革新的技術の研究開発に関して、産学官の連携を主導し、事業化までを見据


えた研究開発体制を構築するとともに、継続的な支援を行う。また、国は、ここで得


られた成果の活用、普及を促進するため、国際標準化を促進する。 


・ 国は、産学の間で設定された研究領域で緊密な産学対話を行いつつ、従来の組織の


枠を越えて、協働して研究開発と人材育成を行うバーチャル型の中核拠点（「共創の


場」）の形成を推進する。 


・ 国は、産学協働によるイノベーションの場として「先端融合領域イノベーション創


出拠点」の形成を推進する。 


 


（２）科学技術イノベーションに関する新たなシステムの構築 


 


① 事業化支援の強化に向けた環境整備 


先端的な科学技術の成果を有効に活用した創業活動の活性化は、産業の創成や雇用の


創出、経済の活性化において極めて重要である。しかし、近年、大学発ベンチャーの設


立数が、人材確保や資金確保の問題を一因として急激に減少していることにもみられる


ように、創業を取り巻く環境は厳しさを増している。このため、研究開発の初期段階か


ら事業化まで、切れ目無い支援の充実を図ることにより、先端的な科学技術を基にした


ベンチャー創業等の支援を強化するための環境整備を行う。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、起業家精神の涵養、起業体験教育等の人材養成、専門家による法務、知的財


産、資本戦略に関する支援を行うネットワークの構築など、総合活動の基盤を整備す


る。また、大学発ベンチャーに対して、マネジメントチームの組成とこれに携わる人


材の育成、マーケティング、資本戦略、知的財産戦略を含む総合的ビジネス戦略の構


築など、経営戦略面に十分留意した支援を行う。 


・ 国は、先端的な科学技術の成果を事業化につなげるための仕組みとして、「中小企


業技術革新制度」（ＳＢＩＲ（Small Business Innovation Research））における多段


階選抜方式の導入を推進する。このため、各府省の研究開発予算のうち一定割合又は


一定額について、多段階選抜方式の導入目標を設定することを検討する。 


・ 国は、ベンチャー活動の活性化を図るため、リスクマネーがより効果的に提供され


る仕組みを強化するとともに、研究成果を創出した者が人的資本や知財等の無形資産


によって出資することを可能とする仕組みを検討する。また、エンジェル投資の充実


も含めて、新たなベンチャー支援策を検討する。 


・ 国は、市場の限られた公共部門でのイノベーションを促進するため、技術を利用す


る側と、技術を持つ側の研究開発機関の連携システムを構築する。 
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② イノベーションの促進に向けた規制・制度の活用 


研究開発活動を取り巻く規制や制度は、本来、研究開発活動の円滑な推進や安全性向


上等を目的として設けられているものであるが、過度に厳格なために、イノベーション


を阻害していることも少なくない。一方、規制・制度を上手く活用することで、イノベ


ーションを加速する効果が期待されることもある。このため、規制の特例措置及び税


制・財政・金融上の支援措置等を総合的に実施する総合特区制度等を含め、イノベーシ


ョンの促進に向けた規制・制度の改善や活用等に関する取組を進める。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、科学技術によるイノベーションの隘路となる規制や制度を特定するとともに、


その改善方策について関係府省間で議論し、解決を図る仕組みを整備する。 


・ 国は、企業におけるイノベーションに向けた研究開発等の取組を加速するため、国


際競争力も勘案しつつ、技術的、経済的合理性に立脚した新たな規制や制度の在り方


について検討する。具体的には、バイオ燃料に関する温室効果ガス排出削減基準等の


持続可能性基準の設定や自動車燃費基準の改定等が検討対象として挙げられる。 


・ 国は、先端研究開発を強化するため、研究開発の円滑な推進を妨げるおそれのある


規制を、補完的な措置を講じた上で限定的に解除する特区制度等を活用した先端研究


拠点の形成を検討する。具体的には、大学や公的研究機関における既存の研究組織の


中から、厳選してこれを指定し、その制度的な可能性について検証する。 


 


③ 地域イノベーションシステムの構築 


地域レベルでの様々な問題解決に向けた取組を促し、これを国全体、さらにはグロー


バルに展開して、我が国の持続的な成長につなげていくためには、それぞれの地域が持


つ強み、多様性や独自性、独創性を積極的に活用していくことが重要である。今回の東


日本大震災では、東北及び関東地方の沿岸域を中心とした地域が壊滅的な被害を受けた。


国としては、これらの地域の特色、地域がこれまで培ってきた伝統等を活かすなど、科


学技術イノベーションを積極的に活用した新たな取組を優先的に推進し、ベンチャー起


業の活性化等によって、地域の復興、再生を速やかに実現していく必要がある。また、


地方の財政状況が厳しい中、それぞれの地域で科学技術の振興が必ずしも定着していな


い状況にあることから、地域がその強みや特性を活かして、自立的に科学技術イノベー


ション活動を展開できる仕組みを構築する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、地方公共団体や大学、公的研究機関、産業界が連携、協力して、地域が主体


的に策定する構想のうち優れたものについて、研究段階から事業化に至るまで連続的


な展開ができるよう、関係府省の施策を総動員して支援するシステムを構築する。 


・ 国は、優れた成果をあげている地域クラスターが、当該地域における自律的な成長


の核として、更に重要な役割を果たすことができるよう、研究開発の推進に加えて、


研究開発におけるネットワークの形成、人材養成及び確保、知的財産活動等に関する


重点的な支援を行う。 


・ 国は、被災地域等を中心として、地方公共団体、大学、公的研究機関、産業界等と


連携し、特区制度も活用しつつ、官民の関連研究機関が集積した新たな研究開発イノ
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ベーションの国際的拠点等の形成について検討する。 


・ 国は、被災地域がそれぞれの特色を活かして飛躍的に発展することができるよう、


これまで実施されている優れた取組に重点的支援を行うとともに、全国の大学等の知


を結集して研究開発等によって新たな産業の創成を目指す取組を推進する。 


・ 国は、地域における研究開発やマネジメント、産学官連携や知的財産活動の調整を


担う人材の養成及び確保を支援する。また、国は、大学や公的研究機関が、人材養成


や産学官連携、知的財産活動において、地域貢献機能を強化する取組を支援する。 


 


④ 知的財産戦略及び国際標準化戦略の推進 


世界的にオープンイノベーションに関する取組が展開され、また、研究活動や経済活


動がグローバル化する中、大学、公的研究機関、産業界が、これらの変化に適切に対応


していくためには、国際標準化戦略を含めた知的財産戦略を、研究開発戦略等と一体的


に推進していく必要がある。このため、国として、世界的なイノベーションの環境変化


に対応し、国際標準化戦略を策定、実行するとともに、知的財産権制度の見直し、知的


財産活動に関わる体制整備を進める。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、世界的に成長が期待され、我が国が優れた技術を持つ国際標準化特定戦略分


野について、官民一体となった競争力強化戦略を策定する。また、国際標準獲得に寄


与する国際的な共同研究開発プログラムを推進するとともに、国際標準化や、性能評


価及び安全基準の策定に関わる研究開発機関の機能を強化する。さらに、特にアジア


において、製品試験や認証を行う機関への協力を進める。 


・ 国は、産学官連携の下、国際標準化機構（ＩＳＯ）、国際電気通信連合（ＩＴＵ）、


国際電気標準会議（ＩＥＣ）等の標準化機関に対し、国際標準に関する提案を積極的


に進めるとともに、産業競争力強化に資するフォーラム標準も含めた国際標準化活動


を総合的に支援する。また、国際標準化活動に的確に対応できる人材の養成、確保に


向け、研修プログラムの開発や国際標準化活動への参加支援を行う。 


・ 国は、特許審査結果の実質的な国際相互承認を目指し、日米欧韓中の間で各特許庁


の審査結果を共有するシステムの構築、特許審査ハイウェイの対象拡大、手続の簡素


化を行い、特許審査ワークシェアリングの質の向上、量の拡大を図る。また、特許法


条約への加盟を視野に、出願人の利便性向上に資する制度整備を進める。 


・ 国は、出願フォーマット（様式）の自由化、新規性喪失の例外の拡大、アカデミッ


クディスカウントの改善など、制度が大学及び公的研究機関の利用を促進するものと


なるよう、特許制度の見直しを行う。 


・ 国は、大学等の参画機関の協力を得て、研究目的に限り、特許を無償開放する仕組


みを構築する。また、特許と関連する科学技術情報を併せて収集、公開する仕組みや、


知的財産を利用、活用するための枠組みを整備する。さらに、特許や各種文献を連結、


分析するシステムなど、知的財産関連情報の基盤整備とネットワーク化を推進する。 
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Ⅲ．我が国が直面する重要課題への対応 


 


１．基本方針 


我が国が、科学技術で優れた成果を創出し、成果の社会への還元を進めていくために


は、国として、より一層効果的、効率的な研究開発の推進を図る必要がある。このよう


な観点から、第２期及び第３期基本計画では、特に重点を置き、優先的に資源配分を行


う研究開発の分野として、重点推進４分野及び推進４分野を指定し、研究開発の重点化


を図ってきた。しかし、これについては、基本計画で掲げた理念や政策目標との関連が


不明確であること、分野の設定において、社会的な課題に対応するという視点とシーズ


を生み出し伸ばすという視点が混在していること、分野の縦割りにより必ずしも課題達


成型の総合的な研究開発となっていないことなどの問題点が指摘されている。 


これを踏まえ、今後、国として重点的に推進する研究開発等については、取り組むべ


き課題を明確に設定し、これに資する研究開発から成果の利用、活用に至るまでの一体


的、総合的な取組に対して、資源配分を重点化していく必要がある。Ⅱ．で掲げた、震


災からの復興、再生や、グリーンイノベーション及びライフイノベーションの推進に関


する取組は、我が国が抱える制約や東日本大震災によって生じた広範かつ甚大な被害を


克服し、将来にわたる持続的な成長と社会の発展につなげる重要課題達成のための取組


である。しかし、我が国としては、こうした震災からの復興、再生という喫緊の課題や


成長と発展に向けた環境・エネルギーと医療・介護・健康という課題以外にも、今後発


生し得る自然災害から人々を守り、より安全な生活を実現することをはじめ、多様な重


要課題に直面している。このため、国として、これらの課題に対応していくため、産学


官の多様な機関の参画を得て、分野横断的に、かつ各機関で進められている基礎から応


用、開発、更に事業化、実用化の各段階に至るまでの活動を相互に連携させ、新たな価


値創造に結びつくよう、研究開発等の取組を総合的かつ計画的に推進していく必要があ


る。また、その際、科学技術の潜在的リスクを勘案し、その評価やリスクマネジメント


に関する取組を同時に推進することが重要である。 


こうした認識の下、本章では、Ⅰ．で掲げた五つの国の姿の実現に対応する形で、Ⅱ．


における震災からの復興、再生、環境・エネルギー、医療・介護・健康と同等に、国と


して取り組むべき重要課題を設定し、その達成に向けて重点的に推進すべき研究開発を


はじめとする関連施策の基本的方向性を提示する。したがって、第４期基本計画では、


これまでの重点推進４分野及び推進４分野に基づく研究開発の重点化から、重要課題の


達成に向けた施策の重点化へ、方針を大きく転換する。ただし、この方針に基づく具体


的な研究開発課題の抽出に当たっては、これまでの分野別の重点化による研究開発の実


績と成果を適切に活用することとする。さらに、重要課題達成のための施策の推進にお


いては、社会システムの改革も含めて、科学技術イノベーション政策を総合的に展開し


ていく必要があり、これらの取組も一体的に推進する。 


我が国が直面する重要課題は、地球規模課題をはじめ、それ以外の課題も中長期的に


は世界的な共通課題となることが想定される。また、世界的な成長センターとしてのア


ジアの台頭、我が国における少子高齢化の趨勢を考えれば、科学技術イノベーションに


おける国際競争力の維持、強化を図るため、国として、世界の活力と一体となった科学
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技術活動の国際展開が一層重要となる。我が国の科学技術は世界でも有数の高い水準に


あり、これを積極的に活用し、先進国から途上国まで重層的な連携、協力を促進するこ


とにより、我が国が直面する重要課題への対応、科学技術水準の向上、さらには、これ


らの外交活動への活用を積極的に推進する。 


 


 


２．重要課題達成のための施策の推進 


 


（１）安全かつ豊かで質の高い国民生活の実現 


我が国が東日本大震災で受けた甚大な被害を克服し、国民が将来にわたって安全かつ


豊かで質の高い生活を送ることができるよう、国として、大規模な自然災害の発生に際


し、人々の生命と財産を守るための取組を着実に進めていく必要がある。また、日々の


暮らしに不可欠な食料や水、資源等、その安全性を向上させつつ、安定的かつ継続的に


供給していく必要がある。さらに、人々の安全に加えて、生活の利便性や快適性の向上


も含め、真の豊かさを実現するための取組を進めることも重要である。 


このため、国として、具体的には以下に掲げる重要課題を設定し、大学や公的研究機


関、産業界との連携、協力の下、これらに対応した研究開発等の関連施策を重点的に推


進する。 


 


ⅰ）生活の安全性と利便性の向上 


自然災害をはじめとする様々な災害等から、人々の生活の安全を守るため、地震、


火山、津波、高波・高潮、風水害、土砂災害等に関する調査観測や予測、防災、減災


に関する研究開発を推進する。特に、東北地方太平洋沖地震の教訓を踏まえ、震災前


に想定していた内容を検証した上で、将来、発生が予想される海溝型巨大地震とそれ


に伴う津波等に関する調査観測等の充実、強化を図る。同時に、これらの成果を積極


的に活用し、国や地方公共団体における防災マップの作成等を通じた防災体制の強化、


災害発生の際の迅速な被害状況の把握及び情報伝達、リスク管理も含めた災害対応能


力の強化に向けた研究開発等の取組を促進する。さらに、火災や重大事故、犯罪への


対策に関する研究開発を推進し、国や自治体等における対策等の取組を促進する。 


また、人の健康保護や生態系の保全に向けて、大気、水、土壌における環境汚染物


質の有害性やリスクの評価、その管理及び対策に関する研究を推進する。 


さらに、安全性の向上と、利便性及び快適性の向上の両立に向けて、交通・輸送シ


ステムの高度化及び安全性評価に関する研究開発、老朽化対応のための住宅・社会資


本ストックの高度化、長寿命化に関する研究開発を推進する。 


 


ⅱ）食料、水、資源、エネルギーの安定的確保 


我が国の食料自給率の向上や食品の安全性向上、水の安定的確保に向けて、安全で


高品質な食料や食品の生産、流通及び消費、更に食料や水の安定確保に関する研究開


発を、遺伝子組換え生物（ＧＭＯ）等の先端技術の活用や産業的な観点も取り入れつ


つ、推進する。 
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また、新たな資源の獲得に向けた探査や技術開発、その効率的、循環的な利用、廃


棄物の抑制や適正管理、再利用に関する研究開発を推進するとともに、成果の普及、


展開を促進する。 


さらに、エネルギー安全保障の観点から、Ⅱ．３．（２）で掲げた方針に基づき、我


が国のエネルギー政策の方向性を見据えつつ、再生可能エネルギーの大幅な普及の拡


大に向けた取組を促進するとともに、新たなエネルギー源の獲得に向けた研究開発等


の取組を推進する。 


 


ⅲ）国民生活の豊かさの向上 


人々の生活における真の豊かさの実現に向けて、最新の情報通信技術等の科学技術


を活用した教育、福祉、医療・介護、行政、観光など、公共、民間のサービスの改善・


充実、人々のつながりの充実・深化など、科学技術による生活の質と豊かさの向上に


資する取組を推進する。 


また、人々の感性や心の豊かさの増進に資するため、人文社会科学と自然科学の融


合の観点も含め、新たな文化の創造や、我が国が誇るデザイン、コンテンツの潜在力


向上につながる研究開発を行うとともに、その国民生活への還元と海外展開に関する


取組を推進する。 


 


（２）我が国の産業競争力の強化 


東日本大震災は、我が国の経済を支える産業活動に対し、直接的被害に加え、電力不


足、サプライチェーンの寸断等による間接的影響など、被災地のみならず全国規模で、


極めて深刻な影響をもたらした。我が国として、震災からの復興、再生を遂げるために、


産業活動の活性化が不可欠であり、民間企業の研究開発能力と生産能力の再生に向けて、


官民一体で取り組む必要がある。アジアを中心として新興国の存在感が高まる中、我が


国が持続的な成長を遂げていくためには、国際競争力を有し、我が国の経済成長を支え


る産業を強化するとともに、新たな付加価値を獲得できる分野を創出、育成し、アジア、


さらには世界との連携を強化していくことが重要である。こうした観点から、我が国に


おけるものづくりを更に強化しつつ、新たな産業基盤の創出に向けて、多くの産業に共


通する波及効果の高い基盤的な領域において、世界最高水準の研究開発を推進し、産業


競争力の一層の強化を図っていく必要がある。 


このため、国として、具体的には以下に掲げる重要課題を設定し、大学や公的研究機


関、産業界との連携、協力の下、これらに対応した研究開発等の関連施策を重点的に推


進する。 


 


ⅰ）産業競争力の強化に向けた共通基盤の強化 


付加価値率や市場占有率が高く、今後の成長が見込まれ、我が国が国際競争力のあ


る技術を数多く有している先端材料や部材の開発及び活用に必要な基盤技術、高機能


電子デバイスや情報通信の利用、活用を支える基盤技術など、革新的な共通基盤技術


に関する研究開発を推進するとともに、これらの技術の適切なオープン化戦略を促進


する。 
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また、多様な市場のニーズに対応できるよう、計測分析技術や精密加工技術、組込


みシステム開発技術の高度化、要素技術の統合化、性能や安全性に関する評価手法の


確立、さらには材料、部材、装置等のハードとソフトの連携に関する研究開発を促進


し、新たなものづくり技術の共通基盤を構築する。 


 


ⅱ）我が国の強みを活かした新たな産業基盤の創出 


機械や自動車、電機等の最終製品の国際競争が激化する中、新たな付加価値の創出


に向けて、次世代交通システム、スマートグリッド等の統合的システムの構築や、保


守、運用までも含めた一体的なサービスの提供に向けた研究開発を、実証実験や国際


標準化と併せて推進するとともに、これらの海外展開を促進する。 


また、我が国のサービス産業の生産性の向上に向けて、科学技術を有効に活用する


ための研究開発等の取組を推進する。さらに、新産業の創出とともに、経済社会シス


テム全体の効率化を目指し、次世代の情報通信ネットワークの構築、信頼性の高いク


ラウドコンピューティングの実現に向けた情報通信技術に関する研究開発を推進し、


これらの幅広い領域での利用、活用を促進する。 


 


（３）地球規模の問題解決への貢献 


我が国は、これまでの振興策により、世界的にも高い科学技術水準を有する国となっ


た。今後は、成熟した国として、我が国自らの科学技術の更なる発展を目指すばかりで


なく、諸外国との協調と協力の下、これらの科学技術を積極的に活用し、地球規模で発


生する様々な問題の解決に積極的に貢献する必要がある。 


このため、国として、具体的には以下に掲げる重要課題を設定し、大学や公的研究機


関、産業界、さらには諸外国や国際機関との連携、協力の下、これらに対応した研究開


発等の関連施策を重点的に推進する。 


 


ⅰ）地球規模問題への対応促進 


大規模な気候変動等に関して、国際協調と協力の下、全球での観測や予測、影響評


価を推進するとともに、これに伴い発生する大規模な自然災害等の対策に関する研究


開発を推進する。生物多様性の保全に向けて、生態系に関する調査や観測、外的要因


による影響評価、その保全、再生に関する研究開発を推進する。 


また、資源やエネルギーの安定供給に向けて、新たな資源、エネルギーの探査や循


環的な利用、代替資源の創出に関する研究開発を推進する。 


さらに、新興・再興感染症に関する病原体の把握、予防、診断、治療に関する研究


開発を推進する。 


これらの研究開発の推進と併せて、得られた成果の国内外への普及と展開を促進す


るとともに、課題への対応に向けた国際社会の合意形成を先導する。 


 


（４）国家存立の基盤の保持 


我が国が国際的な優位性を保持し、安全な国民生活を実現していくためには、国自ら


が長期的視点に立って、継続的に、広範囲かつ長期間にわたって研究開発を推進し、成
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果を蓄積していくべき研究開発課題がある。このような研究開発課題については、国と


して、国家存立の基盤に関わる研究開発と位置付けて強力に推進する。なお、その際に


は、国家存立基盤を広く捉え、安全保障に加え、科学技術における新領域開拓に向けた


独自の科学技術基盤構築のための研究開発の推進を含むものとする。 


このため、国として、具体的には以下に掲げる重要課題を設定し、これらに対応した


研究開発を重点的に推進する。その際、宇宙基本計画や海洋基本計画、エネルギー基本


計画、原子力政策大綱など、他の計画等に基づく推進との整合性に配慮する。 


 


ⅰ）国家安全保障・基幹技術の強化 


有用資源の開発や確保に向けた海洋探査及び開発技術、情報収集や通信をはじめ国


の安全保障や安全な国民生活の実現等にもつながる宇宙輸送や衛星開発及び利用に関


する技術、地震や津波等の早期検知に向けた陸域、海域における稠密観測、監視、災


害情報伝達に関する技術、独自のエネルギー源確保のための新たなエネルギーに関す


る技術、世界最高水準のハイパフォーマンスコンピューティング技術、地理空間情報


に関する技術、更に能動的で信頼性の高い（ディペンダブルな）情報セキュリティに


関する技術の研究開発を推進する。 


また、原子力に係る安全、防災に関する技術、核不拡散及び核セキュリティに関す


る技術等の研究開発を大幅に強化する一方、高速増殖炉サイクル等の原子力に関する


技術の研究開発については、我が国のエネルギー政策や原子力政策の方向性を見据え


つつ、実施する。核融合の研究開発については、エネルギー政策や原子力政策と整合


性を図りつつ、同時に、その技術の特性、研究開発の段階、国際約束等を踏まえ、こ


れを推進する。 


さらに、海洋、宇宙、情報（サイバー）、原子力に関する技術など、極めて高度、か


つ複雑な技術システムに事故あるいはトラブルが発生した場合の国としての対応や、


人々の生活の安全に資する研究開発等を促進する。 


 


ⅱ）新フロンティア開拓のための科学技術基盤の構築 


物質、生命、海洋、地球、宇宙それぞれに関する統合的な理解、解明など、新たな


知のフロンティアの開拓に向けた科学技術基盤を構築するため、理論研究や実験研究、


調査観測、解析等の研究開発を推進する。 


 


（５）科学技術の共通基盤の充実、強化 


我が国及び世界が直面する様々な課題への対応に向けて、科学技術に関する研究開発


を効果的、効率的に推進していくためには、複数の領域に横断的に用いられる科学技術


の研究開発を推進する必要がある。また、広範かつ多様な研究開発に活用される共通的、


基盤的な施設や設備について、より一層の充実、強化を図るとともに、相互のネットワ


ーク化を促進していく必要がある。 


このため、国として、具体的には以下に掲げる重要課題を設定し、これらに対応した


研究開発等の関連施策を重点的に推進する。 
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ⅰ）領域横断的な科学技術の強化 


先端計測及び解析技術等の発展につながるナノテクノロジーや光・量子科学技術、


シミュレーションやｅ－サイエンス等の高度情報通信技術、数理科学、システム科学


技術など、複数領域に横断的に活用することが可能な科学技術や融合領域の科学技術


に関する研究開発を推進する。 


 


 ⅱ）共通的、基盤的な施設及び設備の高度化、ネットワーク化 


科学技術に関する広範な研究開発領域や、産学官の多様な研究機関に用いられる共


通的、基盤的な施設及び設備に関して、その有効利用、活用を促進するとともに、こ


れらに係る技術の高度化を促進するための研究開発を推進する。 


また、これらの施設及び設備の相互のネットワーク化を促進し、利便性、相互補完


性、緊急時対応等を向上するための取組を進める。 


 


 


３．重要課題の達成に向けたシステム改革 


 


（１）課題達成型の研究開発推進のためのシステム改革 


課題達成型の研究開発を効果的、効率的に推進していくためには、産学官の幅広い参


画を得て、相互に連携、協力しつつ、研究開発等の取組を計画的かつ総合的に推進する


必要がある。このため、２．で掲げた重要課題の達成に向けて、Ⅱ．５．の「科学技術


イノベーションの推進に向けたシステム改革」で掲げた推進方策に基づく取組を積極的


に進める。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、大学、公的研究機関、産業界等との連携、協力の下、Ⅱ．５．で掲げた推進


方策に基づき、重要課題ごとの戦略協議会の創設や産学官の連携促進、事業化支援の


強化、規制・制度改革、地域における科学技術の振興、更に国際標準化戦略を含む知


的財産戦略の推進等の取組を進める。 


 


（２）国主導で取り組むべき研究開発の推進体制の構築 


国の安全保障にも関わる基幹的技術や、複数の領域や機関に共通して用いられる基盤


的な施設及び設備に関する研究開発の推進に当たっては、これらが長期的かつ継続的に


取り組むべきものであることから、国主導の下、関係する産学官の研究機関の総力を結


集して研究開発を実施する体制を構築する必要がある。このため、これらの研究開発を


効果的、効率的に進めるための新たなプロジェクトを創設する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、国家安全保障・基幹技術を中心とする基盤技術に関する研究開発について、


関係する計画等も踏まえ、それぞれの技術課題ごとに、国主導で研究開発を行うプロ


ジェクト（例えば、国家安全保障・基幹技術プロジェクト（仮称））を創設する。そ


の際、第３期基本計画で選定された「国家基幹技術」の成果を最大限活用する。 


・ 国は、本プロジェクトの推進に当たり、個々の研究開発にとどまらず、プロジェク
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ト全体を俯瞰し、実効的な統括を行うプロジェクトマネージャーを設置するとともに、


関係機関の連携、協力を得て、実施計画の策定から知的財産の保護、さらには人材養


成に至る中長期的な戦略を策定する。その際、第３期基本計画で「国家基幹技術」と


して選定された課題の評価結果を踏まえ、プロジェクトの在り方を検討する。 


 


 


４．世界と一体化した国際活動の戦略的展開 


 


（１）アジア共通の問題解決に向けた研究開発の推進 


我が国が地球規模の問題解決で先導的役割を担い、世界の中で確たる地位を維持する


ためには、国として、科学技術イノベーション政策を、国際協調及び協力の観点から、


戦略的に進めていく必要がある。特にアジアには、環境・エネルギー、食料、水、防災、


感染症など、問題解決に当たって我が国の科学技術を活かせる領域が多く、このような


アジア共通の問題の解決に積極的な役割を果たし、この地域における相互信頼、相互利


益の関係を構築していく必要がある。このため、アジア諸国との科学技術協力の強化に


向けた新たな取組を進める。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、東アジア共同体構想の一環として、「東アジア・サイエンス＆イノベーショ


ン・エリア構想」を推進する。具体的には、参加各国が域外にも開かれた形で互恵関


係を構築し、共通課題の克服に資する研究開発を共同で実施するとともに、人材養成


や人材交流を促す。その際、日本が強みを持つ研究開発は我が国がリードするものの、


アジア諸国の特性を活かして実施すべきものは、そうした国々で推進する。 


・ 国は、同構想の一環として、域内の科学技術水準の向上やイノベーションの促進に


向けて、国際的な研究ファンドの設置や大型の共同プロジェクトの実施を検討する。 


 


（２）科学技術外交の新たな展開 


 


① 我が国の強みを活かした国際活動の展開 


我が国は、環境・エネルギーをはじめとする様々な課題について、世界に先駆けた取


組を進めており、その科学技術も世界的に高い水準にある。我が国としては、今後、持


続的な成長を実現していくためにも、特に成長の著しいアジアを中心として、これら科


学技術を基本とした「課題達成型処方箋の輸出」（システム輸出）を促進し、新たな需


要を創造していく必要がある。このため、国として、我が国の強みを活かし、社会変革


につながるシステムのアジア地域を中心とした新興国への展開を促進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、我が国が技術的優位を有する領域において、アジア諸国と協力し、我が国の


技術や規制、基準、規格の国際標準化を進めるための取組を支援する。 


・ 国は、新興国を中心として、エネルギーや水、交通、輸送システム等の社会インフ


ラの整備に関し、官民が有する先進技術と、管理及び運営ノウハウ、人材育成等をパ


ッケージ化した総合システムの海外展開に向けた取組を推進する。 
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・ 国は、関係府省、産業界、学界等が科学技術について継続的に情報交換する場とし


て、「科学技術外交連携推進協議会（仮称）」の設置を検討する。 


 


② 先端科学技術に関する国際活動の推進 


我が国の科学技術の一層の発展を図るとともに、科学技術と外交の相乗効果を高める


ためには、先進国あるいは国際機関との連携、協力の下、先端的な科学技術に関する研


究開発活動を推進し、これらを我が国の外交活動に積極的に活用していく必要がある。


このため、技術流出等について留意しつつ、先端科学技術に関する国際活動を強力に推


進するとともに、国際研究ネットワークの充実に向けた取組を進める。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、世界的に高い科学技術水準を持つ諸国との間で、幅広い分野での国際研究ネ


ットワークの充実を図り、海外の優れた研究資源を活用しつつ、先端科学技術に関す


る国際協力を推進する。 


・ 国は、国際的な大規模プロジェクトや包括的なデータ整備が必要な研究開発につい


て、研究者コミュニティーの意見を踏まえつつ、協力を推進する。その際、各研究領


域における我が国の国際的な位置付けを勘案し、特に我が国が強みを持つ領域や関心


の高い領域については、リーダーシップを発揮できるよう支援する。 


・ 国は、世界最高水準の研究開発能力をもつ大学及び公的研究機関が、海外の研究拠


点を活用し、世界の活力と一体となった研究活動を展開できるよう支援を行う。その


際、国は、これらの大学及び公的研究機関が、現地の優れた研究者の雇用、海外諸地


域の特性を活かした研究の実施、海外の研究資金制度の有効活用など、海外資源の取


り込みを図ることを期待する。 


・ 国は、科学技術の推進において、Ｇ８やＡＰＥＣ、ＡＳＥＡＮ＋３、東アジア首脳


会議（ＥＡＳ）等の国際的な枠組み、国際連合、ＯＥＣＤ等の国際機関、東アジア・


ＡＳＥＡＮ経済研究センター（ＥＲＩＡ）等の研究機関の活用を進める。また、各国


の政策決定に大きな影響を与える会議において、我が国の科学技術を活かして新たな


枠組みづくりを先導する。さらに、原子力の平和利用に関する国際的信頼を得つつ、


核不拡散及び核セキュリティに関する技術開発や人材養成における国際協力を先導


する。 


 


③ 地球規模問題に関する開発途上国との協調及び協力の推進 


我が国は、アジア、アフリカ、中南米等の開発途上国との国際協力を積極的に推進し、


これらの国々における科学技術の発展、人材養成等に貢献していくことを強く期待され


ており、これは国際社会における我が国の責務でもある。このような観点から、開発途


上国との間で、科学技術について多面的な国際協調及び協力を推進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、国際機関や各領域で活躍するＮＰＯ法人等とも連携しつつ、開発途上国の問


題解決に向けて、我が国の先進的な科学技術を活用した国際共同研究と政府開発援助


（ＯＤＡ）による技術協力を組み合わせた取組を推進する。 


・ 国は、国際共同研究に関与した相手国の若手研究者等が、我が国で学位を取得する
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ことを支援するとともに、帰国後も継続的な支援を行うなど、人材養成において多面


的な協力を進める。 


 


④ 科学技術の国際活動を展開するための基盤の強化 


科学技術に関する二国間、多国間の国際協力活動を戦略的に進めていくためには、我


が国と諸外国との政府間対話等を一層充実するとともに、海外の科学技術の動向に関す


る情報を継続的に収集、活用していく必要がある。このため、科学技術の国際活動を展


開するための基盤強化を図る。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、閣僚会議の開催等を通じて、首脳や閣僚による諸外国との科学技術に関する


政策対話を充実する。また、これまで二国間や多国間協力で培ってきた政府間、機関


間の連携の下、政府対話や協定に基づく協力を一層効果的に推進する。 


・ 国は、大学や公的研究機関と連携、協力しつつ、これらの機関の海外拠点と在外公


館、在外研究者との情報交換や協力体制の構築を進める。また、国は、我が国の国際


活動の幅を広げる観点から、民間による科学技術に関する政策対話を支援する。 


・ 国は、科学技術に関する政策決定に活用するため、海外の情報を継続的、組織的、


体系的に収集、蓄積、分析し、横断的に利用する体制を構築するとともに、これらに


携わる人材の養成を進める。 
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Ⅳ．基礎研究及び人材育成の強化 


 


１．基本方針 


基礎研究の振興は、人類の新たな知の資産を創出するとともに、世界共通の課題を克


服する鍵となる。また、基礎研究は、我が国の国力の源泉となる高い科学技術水準の維


持、発展や、イノベーションによる新たな産業の創出や安全で豊かな国民生活を実現し


ていくための基盤を成すものでもある。さらに、これらの基礎研究によって知のフロン


ティアを開拓するとともに、課題達成を進めていくのは、それに携わる人である。 


このような観点から、Ⅱ．及びⅢ．で掲げた国として取り組むべき重要課題への対応


とともに、「車の両輪」として、長期的視野に立った基礎研究の推進と科学技術を担う


人材の育成を一層強化していく必要がある。 


研究者の自由な発想に基づいて行われる基礎研究は、近年、イノベーションの源泉た


るシーズを生み出すもの（多様性の苗床）として、また、広く新しい知的・文化的価値


を創造し、直接的あるいは間接的に社会の発展に寄与するものとして、ますますその意


義や重要性が高まっている。我が国の科学技術イノベーションの礎を確たるものとする


ためには、国として、独創的で多様な基礎研究を重視し、これを一層強力に推進してい


くことが不可欠であり、基礎研究の抜本的強化に向けた取組を進める。 


また、我が国としては、科学技術イノベーションの推進を担う多様な人材を、中長期


的な視点から、戦略的に育成、支援していく必要がある。特に、近年、あらゆる活動が


グローバルに展開される中、人材の国際的な獲得競争は一層激化しており、国を挙げて


科学技術イノベーションを強力に推進する観点から、優れた人材の育成及び確保に関す


る取組を強化する。特に、東日本大震災を受けて、海外からの研究者等の離日や来日延


期、我が国の研究者も含めた流出等が懸念される。我が国の基礎研究及び人材育成の一


層の強化のためには、グローバル化する世界にますます開かれた形で国際水準の基礎研


究を実施し、人材育成を行うことが極めて重要である。これに鑑み、国として、世界に


開かれた研究開発環境を構築し、国際水準の研究開発活動や、人材育成、確保に資する


国際的な交流、循環を促進する。 


さらに、我が国が世界トップクラスの人材を国内外から惹き付け、世界の活力と一体


となった研究開発を推進していくためには、優れた研究施設や設備、研究開発環境の整


備を進める必要がある。このため、国際水準の研究環境及び基盤の形成を一層促進する。 


 


 


２．基礎研究の抜本的強化 


 


（１）独創的で多様な基礎研究の強化 


基礎研究は、研究者の知的好奇心や探究心に根ざし、その自発性、独創性に基づいて


行われるものである。その成果は、人類共通の知的資産の創造や重厚な知の蓄積の形成


につながり、ひいては我が国の豊かさや国力の源泉ともなるものである。このような独


創的で多様な研究を広範かつ継続的に推進するための取組を強化する。 
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＜推進方策＞ 


・ 国は、研究者の自由な発想に基づいて行われる基礎研究を支援するとともに、学問


的な多様性と継続性を保持し、知的活動の苗床を確保するため、大学運営に必要な基


盤的経費（国立大学法人運営費交付金及び施設整備費補助金、私学助成）を充実する。 


・ 国は、科学研究費補助金について、新規採択率３０％及び間接経費３０％の確保に


向けて一層の拡充を図る。また、制度を簡略化し、ＰＩ（Principal Investigator）


に対する研究費を十分に確保する仕組みを整備する。 


・ 国は、これらの研究から生まれたシーズを発展させ、課題達成等につなげていくた


め、多様な研究資金制度の整備、充実を図るとともに、科学研究費補助金との連携を


強化する。特に、基礎的、基盤的な研究を戦略的、重点的に支援するための研究資金


を一層拡充する。 


・ 国は、基礎研究の性格を踏まえ、研究者の独創性や研究の発展可能性を考慮し、研


究課題の柔軟な選定、国際的基準などの多様な指標に基づく評価の実施など、ピアレ


ビューを含めた審査や評価の在り方について改善を図る。 


・ 国は、基礎研究が長期的視野に立って推進するものであることを十分勘案しつつ、


施策の企画立案、資源の配分、成果の把握、評価の在り方等について、不断の検証と


見直しを行う。 


・ 国は、自然災害の影響等によって研究設備、機器が被害を受けるなど、研究活動に


支障が生じる場合には、研究資金の柔軟な執行や研究期間の延長等が可能となる仕組


みを整備する。 


・ 国は、大学、公的研究機関に所属する研究者が、研究の意義や期待される成果につ


いて、国民の幅広い理解が得られるよう、情報発信を積極的に進めることを期待する。


国は、このような活動を支援する。 


 


（２）世界トップレベルの基礎研究の強化 


国内外の優れた研究者を惹き付け、世界最先端の研究開発を推進するとともに、国際


的に高く評価される研究を更に伸ばすためには、国際研究ネットワークのハブとなり得


る研究拠点を形成する必要がある。このため、世界トップレベルの研究活動、教育活動


を行う拠点の形成に向け、大学運営の改革と弾力化を促進するとともに、海外の優れた


研究者や学生が活発に行来し、かつ、定着するための環境整備を進める。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、国際的に高い水準の研究活動、教育活動を行う研究重点型の大学群の形成に


向けて、関連する取組を重点的に支援する。 


・ 国は、国際水準の研究の推進や人材の育成と確保、国際的な情報発信の機会の充実


等の取組を多面的に支援する。その際、大学及び公的研究機関の機関別、研究領域別


に評価を行い、その結果を資金配分に反映する仕組みを検討する。 


・ 国は、世界第一線の研究者の集積、迅速な意思決定、独自の人事及び給与体系、全


ての職務における英語使用、卓越した融合研究領域の開拓によって、優れた研究環境


と高い研究水準を維持する世界トップレベルの拠点の形成を促進する。 


・ 国は、国際的な頭脳循環（ブレインサーキュレーション）における中核的拠点とし
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て、最先端の大型研究開発基盤を有する研究拠点の形成を進める。 


・ 国は、他国の事例も参考としつつ、研究領域別に国際比較が可能な仕組みを作り、


各大学の研究領域毎の国際的、国内的位置付けを明らかにする。また、これを踏まえ、


各研究領域で国際的なハブとなり得る大学に対し、重点的な資金支援、戦略的な人事


や経営を奨励する取組を進める。 


・ 国は、上記の取組も通じて、各研究領域の論文被引用数で世界上位５０位以内に入


る研究教育拠点を１００以上構築することや、研究領域毎の論文被引用数で世界トッ


プ１％の研究者を格段に増やすことを目指す。 


・ 国は、大学や公的研究機関において、海外の優れた研究者や学生の受入れを促進す


るため、フェローシップ（研究奨励金）や奨学金等の支援体制の充実、再任可能な３


年以上の契約、出入国管理制度上の措置の検討、家族の生活環境を含む周辺自治体や


地域の国際化に向けた環境整備の支援を行う。また、「留学生３０万人計画」に基づ


き、優秀な留学生の戦略的な獲得に向けた総合的取組を進める。 


・ 国は、我が国で研究経験のある研究者、留学生との関係の維持、強化を図るため、


再招へいや研究費支援に関する取組を進める。また、海外で活躍する日本人研究者の


データベースを整備し、採用や国際ネットワーク構築における活用を促進する。 


・ 国は、東日本大震災を受けて、海外からの研究者等の離日や来日延期が相次ぎ、我


が国の研究機関における研究開発活動に支障が生じるなどの影響が懸念されている


ことを踏まえ、海外からの優秀な研究者等の招へいを促進するため、海外の研究機関


等に対する安全情報の発信強化、国内の研究機関等における給与等の処遇改善、研究


者等への対応に係る体制整備、研究環境の整備、充実等を促進する。 


・ 国は、大学及び公的研究機関が、海外の優れた研究者の登用を促進するため、研究


環境の整備や給与等の処遇面の改善、専門性の高い職員の配置等の体制の強化を進め


るとともに、大学等の特性に応じ、海外からの研究者の比率を１０％とするなど、多


様な取組を進めることを奨励する。国は、これらの取組を支援する。 


 


 


３．科学技術を担う人材の育成 


 


（１）多様な場で活躍できる人材の育成 


 


① 大学院教育の抜本的強化 


国際的に通用する高い専門性と、社会の多様な場で活躍できる幅広い能力を身につけ


た人材を育成する上で、大学院教育が担うべき役割は極めて大きい。大学院をより魅力


あるものにし、キャリアパスの充実を図っていくためには、第３期基本計画の成果と課


題も踏まえ、社会の多様な要請に応え、大学の教育及び研究の質の向上に向けた取組を


進める必要がある。このため、産学官を問わず、あらゆる分野でグローバルに活躍でき


る優れた人材の育成に向けて、大学院教育の抜本的な改革と強化を推進する。さらに、


大学がこうした人材を育成し、また、そうした人材が社会の多様な場で活躍できるよう、


教育研究の成果を社会から大学へフィードバックするシステムの整備を検討する。併せ
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て、大学が国内外の社会への情報発信と対話を深める取組を推進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、広く産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーの育成を目指し、国際的


なネットワークと産業界との連携の下、一貫性のある博士課程教育を実施する「リー


ディング大学院」の形成を促進する。 


・ 国は、人材育成に関する共通理解を図るため、産学間の対話の場として「人材育成


協議会（仮称）」を創設する。また、産業界は、この場を通じて、大学院修了者に求


める人材像を明確化するとともに、大学院修了者の質の向上とキャリアパスの多様化


に向けて、大学の要請に応じ、カリキュラム作成等に協力することが求められる。 


・ 国は、大学院改革の方向性と、大学院教育の目的やその達成に向けた体系的、集中


的な取組を明示した新たな「大学院教育振興施策要綱」を、中央教育審議会の意見を


踏まえて策定し、これに基づく施策の展開を図る。 


・ 国は、大学における評価の実質化を促進するとともに、大学の機能別、分野別評価


を促進するため、国内的、国際的に比較可能な多面的な評価基準及び評価指標を整備


する。また、これらの評価を教育研究支援プロジェクト等の資源配分に活用する方策


を検討し、推進する。 


・ 国は、大学における研究科や専攻単位での体系的な評価の実施を促進するため、人


材育成の目的、そのための達成目標の設定、教育内容と方法の明確化、コースワーク


の充実、教材の開発と活用等を進めることを求める。国は、これらの取組を支援する


とともに、大学院教育に関する情報を集約し一覧できる仕組みを構築する。 


・ 国は、大学が、大学院教育の質を確保する観点から、人材育成の目的に応じて、博


士課程の入学定員の見直しを検討するとともに、公正で国内外に開かれた入学者選抜


を実施することを求める。 


・ 国は、大学が、教員の教育面での業績を可視化して多面的に評価し、人事や処遇に


反映する取組、教員に対するＦＤ（ファカルティディベロップメント）の実質化、自


己研鑽機会の充実等を通じ、教員の意識改革を進めることを期待する。 


・ 国は、大学が、海外の大学や研究機関との連携の下、単位互換や我が国の大学と海


外の大学との間のダブルディグリープログラムなど、国際的な教育連携を進めること


を奨励する。また、国はこれらの取組を支援する。 


 


② 博士課程における進学支援及びキャリアパスの多様化 


優秀な学生が大学院博士課程に進学するよう促すためには、大学院における経済支援


に加え、大学院修了後、大学のみならず産業界、地域社会において、専門能力を活かせ


る多様なキャリアパスを確保する必要がある。このため、国として、博士課程の学生に


対する経済支援、学生や修了者等に対するキャリア開発支援等を大幅に強化する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、優秀な学生が安心して大学院を目指すことができるよう、フェローシップ、


ＴＡ（ティーチングアシスタント）、ＲＡ（リサーチアシスタント）など給付型の経


済支援の充実を図る。これらの取組によって「博士課程（後期）在籍者の２割程度が


生活費相当額程度を受給できることを目指す。」という第３期基本計画における目標
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の早期達成に努める。また、授業料の負担軽減、奨学金の貸与など家計に応じた負担


軽減策を講じるとともに、民間からの寄付金等を活用した大学の自助努力を奨励する。 


・ 国は、大学が、産業界と協働し、博士課程学生に対して産業界で必要とされるマネ


ジメント能力や複数の専門分野にまたがる基礎的な能力を育成するよう求める。また、


産業界は、博士課程修了者やポストドクターの能力を評価し、研究職以外でもその登


用を進めていくことが期待される。 


・ 国、地方自治体、大学、公的研究機関及び産業界は、互いに協力して、博士課程の


学生や修了者、ポストドクターの適性や希望、専門分野に応じて、企業等における長


期インターンシップの機会の充実を図るなど、キャリア開発の支援を一層推進する。 


 


③ 技術者の養成及び能力開発 


科学技術イノベーションの推進において、産業界とそれを支える技術者は中核的な役


割を果たしている。また、技術の高度化、統合化に伴い、技術者に求められる資質能力


はますます高度化、多様化している。このため、国として、こうした変化に対応した技


術者の養成と能力開発等の取組を強化する。 


 ＜推進方策＞ 


・ 国、大学、高等専門学校及び産業界は、相互に連携、協力して、実践的な技術者養


成に向けた分野別到達目標の策定、教材作成、インターンシップ、産学双方向の人材


交流を推進する。また、国は、大学が、大学院において、実践的な技術者を目指す学


生に対し、複線的で多様なカリキュラム設定を検討するとともに、組織的、体系的な


教育体制を整備することを期待する。 


・ 国は、技術士など、技術者資格制度の普及、拡大と活用促進を図るとともに、制度


の在り方についても、時代の要請に合わせて見直しを行う。また、産業界は、技術士


を積極的に評価し、その活躍を促進していくことが期待される。 


 


（２）独創的で優れた研究者の養成 


 


① 公正で透明性の高い評価制度の構築 


独創的で優秀な研究者を養成するためには、若手研究者に自立と活躍の機会を与え、


キャリアパスを見通すことができるよう、若手研究者のポストの拡充を図っていく必要


がある。現在、大学では、若手教員の割合が減少する傾向にある一方、教員は大幅な世


代交代を迎えつつあり、この機を捉え、若手研究者のポストを増やすとともに、その採


用に際し、能力本位の公正で透明性の高い人事システム確立のための取組を推進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、大学及び公的研究機関が、研究者の業績評価に当たって質的な評価を重視し、


例えば、研究開発成果を実用化につなげる取組や教育業績、論文の国際的な評価など、


多様な観点から能力本位の公正かつ柔軟で透明性の高い評価を行うことを求める。ま


た、このような研究者の評価を、その処遇において適切に反映することを期待する。 


・ 国は、大学が、その目的や特性に即して、業績や業務に応じた処遇の見直しを検討


し、例えば、一定年齢を超えた研究者の再審査や別の給与体系への移行によって、若
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手研究者のポストの拡充や優秀な研究者の登用を図ることを期待する。 


・ 国は、大学及び公的研究機関が、その目的や特性に応じて、国際公募によって、国


内外から優秀な人材を登用することを期待する。また、その目的や特性に応じて、年


俸制による雇用を段階的に進めることを期待する。 


 


② 研究者のキャリアパスの整備 


優れた研究者を養成するためには、若手研究者のポストの確保とともに、そのキャリ


アパスの整備を進めていく必要がある。その際、研究者が多様な研究環境で経験を積み、


人的ネットワークや研究者としての視野を広げるためにも、研究者の流動性向上を図る


ことが重要である。一方、流動性向上の取組が、若手研究者の意欲を失わせている面も


あると指摘されており、研究者にとって、安定的でありながら、一定の流動性が確保さ


れるようなキャリアパスの整備を進める。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、テニュアトラック制6の普及、定着を進める大学への支援を充実する。これに


より、各大学が、その目的や特性に応じて、テニュアトラック制の導入を進めること


により、テニュアトラック制の教員の割合を、全大学の自然科学系の若手新規採用教


員総数の３割相当とすることを目指す。 


・ 国は、競争的に選考された優れた若手研究者が、自ら希望する場で自立して研究に


専念できる環境を構築するため、フェローシップや研究費等の支援を大幅に強化する。 


・ 国は、大学や企業等が協働して、優れた研究者が大学や企業等の間でステップアッ


プできるような人事交流を促進することにより、人材の流動化を図ることを期待する。


また、大学が、その目的や特性に応じて、出身校以外の国内外の優れた大学や公的研


究機関における経験や実績を高く評価する人事システムを構築することを期待する。 


・ 国は、優れた資質を持つ若手研究者や学生が海外で積極的に研鑽を積むことができ


るよう、海外派遣や留学促進のための支援を充実する。また、大学及び公的研究機関


が、若手研究者の採用の際に、海外での研究経験を適切に評価する人事システムを構


築することを期待する。 


 


③ 女性研究者の活躍の促進 


我が国は、第３期基本計画で女性研究者の採用に関する数値目標を掲げ、その登用及


び活躍促進を進めており、女性研究者数は年々増加傾向にある。しかし、その割合は、


諸外国と比較してなお低い水準にある。女性研究者の登用は、男女共同参画の観点はも


とより、多様な視点や発想を取り入れ、研究活動を活性化し、組織としての創造力を発


揮する上でも、極めて重要である。このため、女性研究者の一層の登用及び活躍促進に


向けた環境整備を行う。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、現在の博士課程（後期）の女性比率も考慮した上で、自然科学系全体で２５％


という第３期基本計画における女性研究者の採用割合に関する数値目標を早期に達


成するとともに、更に３０％まで高めることを目指し、関連する取組を促進する。特


に、理学系２０％、工学系１５％、農学系３０％の早期達成及び医学・歯学・薬学系


                                                 
6 公正で透明性の高い選抜により採用された若手研究者が、審査を経てより安定的な職を得る前に任期付の雇


用形態で自立した研究者として経験を積むことができる仕組み 
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合わせて３０％の達成を目指す。 


・ 国は、女性研究者が出産、育児と研究を両立できるよう、研究サポート体制の整備


等を行う大学や公的研究機関を支援する。また、大学や公的研究機関に対し、柔軟な


雇用形態や人事及び評価制度の確立、在宅勤務や短時間勤務、研究サポート体制の整


備等を進めることを期待する。 


・ 国は、大学及び公的研究機関が、上記目標の達成に向けて、女性研究者の活躍促進


に関する取組状況、女性研究者に関する数値目標について具体的な計画を策定し、積


極的な登用を図るとともに、部局毎に女性研究者の職階別の在籍割合を公表すること


を期待する。また、指導的な立場にある女性研究者、自然科学系の女子学生、研究職


を目指す優秀な女性を増やすための取組を進めることを期待する。 


 


（３）次代を担う人材の育成 


我が国が、将来にわたり、科学技術で世界をリードしていくためには、次代を担う才


能豊かな子ども達を継続的、体系的に育成していく必要がある。我が国では、諸外国と


比較して、科学について学ぶことに興味を持ち、理数系の勉強が楽しいと答える中学生


及び高校生の割合が低いとされており、初等中等教育段階から理数科目への関心を高め、


理数好きの子ども達の裾野を拡大するとともに、優れた素質を持つ児童生徒を発掘し、


その才能を伸ばすための一貫した取組を推進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、教育委員会と大学が連携し、専科制や特別非常勤講師制度も活用して、理工


系学部や大学院出身者の教員としての活躍を促進することを期待する。 


・ 国は、教育委員会と大学が連携し、現職教員研修や教員養成課程において、科学技


術に触れる機会、観察や実験を行う実習の機会を充実するよう求める。 


・ 国及び教育委員会は、大学や産業界とも連携し、研究所や工場の見学、出前型の実


験や授業、デジタル教材の活用など、実践的で分かりやすい学習機会を充実する。ま


た、国及び教育委員会は、学校における観察や実験設備等の整備、充実を図る。 


・ 国及び教育委員会は、大学や産業界の研究者や技術者、教員を志望する理工系学部


や大学院の学生等の外部人材が、観察や実験を支援するスタッフとしてより一層活躍


できる機会を充実する。 


・ 国は、次代を担う科学技術関係人材の育成を目指すスーパーサイエンスハイスクー


ル（ＳＳＨ）への支援を一層充実するとともに、その成果を広く他の学校に普及する


ための取組を進める。 


・ 国は、国際科学技術コンテストに参加する児童生徒を増やす取組や、このような児


童生徒の才能を伸ばす取組を進めるとともに、「科学の甲子園」や「サイエンス・イ


ンカレ」の実施など、科学技術に対する関心を高める取組を強化する。 


・ 国は、国際科学技術コンテストの結果、スーパーサイエンスハイスクールの成果等


を大学の入学試験で評価する取組を支援するとともに、高等学校在籍中における大学


の自然科学系科目や専門科目の履修など、円滑な高大連携に向けた取組を促進する。 


・ 国は、科学技術に関する才能を伸ばす観点から、高等学校の生徒がより発展的な内


容を学べるようにするための方策や大学の入学試験の在り方に関する課題改善等に
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ついて検討を行う。 


 


 


４．国際水準の研究環境及び基盤の形成 


 


（１）大学及び公的研究機関における研究開発環境の整備 


 


① 大学の施設及び設備の整備 


大学が、高度化、多様化する教育研究活動に対応し、優れた人材を惹き付けるととも


に、国際競争力の強化、産学連携の推進、地域貢献、さらには国際化を推進するために


は、十分な機能を持つ質の高い施設や設備を整備する必要がある。大学の施設及び設備


の整備は着実に進捗しているが、財政事情の厳しい中、計画的整備や維持管理に支障が


生じていることに加え、今回の震災により、東北や関東地方の大学において、施設及び


設備の損壊や電力不足等による教育研究活動の停止など深刻な被害が生じている。これ


を踏まえ、大学の施設と設備の整備や高度化、安定的な運用確保に向けた取組を促進す


る。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、国立大学法人（大学共同利用機関法人及び国立高等専門学校を含む。）にお


いて重点的に整備すべき施設等に関する国立大学法人全体の施設整備計画を策定し、


十分な機能をもった、質の高い、安全な教育研究環境の確保とその一層の高度化に向


けて、安定的、継続的な整備が可能となるよう支援の充実を図る。 


・ 国は、国立大学法人が、長期的視野に立ったキャンパス全体の整備計画を策定する


とともに、施設マネジメントを一層推進するよう求める。また、寄付や自己収入、長


期借入金、ＰＦＩ（Private Finance Initiative）など、多様な財源を活用した施設


整備を進めることを期待する。国は、税制上の優遇措置の在り方の検討を含め、これ


を支援するための取組を進める。また、私立大学における施設及び設備の整備に係る


支援を充実する。 


・ 国は、国立大学法人の研究設備の計画的な整備や更新、安定的な維持管理、共同利


用・共同研究に供する大型及び最先端の研究設備の整備に関する支援の充実を図る。


また、研究設備の保守、運用、整備を行う技術職員の確保を支援する。 


・ 国は、大学が保有する研究施設及び設備について、限られた資源の有効活用を図る


ため、大学間連携による相互利用や再利用を効果的に行う体制の整備を進める。 


・ 国は、大学が中心になって進める科学研究の大型プロジェクトについて、研究者コ


ミュニティーの議論を踏まえて、運用段階も含めた推進計画を策定し、これを基本と


しつつ、客観的かつ透明性の高い評価の実施の上で、安定的、継続的な支援を行う。


その際、国際協力で進めるプロジェクトについては、我が国の研究開発能力の国際的


な位置付けや国内における利用度等を適切に勘案し、参加の要否や関与の程度等につ


いて慎重に検討する。また、プロジェクト開始後も不断の見直しを行い、より優先度


の高いプロジェクトに重点化するなど、資源配分の最適化を図る。 
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② 先端研究施設及び設備の整備、共用促進 


整備や運用に多額の経費を要し、科学技術の広範な分野で共用に供することが適切な


先端研究施設及び設備については、これまで公的研究機関が中心となって整備や運用を


進めてきた。このような最先端の研究施設及び設備は、優れた研究開発成果の創出や人


材養成において極めて重要であるが、公的研究機関に対する財政支援が減少傾向にある


中、その維持管理の在り方が問題となっている。このため、公的研究機関等が施設及び


設備の整備や運用、幅広い共用促進を行うことができるよう取組を進める。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、公的研究機関を中心に、世界最先端の研究開発の推進に加えて、幅広い分野


への活用が期待される先端研究施設及び設備の整備、更新等を着実に進めるとともに、


その着実な運用や、「共用法」7に基づく施設など世界最先端の研究施設及び設備につ


いて共用を促進するための支援を行う。 


・ 公的研究機関等は、保有する施設及び設備の共用を促進するとともに、これを利用


する研究者や機関の利便性を高めるため、安定的な運転時間の確保や利用者ニーズを


把握した上での技術支援者の適切な配置など、利用者支援体制を充実、強化する。ま


た、優れた研究成果が創出できるよう、共用に際して、研究課題の公募や選定の在り


方を含め、より成果が期待される研究開発を戦略的に実施するための方策を講じる。 


・ 国及び公的研究機関は、分野融合やイノベーションの促進に向けて、飛躍的な技術


革新をもたらし、幅広い研究開発課題に共通して用いられる基盤技術の高度化につな


がる研究施設及び設備の整備を進めるとともに、相互のネットワークを強化する。 


・ 国は、自然災害等の影響で、公的研究機関等が保有する先端研究施設及び設備の安


定的、継続的な運用に著しい支障を生じるような場合、これらの復旧や高度化に向け


て柔軟な支援が可能となるような仕組みを整備するとともに、国内外の施設及び設備


等の利用を支援するための取組を進める。 


 


（２）知的基盤の整備 


研究開発活動を効果的、効率的に推進していくためには、研究成果や研究用材料等の


知的資産を体系化し、幅広く研究者の利用に供することができるよう、知的基盤8を整備


していく必要がある。研究用材料、計量標準、計測・評価方法等の整備はこれまでも順


調に進捗しており、今後は、多様な利用者ニーズに応えるため、質の充実の観点も踏ま


えつつ、知的基盤の整備を促進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、「知的基盤整備計画」の達成状況を踏まえ、新たな整備計画を策定し、大学


や公的研究機関等を中核的機関として、関係する機関との連携、協力による知的基盤


の整備及びその利用、活用を促進する。 


・ 国は、利用者ニーズを踏まえた成果の蓄積、データベースの整備や統合、その利用、


活用、既に整備された機器及び設備の有効活用を促進し、知的基盤の充実及び高度化


を図る。また、知的基盤整備に関する国際的な取組への参画、他国との共同研究の実


施、相互利用の促進、標準化の取組を進める。 


・ 国は、大学や公的研究機関等が保有する研究用材料やデータベース等について、緊


                                                 
7 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律（平成６年法律第７８号） 
8 研究用材料、計量標準、計測・分析・試験・評価方法及びそれらに係る先端的機器、関連データベース等 
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急時に対応するための体制を構築するとともに、これらの安定的、継続的な運用に著


しい支障を生じるような場合には、柔軟な支援が可能となる仕組みを整備する。 


・ 国は、先端的な計測分析技術及び機器について、事業化の主体や利用者を交えた連


携体制による開発を進めるとともに、開発された技術や機器について、大学や企業等


の研究開発機関や市場への普及、活用を促進する。 


・ 国は、安定的かつ継続的な知的基盤整備の進展を図るため、整備に関わる人材の養


成及び確保、整備機関に対するインセンティブ付与のための取組を進める。 


 


（３）研究情報基盤の整備 


研究情報基盤は、我が国の研究開発活動を支える基盤的情報インフラであり、これま


でも研究情報ネットワークの整備や運用、研究成果の保存、発信など着実な推進が図ら


れてきた。一方、財政問題や事務体制、技術的問題により、個々の機関では研究情報基


盤の整備が難しくなりつつある。これらを踏まえ、国として、研究成果の情報発信と流


通体制の一層の充実に向けて、研究情報基盤の強化に向けた取組を推進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、大学や公的研究機関における機関リポジトリ9の構築を推進し、論文、観測、


実験データ等の教育研究成果の電子化による体系的収集、保存やオープンアクセスを


促進する。また、学協会が刊行する論文誌の電子化、国立国会図書館や大学図書館が


保有する人文社会科学も含めた文献、資料の電子化及びオープンアクセスを推進する。 


・ 国は、デジタル情報資源のネットワーク化、データの標準化、コンテンツの所在を


示す基本的な情報整備、更に情報を関連付ける機能の強化を進め、領域横断的な統合


検索、構造化、知識抽出の自動化を推進する。また、研究情報全体を統合して検索、


抽出することが可能な「知識インフラ」としてのシステムを構築し、展開する。 


・ 国は、大学や公的研究機関が、電子ジャーナルの効率的、安定的な購読が可能とな


るよう、有効な方策を検討することを期待する。また、国はこれらの取組を支援する。 


                                                 
9 論文等のデータを機関毎に保存・公開する電子アーカイブシステム 
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Ⅴ．社会とともに創り進める政策の展開 


 


１．基本方針 


我が国では、近年、科学技術イノベーション政策をめぐる政治、社会的環境が大きく


変化しつつある。国民は、科学技術の可能性に大きな期待をもっている。同時に、東日


本大震災、特に東京電力福島第一原子力発電所の事故によって、我が国のリスクマネジ


メントと危機管理の不備が明らかとなり、これが科学技術に対する国民の不安と不信を


生んでいる。これに鑑み、国としては、科学技術イノベーション政策の策定と実施に際


し、社会と国民の期待と不安を十分かつ的確に考慮し、我が国の直面する課題の達成に


向けた科学技術の可能性と条件、条件が妥当しない場合のリスクやコストについて、研


究者、技術者、研究機関と連携、協力しつつ、国民に率直に説明し、その理解と信頼と


支持を得る必要がある。 


こうした観点から、第４期基本計画では、科学技術イノベーション政策を「社会及び


公共のための政策」の一環と明確に位置付け、これを政策推進の基本として、社会と科


学技術イノベーションの関係の深化に向けて、国民の政策過程への参画、リスクコミュ


ニケーションも含めた科学技術コミュニケーション活動を一層促進する。また、政策の


企画立案及び推進の各段階において、推進主体、目的、目標を明確化し、説明責任を強


化するとともに、ＰＤＣＡサイクルの確立に向けた取組を進める。 


科学技術の研究開発システムに関しては、これまでも、国、大学、公的研究機関にお


いて、その改革に向けて様々な取組が進められ、研究開発基盤の整備、研究環境の改善


が図られてきた。一方、全ての政策分野において一層の効率性が求められる中、政策の


推進体制、研究資金の配分、研究開発の実施体制等で課題も指摘されている。また、平


成２０年には研究開発力強化法が制定され、同法の３年以内（平成２３年１０月）の見


直しが謳われている。このため、国として、研究開発を取り巻く現状と課題を踏まえ、


研究開発システム改革を強力に推進することで、科学技術イノベーション政策の実効性


を大幅に高める。 


さらに、第４期基本計画の目標達成に向けて、科学技術イノベーション政策を着実に


実行していくためには、研究開発投資の十分な確保が不可欠である。諸外国が科学技術


投資を一層強化する中、我が国唯一の資源とも言うべき科学技術イノベーションの競争


力を高め、国際的地位を保持し続けていくためにも、国民の広範な理解と信頼と支持を


得て、研究開発投資の一層の拡充を図る。 


 


 


２．社会と科学技術イノベーションとの関係深化 


 


（１）国民の視点に基づく科学技術イノベーション政策の推進 


 


① 政策の企画立案及び推進への国民参画の促進 


我が国において、科学技術イノベーション政策を推進することが、経済的、社会的に


価値あるものとなるためには、国が、その企画立案、推進に際して、取り組むべき課題
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や社会的ニーズについての国民の期待を的確に把握し、これを適切に政策に反映してい


く必要がある。また、これらの政策を広く国民各層に発信し、説明責任の強化に努める


ことも必要である。このため、政策の企画立案、推進に際して、意見公募手続の実施や、


国民の幅広い参画を得るための取組を推進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、科学技術イノベーション政策で対応すべき課題や社会的ニーズ、成果の社会


還元の方策等について、広く国民が議論に参画できる場の形成など、新たな仕組みを


整備する。 


・ 国は、政策、施策、さらには大規模研究開発プロジェクトの企画立案及び推進に際


し、国民の幅広い意見を取り入れるための取組を進める。また、国は、大学や公的研


究機関が、同様の取組を積極的に進めていくことを期待する。 


・ 国は、国民の政策への関与を高める観点から、例えば、ＮＰＯ法人等による科学技


術活動、社会的課題に関する調査及び分析に関する取組などを支援する。 


・ 国は、科学技術に関する政策の立案を担う側と研究開発を担う側の連携を深めるた


め、国会議員や政策担当者と研究者の対話の場づくりを進める。 


・ 国は、政策、施策等の目的、達成目標、達成時期、実施主体、予算等について可能


な限りの明確化を図り、これら及びその進捗状況を広く国民に発信するとともに、得


られた国民の意見を政策等の見直しに反映する取組を進める。 


 


② 倫理的・法的・社会的課題への対応 


科学技術が進展し、その内容が複雑化、多様化する中、先端的な科学技術や生命倫理


に関する問題、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けた原子力の安全性に対する


不安など、科学技術と国民の関わりは、倫理的、法的、社会的にますます深くなりつつ


ある。このため、国として、科学技術が及ぼす社会的な影響やリスク評価に関する取組


を一層強化する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、科学技術を担う者が倫理的・法的・社会的課題を的確に捉えて行動していく


ための指針を、国際動向も踏まえ、策定する。その際、学協会等において、主体的に


これらの指針等の策定を念頭に置いた取組を進めることを期待する。 


・ 国は、倫理的・法的・社会的課題への取組を促進するため、研究資金制度の目的や


特性に応じて、これらの取組に研究資金の一部を充当することを促進する。 


・ 国は、科学的合理性と社会的正当性に関する根拠に基づいた審査指針や基準の策定


に向けて、レギュラトリーサイエンスを充実する。 


・ 国は、テクノロジーアセスメント10の在り方について検討するとともに、生命倫理


等の問題に関わる先端的な科学技術等について、具体的な取組を推進する。また、政


策等の意思決定に際し、テクノロジーアセスメントの結果を国民と共有し、幅広い合


意形成を図るための取組を進める。 


・ 国は、東京電力福島第一原子力発電所の事故の検証を行った上で、原子力の安全性


向上に関する取組について、国民との間で幅広い合意形成を図るため、テクノロジー


アセスメント等を活用した取組を促進する。 


                                                 
10 研究開発の発展段階に応じ、科学技術が社会や国民に与える影響について調査分析、評価を行う活動 
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③ 社会と科学技術イノベーション政策をつなぐ人材の養成及び確保 


科学技術イノベーション政策に関わる取組を実効性のあるものとしていくためには、


それに携わる人材の役割が重要である。このため、国は、社会と科学技術イノベーショ


ンとの橋渡しを担う人材の養成及び確保に向けた取組を進めるとともに、これら人材の


科学技術イノベーションの多様な場における活躍を促進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、戦略協議会を主導する「戦略マネージャー（仮称）」、関係府省や資金配分機


関におけるＰＤ（プログラムディレクター）、ＰＯ（プログラムオフィサー）など、


社会や国民からの要請等を踏まえつつ、科学技術イノベーションに関する研究開発等


のマネジメントを担う人材を養成、確保する。 


・ 国は、専門知識を活かして研究開発活動全体のマネジメントを担う研究管理専門職


（リサーチアドミニストレーター）、研究に関わる技術的業務や知的基盤整備を担う


研究技術専門職（サイエンステクニシャン）、知的財産専門家等を養成、確保する。 


・ 国は、テクノロジーアセスメントをはじめ、社会と科学技術イノベーションとの関


わりについて専門的な知識を有する人材を養成、確保する。 


・ 国は、国民と政策担当者や研究者との橋渡しを行い、研究活動や得られた成果等を


分かりやすく国民に伝える役割を担う科学技術コミュニケーターを養成、確保する。 


 


（２）科学技術コミュニケーション活動の推進 


科学技術イノベーション政策を国民の理解と信頼と支持の下に進めていくには、研究


開発活動や期待される成果、さらには科学技術の現状と可能性、その潜在的リスク等に


ついて、国民と政府、研究機関、研究者との間で認識を共有することができるよう、双


方向のコミュニケーション活動等をより一層積極的に推進していくことが重要である。


このため、研究者による科学技術コミュニケーション活動、科学館や博物館における


様々な科学技術に関連する活動等をこれまで以上に積極的に推進する。また、これによ


り、科学技術に関する知識を適切に捉え、柔軟に活用できるよう、国民の科学技術リテ


ラシーの向上を図る。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、大学や公的研究機関等と連携して、科学技術の現状、可能性とその条件、潜


在的リスクとコスト等について、正確な情報を迅速かつ十分に、国民に提供していく


よう努める。また、国は、海外の事例を参考にしつつ、国民との間で、こうした問題


に関する多層的かつ双方向のリスクコミュニケーション活動を促進する。 


・ 国は、国民が科学技術に触れる機会を増やすため、地域と共同した科学技術関連の


イベントの開催、科学技術週間を活用した研究施設の一般公開、サイエンスカフェの


実施等を通じて、双方向での対話や意見交換の活動を積極的に展開する。 


・ 国は、各地域の博物館や科学館における実験教室や体験活動等の取組を支援する。


また、科学技術に関わる様々な活動を行う団体等を支援する。 


・ 国は、大学や公的研究機関における科学技術コミュニケーション活動に係る組織的


な取組を支援する。また、一定額以上の国の研究資金を得た研究者に対し、研究活動


の内容や成果について国民との対話を行う活動を積極的に行うよう求める。 
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・ 国は、大学及び公的研究機関が、科学技術コミュニケーション活動の普及、定着を


図るため、個々の活動によって培われたノウハウを蓄積するとともに、これらの活動


を担う専門人材の養成と確保を進めることを期待する。また、研究者の科学技術コミ


ュニケーション活動参加を促進するとともに、その実績を業績評価に反映していくこ


とを期待する。 


・ 国は、学協会が、研究者による研究成果の発表や評価、研究者間あるいは国内外の


関係団体との連携の場として重要な役割を担っていることを踏まえ、そうした機能を


強化するとともに、その知見や成果を広く社会に普及していくことを期待する。また、


国は、研究者コミュニティーの多様な意見を集約する機能を持つ組織が、社会と研究


者との橋渡しや、情報発信等において積極的な役割を果たすことを期待する。 


 


 


３．実効性のある科学技術イノベーション政策の推進 


 


（１）政策の企画立案及び推進機能の強化 


我が国では、内閣総理大臣のリーダーシップの下、科学技術政策を府省横断的に推進


する組織として総合科学技術会議が設置され、基本政策等の戦略や資源配分方針の策定、


大規模研究開発の評価などにおいて一定の役割を果たしてきた。しかし、国として科学


技術イノベーション政策を一体的に推進していくためには、各府省が、具体的な政策等


の企画立案、推進、さらには社会還元に至るまで、一貫したマネジメントの下で取り組


むとともに、各府省の政策全体を俯瞰し、より幅広い観点から、政策を計画的かつ総合


的に推進する機能を強化していく必要がある。このため、科学技術イノベーション政策


を国家戦略として位置付け、より一層強力に推進する観点から、総合科学技術会議の総


合調整機能を強化し、さらに、これを改組して、新たに「科学技術イノベーション戦略


本部（仮称）」を創設し、政策の企画立案と推進機能の大幅な強化を図る。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、科学技術イノベーション政策を国家戦略における重要政策と位置付け、「科


学技術イノベーション戦略本部（仮称）」の下、第４期基本計画に基づく具体的な戦


略の策定、科学技術イノベーションに関連する予算の確保及び資源配分に関する取組


を強力に推進する。 


・ 国は、産学官の幅広い参画を得て、国が定める重要課題毎に戦略協議会を創設し、


ここでの検討を踏まえて、それぞれの重要課題に対応した戦略を策定する。また、戦


略協議会において、これらの戦略に基づく取組を推進する。 


・ 国は、関係府省の連携、協力の下、重要課題に関する施策を総合的に推進する「科


学技術重要施策アクションプラン」（以下「アクションプラン」という。）の取組を拡


充するとともに、アクションプラン及び資源配分に関する取組を活用し、予算編成プ


ロセスの改革を進める。アクションプランの策定においては、戦略協議会における具


体的な戦略の検討の成果を十分に活用する。 


・ 国は、基本計画や重要課題に対応した戦略、アクションプラン等に基づき、科学技


術イノベーションを戦略的に推進するため、基礎的な研究から社会還元に関する取組
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に至るまで、より効果的、効率的な施策等の実施に向けた資源配分を行う。 


・ 国は、我が国の研究開発システムの機能を「政策決定」、「施策策定」、「資金配分」、


「研究開発実施」の４段階に区分し、それぞれの段階に求められる役割、機能、主体


等の明確化を図る。 


・ 国は、「科学技術イノベーション政策のための科学」を推進し、客観的根拠（エビ


デンス）に基づく政策の企画立案、その評価及び検証結果の政策への反映を進めると


ともに、政策の前提条件を評価し、それを政策の企画立案等に反映するプロセスを確


立する。その際、自然科学の研究者はもとより、広く人文社会科学の研究者の参画を


得て、これらの取組を通じ、政策形成に携わる人材の養成を進める。 


・ 国は、科学技術の成果等を、政策の企画立案、推進等に活用する際の課題など、科


学技術と政策との関係の在り方について幅広い観点から検討を行い、基本的な方針を


策定する。 


・ 国は、科学技術によるイノベーションを促進する観点から、これを阻む隘路となる


規制や制度を特定するとともに、その改善方策を関係府省間で議論するための仕組み


を整備する。 


 


（２）研究資金制度における審査及び配分機能の強化 


 


① 研究資金の効果的、効率的な審査及び配分に向けた制度改革 


研究資金制度の運用においては、研究資金が研究者や研究機関で適切に活用されるよ


う、研究資金の審査及び配分主体を明確にするとともに、研究資金が使いやすく、効果


的なものとなるよう、制度の改善を図っていく必要がある。現在、研究資金の配分等は、


制度に応じて、府省と資金配分機関が担っている。また、研究費の使いやすさは改善し


つつあるものの、使途等でなお問題のあることが指摘されている。これらを踏まえ、よ


り効果的で効率的な研究資金制度に向けた改革を進める。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、行政需要と直結した研究開発については各府省が、それ以外の研究開発は独


立した資金配分機関が、研究資金の審査及び配分機能を担うこととし、研究資金の効


率的で弾力的な運用やマネジメントの専門性確保の観点から、資金配分機関が担うこ


とが適切な研究資金制度については、その目的や特性に応じて、各府省からの機能の


移管を進める。 


・ 国は、目的や研究開発対象が類似する研究資金制度について、府省内あるいは府省


を越えた整理統合を行う。また、研究資金制度の使用ルール等の統一化、簡素化、合


理化や、繰越明許制度の活用を一層推進する。また、科学研究費補助金をはじめとす


る競争的資金制度については、その効果的、効率的な運用等の観点から、基金化によ


る研究の成果、効果を検証しつつ、必要な取組を推進する。 


・ 国は、研究資金で購入した設備の有効利用を図るため、資金を支給された研究者以


外との設備の共同利用が広く認められるよう、研究資金制度の条件緩和を進める。 


・ 国は、平成２１年度に基金として設けられた「最先端研究開発支援プログラム」を


推進するとともに、研究費の弾力的運用の観点から、プログラムの評価を行う。また、
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その他の研究資金制度についても、その目的や特性に応じた制度改革を検討する。 


 


② 競争的資金制度の改善及び充実 


競争的資金制度は、競争的な研究環境を形成し、研究者が多様で独創的な研究開発に


継続的、発展的に取り組む上で基幹的な研究資金制度であり、目的や特性に応じて多様


な制度が設けられている。研究開発活動がますます高度化、複雑化する中、競争的資金


制度の多様性を確保した上で、制度の一層の改善及び充実に向けた取組を進める。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、新規採択率の向上や一件当たりの十分な研究費の確保を目指し、競争的資金


の一層の充実を図る。その際、全ての競争的資金制度において、直接経費を確保しつ


つ、間接経費の３０％措置を実施するよう努める。また、国は、大学及び公的研究機


関等が、間接経費の効果的な活用を図ることを求める。 


・ 国は、我が国の競争的資金制度全体を俯瞰した上で、資金配分機関の多様性の確保


を前提として、各制度の目的や位置付けの明確化を図るとともに、制度間の連続性を


確保するための取組を推進する。 


・ 国及び資金配分機関は、公正かつ透明で質の高い審査及び評価を行うため、審査員


の年齢、性別、所属等の多様性の確保、利害関係者の排除、審査員の評価システムの


整備、さらには審査及び採択の方法や基準の明確化、審査結果の開示を徹底する。 


・ 国及び資金配分機関は、ＰＤ（プログラムディレクター）、ＰＯ（プログラムオフ


ィサー）の権限と役割の明確化を図った上で、その充実と確保を図る。また、国は、


大学及び公的研究機関が、ＰＤ、ＰＯとしての職務経験を評価し、研究者のキャリア


パスの一つとして位置付けることを期待する。 


・ 国及び資金配分機関は、資金配分の不合理な重複や過度の集中を避けるため、大学


及び公的研究機関に研究者のエフォート管理の徹底を求めるとともに「府省共通研究


開発管理システム（e-Rad）」を運用し、競争的資金を適切かつ効率的に執行する。 


・ 国及び資金配分機関は、研究資金の不正使用の防止に向けた取組を進める。また、


国は、大学及び公的研究機関が、研究資金の適切な管理と監査体制を整備するよう求


める。 


 


（３）研究開発の実施体制の強化 


 


① 研究開発法人の改革 


研究開発法人は、長期的視野に立った研究開発、公共性が高い研究開発、現時点では


リスクが高い研究開発など、民間や大学では困難な研究開発を実施する機関である。現


在、研究開発法人は独立行政法人として設立されているが、研究開発の特殊性等を十分


に踏まえた法人制度に改善を図る必要がある。このような観点から、研究開発力強化法


及び附帯決議では、研究開発法人の在り方について必要な措置を講じるとされたところ


であり、これらを踏まえ、研究開発法人の機能強化に向けた取組を推進する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22年 12月７日閣議
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決定）を踏まえつつ、研究開発の特性（長期性、不確実性、予見不可能性、専門性）


に鑑み、組織のガバナンスやマネジメントの改革等を実現する国の研究開発機関に関


する新たな制度を創設する。また、現行制度においても、運用上、改善が可能なもの


については、早急に見直しを検討する。 


・ 国は、研究開発法人に対して必要な予算措置を行うとともに、研究開発法人におけ


る施設及び設備の共用、共同研究や受託研究の受入れ等による外部資金の導入を促進


する。 


 


② 研究活動を効果的に推進するための体制整備 


大学や公的研究機関において、研究活動を効果的、効率的に推進していくためには、


研究者に加えて、研究活動全体のマネジメントや、知的財産の管理、運用、施設及び設


備の維持、管理等を専門とする多様な人材が活躍できる体制を整備する必要がある。し


かし、各研究機関における専門人材の確保が十分ではなく、研究者が研究時間を十分確


保できていないとも指摘されており、これらの改善に向けた取組を強化する。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、大学が、博士課程の学生や修了者、ポストドクターに対し、リサーチアドミ


ニストレーター、サイエンステクニシャン、知的財産専門家等としての専門性を身に


付けることができるような取組を進めることを奨励する。また、国は、これらの取組


を支援する。 


・ 国は、大学及び公的研究機関において、リサーチアドミニストレーター、サイエン


ステクニシャン、知的財産専門家等の多様な人材を確保する取組を支援する。また、


大学及び公的研究機関が、これらの人材を適切に評価し、処遇に反映するとともに、


そのキャリアパスを構築していくことを期待する。 


・ 国は、大学が、計画的なＳＤ（スタッフディベロップメント）によって、研究活動


の推進に関わる人材の養成と確保を進め、事務局体制を強化することを求める。また、


これらの職員の活動実績を適切に評価し、処遇に反映することを期待する。 


 


（４）科学技術イノベーション政策におけるＰＤＣＡサイクルの確立 


 


① ＰＤＣＡサイクルの実効性の確保 


科学技術イノベーション政策を効果的、効率的に推進するためには、ＰＤＣＡ


（Plan-Do-Check-Action）サイクルを確立し、政策、施策等の達成目標、実施体制など


を明確に設定した上で、その推進を図るとともに、進捗状況について、適時、適切にフ


ォローアップを行い、実績を踏まえた政策等の見直しや資源配分、さらには新たな政策


等の企画立案を行う必要がある。このため、国として、ＰＤＣＡサイクルの実効性のあ


る取組を進める。 


＜推進方策＞ 


・ 国は、政策、施策、プログラム又は制度、個別研究開発課題という研究開発システ


ムの階層毎に、目的、達成目標、達成時期、実施主体等の可能な限りの明確化を図る。


その上で、これらに基づく評価の実施を徹底するとともに、評価結果を政策等の見直
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しや新たな政策等の企画立案、資源配分の重点化、効率化等に適切に反映する。 


・ 国は、戦略協議会において、それぞれの重要課題に対応した戦略全体の進捗状況を


踏まえて、研究開発や推進体制、資金配分等の見直しを行うなど、戦略の柔軟かつ弾


力的な推進を図るとともに、これを戦略に適時、適切に反映する。 


・ 国は、アクションプランに関して、予算への反映状況や施策の進捗状況等に関する


フォローアップを行い、その改善に反映する。その際、戦略協議会における検討の成


果も十分に活用する。 


・ 国は、東日本大震災を受けて、大規模災害に対する科学技術の役割を含め、これま


での科学技術政策の課題等を評価、検証した上で、資源配分や研究開発マネジメント


など、科学技術政策の推進の在り方について幅広い観点から検討を行い、必要に応じ


て、政策の見直し等に反映する。 


・ 国は、第４期基本計画の進捗状況について、適時、適切にフォローアップを行い、


その結果を、基本計画の見直しや新たな政策の企画立案に活用する。 


・ 国は、新成長戦略やエネルギー基本計画、原子力政策大綱など、政府が定める他の


計画等の検討結果を踏まえ、第４期基本計画の内容についても、必要に応じて見直し


を行う。 


 


② 研究開発評価システムの改善及び充実 


研究開発の実施段階における評価は、研究開発の質を高め、ＰＤＣＡサイクルを確立


する上で重要な役割を担っている。一方で、研究開発の高度化と複雑化に伴い、評価に


求められる視点も多様化し、これも一因となって、評価の重複や過剰な負担の問題が指


摘されている。このため、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成 20 年 10 月


31日内閣総理大臣決定）に沿って研究開発評価システムの一層の改善と充実を図り、優


れた研究開発活動の推進や人材養成、効果的、効率的な資金配分、説明責任の強化等へ


の評価結果の活用を促進する。 


＜推進方策＞ 


 ・ 国は、研究開発の各階層（政策、施策、プログラム又は制度、研究開発課題）を踏


まえた研究開発評価システムの構築も含め、科学技術イノベーションを促進する観点


から、研究開発評価システムの在り方について幅広く検討を行い、「国の研究開発評価


に関する大綱的指針」について必要な見直しを行う。 


・ 国及び資金配分機関は、ハイリスク研究や新興・融合領域の研究が積極的に評価さ


れるよう、多様な評価基準や項目を設定する。研究開発課題の評価においては、研究


開発活動に加えて、人材養成や科学技術コミュニケーション活動等を評価基準や評価


項目として設定することを進める。また、それが有効と判断される場合には、世界的


なベンチマークの適用や海外で活躍する研究者等の評価者としての登用を促進する。 


・ 国及び資金配分機関は、優れた研究開発成果を切れ目無く次につなげていくため、


研究開発が終了する前の適切な時期に評価を行う取組を促進する。 


・ 国及び資金配分機関は、評価の重複や過剰な負担を避けるため、他の評価結果の活


用を通じて、研究開発評価の合理化、効率化を進める。 


・ 国は、評価に関する専門的知見や経験を有する人材の養成と確保を進める。国は、
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大学及び公的研究機関が、業務運営のための情報システムを研究開発評価にも活用で


きるようにするなど、評価を効果的、効率的に行う事務体制を整備するとともに、こ


れに携わる人材の養成やキャリアパスの確保を進めることを期待する。 


 


 


４．研究開発投資の拡充 


天然資源に乏しく、少子高齢化の進展や人口減少が見込まれる我が国にとって、科学


技術、そしてそれに基づくイノベーションは、将来に向けた唯一とも言うべき競争力の


源泉であり、その意味で我が国の生命線と言ってもよい。このような観点から、我が国


ではこれまで、基本計画において研究開発投資の拡充に向けた目標額を掲げ、政府一体


となって科学技術への取組を強化してきた。これにより、第２期及び第３期基本計画に


ついては目標額には達しなかったものの、国のＧＤＰが伸び悩み、財政事情も厳しい中、


他の政策経費に比べて、科学技術関係経費の増額が図られてきたことは高く評価できる。 


しかし、近年、先進国に加えて、中国をはじめとする新興国が科学技術投資を大幅に


拡充し、国を挙げて科学技術の発展を図っており、この分野においても、我が国の相対


的地位が将来的に低下していくことが強く懸念される。また、東日本大震災は、東北及


び関東地方を中心として、広範囲にわたり、人的、物的に甚大な被害をもたらすととも


に、我が国の経済社会システムにも極めて深刻な影響を及ぼした。この震災により、研


究施設及び設備の損壊や研究開発活動の停滞に加え、海外からの研究者の離日等、我が


国の科学技術システムも大きな影響を受けている。さらに、東京電力福島第一原子力発


電所の事故の結果、科学技術、特に原子力技術について、国民の間でそのリスクとコス


トについて不安と不信が広がっている。この国難を乗り越え、我が国が経済的、社会的


に再び力強く成長、発展していくためには、我が国の科学技術力を積極的に活用し、イ


ノベーションを一層強力に推進するとともに、世界トップレベルの科学技術力を強化し


ていく必要がある。我が国としては、第４期基本計画で掲げる政策を着実に実行し、科


学技術先進国としての地位を保持するとともに、各国との協調、協力の下、地球規模の


問題解決など科学技術イノベーションで世界に貢献していくため、これらを支える研究


開発投資の目標を明確に設定した上で、投資を拡充していくことが不可欠である。 


政府においては、２０２０年度までの官民合わせた研究開発投資の拡充目標11を設定


したところであるが、一方で我が国の政府負担研究費割合が諸外国に比して低水準であ


ること、民間企業の研究開発投資が厳しい状況にある中、政府の研究開発投資が呼び水


となり、民間投資が促進される相乗効果が期待されること、更に諸外国が研究開発投資


目標を掲げて拡充を図っていること等を総合的に勘案し、第４期基本計画においては政


府研究開発投資に関する具体的な目標を設定して、投資を拡充していくことが求められ


る。 


このため、官民合わせた研究開発投資を対ＧＤＰ比の４％以上にするとの目標に加え、


政府研究開発投資を対ＧＤＰ比の１％にすることを目指すこととする。 


その場合、第４期基本計画期間中の政府研究開発投資の総額の規模を約２５兆円とす


ることが必要である（同期間中に政府研究開発投資の対ＧＤＰ比率１％、ＧＤＰの名目


                                                 
11 「新成長戦略」において、「２０２０年度までに官民合わせた研究開発投資をＧＤＰ比の４％以上にする。」とさ
れている。 
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成長率平均２.８％を前提に試算）。 


これらを踏まえ、我が国の財政状況が一層悪化し危機的な状況となる中、平成２２年


６月に閣議決定された財政健全化目標及び中期財政フレームを含む財政運営戦略との


整合性の下、基本計画に掲げる施策の推進に必要な経費の確保を図ることとする。 


また、これと同時に、民間の研究開発投資を誘発するため、国として、規制や制度の


合理的な見直しや、民間研究開発投資への税制優遇措置等について検討を行うことが必


要である。 
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